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評価書 
様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要様式 

１．評価対象に関する事項 
法人名 独立行政法人日本スポーツ振興センター 
評価対象事業年

度 
年度評価 平成２７年度（第３期） 
中期目標期間 平成２５～２９年度 

 
２．評価の実施者に関する事項 
主務大臣  文部科学大臣 
 法人所管部局  スポーツ庁 担当課、責任者  政策課 澤川 和宏 
 評価点検部局  大臣官房 担当課、責任者  政策課 信濃 正範 
 
 
３．評価の実施に関する事項 
平成２８年７月 ６日 政策評価に関する有識者会議ワーキングチーム会合（第１回）を開催し、独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長等から、平成２７年度の業務実績に係る説明を求めると

ともに、監事から業務実績等の監査結果に関する報告を聴取し、ワーキングチーム委員から業務実績及び自己評価に対する意見をいただいた。 
平成２８年７月２５日 政策評価に関する有識者会議ワーキングチーム会合（第２回）を開催し、ワーキングチーム委員から評価案に対する意見をいただいた。 

 
 
４．その他評価に関する重要事項 
特になし 
 
 
 
５．日本スポーツ振興センターワーキングチーム 委員名簿 
小幡  純子  上智大学大学院法学研究科教授 
北村  信彦  公認会計士 
工藤  裕子  中央大学法学部教授 
髙橋  和子  横浜国立大学教育人間科学部教授 
田邉  陽子  日本大学法学部准教授 
原田  宗彦  早稲田大学スポーツ科学学術院教授 
宮西  嘉樹  東京海上日動あんしんコンサルティング株式会社取締役社長 
矢崎  良明   板橋区教育委員会安全教育専門員 
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様式１－１－２ 中期目標管理法人 年度評価 総合評定様式 

１．全体の評定 
評定※１ 
（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） 

Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。 （参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況※２ 
 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 
業務の質の向上 Ａ 

Ｄ Ｃ   業務運営の効率化 Ａ 
財務内容の改善等 Ａ 

評定に至った理由 項目別評定では、中期計画における所期の目標を達成している項目が相当数あること、また、平成２６年度業務実績評価において抜本的な改善を求めた事項については、改善

の取組が着実に実施されていることは認められるが、「新国立競技場整備計画検証委員会」の報告書を踏まえた改善方策、及び決算検査報告で指摘された不適切な会計処理につ

いての再発防止策については、取組が始まったばかりであり、今後も継続的な取組が求められるものである。これらのことを総合的に勘案し、全体評定を「Ｃ」とした。 
 
２．法人全体に対する評価 
法人全体の評価  独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下、「ＪＳＣ」という）の平成２７年度における業務実績については、「スポーツ施設の運営・提供」について、中期計画以上の実

績をあげるとともに、｢国際競技力向上のための研究・支援等｣や「災害共済給付事業に関する事項」等、所期の目標を達成している項目が相当数あることが認められる。 
しかしながら、新国立競技場の整備事業については、平成 27 年 7 月 17 日、安倍総理が整備計画を白紙に戻しゼロベースで見直す旨を発表し、同年 8 月 28 日に新国立競技場

整備計画再検討のための関係閣僚会議において、新たな整備計画が決定された。この経緯については、文部科学省に設置された「新国立競技場整備計画検証委員会」が同年 9 月

24 日に検証報告書を公表しており、その中で「既存の組織・スタッフで対応してしまったプロジェクト推進体制の問題」、「情報発信による透明性の向上」や「国家的プロジェ

クトに対する国民理解の醸成が出来なかった情報発信」のあり方に係る問題等を指摘している。 
ＪＳＣは、検証委員会の指摘を重く受け止め、関係閣僚会議において決定された新国立競技場の整備計画を推進するための体制整備を図るなど、改善に適切に取り組んでいる

ことは認められるが、今後も引き続き、この報告書から得られた教訓を活かして、新国立競技場の整備を着実に推進する必要がある。 
これに加え、平成 27 年 11 月の決算検査報告において、不適切な会計処理が複数年にわたり常態化していたことが明らかとなったが、その原因の一つが職員の中で規則等を遵

守するという意識徹底及び風土醸成が欠如していた点にあるということは、本来あってはならないことであり、速やかに全ての役職員の意識改革を行うなど、抜本的な改善を行

う必要がある。ＪＳＣでは、役職員の意識改革・教育の徹底を含めた再発防止策を講じるとともに、法人内に外部有識者で構成される「運営点検会議」を設置し、理事長による

ガバナンスに関する点検や必要な助言を受ける体制を整備するなど、内部統制の取組を行っているものの、これらの取組は始まったばかりであり、今後も継続的な取組が求めら

れる。 
これらのことを総合的に勘案し、引き続き必要な改善に継続的に取り組むべきと判断されることから、総合評定は「Ｃ」とする。 

全体の評定を行う上で

特に考慮すべき事項 
 

 
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など 
項目別評定で指摘した

課題、改善事項 
Ⅰ－１：「スポーツ施設の運営・提供に関する事項」については、目標稼働日数の達成に努めるとともに、芝生の養生日数等に配慮しつつ、スポーツ利用及び一般利用のバラン

スに留意することを期待する。 
Ⅰ－３－（Ｂ）：「助成業務の透明性の確保等」については、客観的かつ明確な成果指標を設定し、より効果的な検証を行うとともに、審査等においても、これまで以上に活用す

るなど、さらなる取り組みを期待する。 
Ⅰ－４：「スポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務に関する事項」については、第三者相談・調査制度窓口業務について、トップアスリー

トの認知度を把握の上、速やかな改善が図られるよう、効果的な周知方法を検討・実施し、制度がより一層認知されることを期待する。 
Ⅰ－５：「災害共済給付事業に関する事項」については、特に、災害共済給付の制度の広報に努め、請求事務等に関する情報を、学校関係者等がわかりやすくかつ入手しやすい

方法で提供できるよう検討を行うことを期待する。 
Ⅰ－６－（１）：「スポーツに関する国内外の情報収集・分析及び提供」については、より効果的に情報の収集・分析・提供が行えるよう、海外拠点の効果的な活用及び国内外の

関係機関との連携・ネットワークの質的向上を図ることを期待する。アスリートのデュアルキャリア支援について、オリンピアンのみを対象とするのではなく、より幅

広いアスリートを対象とし、2020 年東京大会後も支援を継続することを期待する。 
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Ⅰ－６－（２）：「登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供」については、特に公開講座の参加者数が大幅に減ってしまったことは大きな課題であり、同時開催するイベン

ト・団体の検討や、独自開催の講座の効果的な告知、開催方法・場所等に関する抜本的な検討を期待する。登山者が自ら知識を向上させて登山することができるよう、

一般登山者向け冊子も随時配布先を見直すとともに、一般登山者への周知の状況を把握することも期待する。また、登山者のニーズを的確に捉え事業の見直しを随時図

ることを期待する。 
Ⅰ－６－（４）：「学校安全支援業務」については、調査研究や学校関係者への情報提供にあたり、大学や研究機関、専門機関、その他関係団体等との連携を図り、助言等を受け

ながら、学校管理下の災害減少という目的を意識した取組を行うとともに、提供した内容についての学校現場における利用状況を踏まえた更なる活用促進を図ることを

期待する。 
Ⅰ－６－（５）：「広報の充実」については、JSC が実施する事業の認知度について、新国立競技場以外の事業の認知度が低下していることを踏まえ、効果的な広報戦略を検討し、

認知度の向上に努めることを期待する。また、JSC が実施する事業の認知度について、新国立競技場以外の事業の認知度が低下していることを踏まえ、効果的な広報戦

略を検討し、認知度の向上に努めることを期待する。 
Ⅰ－６－（６）：「関係団体等との連携」については、「JAPAN SPORT NETWORK」に加盟する地方公共団体等がインセンティブを得られるような取り組みが図られ、より一

層の関係団体との連携が拡大されることを期待する。 
Ⅱ－１：「経費の抑制」については、会計検査院から指摘を受けた、不適正な契約手続きについては、法人において講じられた再発防止策を着実に実施し、このようなことが発

生しない体制づくりがなされることを期待する。 
Ⅱ－２：「組織及び定員配置の見直し」については、新国立競技場整備事業の進捗に応じて、適切な人員配置に努めるとともに、超過勤務時間の調査等を通じて、業務量を適切

に測定しつつ、効果的・効率的な組織体制の維持を図ることを期待する。 
Ⅱ－３：「内部統制の強化」については、「運営点検会議」を活用するなどし、内部統制の強化の取組を継続して行うことで、抜本的な改善の取組が速やかに行われることを期待

する。 
Ⅲ－１：「自己収入の確保」については、平成２９年度以降、国立代々木競技場が耐震改修工事により休業するため、大幅な自己収入の減が見込まれている。それを見据えた対

策を今のうちから講じることを期待する。 
Ⅷ－１：「施設及び設備に関する計画」については、新国立競技場の整備事業において、事業者との間で締結した事業協定書における「提案事業費」及び「完成期限」が確実に

遵守されるよう整備事業を推進するとともに、事業の進捗状況の積極的な情報開示が徹底されるよう求める。 
Ⅷ－２：「人事に関する計画」については、総人件費の抑制に留意し、適切な人員配置に努めることを期待する。 
 

その他改善事項 特になし 

主務大臣による改善命

令を検討すべき事項 
特になし 

 
４．その他事項 
監事等からの意見 平成２８年７月５日に実施したヒアリングの中で、監事より平成２７事業年度監事監査報告書の説明とともに、平成２６年度の業務実績評価において指摘された項目について、

適切に取り組んでおり、新国立競技場整備計画が着実に進められていること、会計検査院より指摘を受けた不適切な契約手続きについては、臨時監査を実施し、問題点の指摘及

び改善策について報告を行うとともに、再発防止の取組について、役職員等の意識や教育の徹底が継続して確実に実施されているかについて、引き続き確認する必要がある旨、

報告があった。また、随意契約について、監事が契約監視委員会の構成員として、随意契約の理由及び価格の妥当性等について点検を行っている旨、報告があった。 
 

その他特記事項  
 
 

※１ Ｓ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる。Ａ：中期目標管理法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる。 

Ｂ：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。Ｃ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。Ｄ：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める。 

※２ 平成 25 年度評価までは、文部科学省独立行政法人評価委員会において総合評定を付しておらず、項目別評価の大項目について段階別評定を行っていたため、この評定を過年度の評定として参考に記載することとする。  
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様式１－１－３ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

中期計画（中期目標） 年度評価※ 項目別

調書№ 
備考 
 

 中期計画（中期目標） 年度評価※ 項目別

調書№ 
備考 
  ２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
  ２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
Ⅰ．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項   ５ 災害共済給付事業に関する事項 A 

B B 
  

Ⅰ－５ 
 

           （１）公正かつ適切な給付の実施 A 
 １ スポーツ施設の運営・提供 A 

B A 

  

Ⅰ－１ 

   （２）利用者サービスの向上 A 
 （１）大規模スポーツ施設における稼

働日数の確保 A 
  ６ スポーツ及び児童生徒等の健康の

保持増進に関する国内外における調

査研究 
A       

（２）施設利用者に対するサービスの

向上 A  （１）スポーツに関する国内外の情報

収集・分析及び提供 A B B   
Ⅰ－６

－（１）  

２ 国際競技力向上のための研究・支援

等 A 

B B   Ⅰ－２  

 （２）登山指導者の養成及び登山に関

する情報の提供 A B C   
Ⅰ－６

－（２）  

（１）国際競技力向上のための研究の

推進 A   （３）事業の成果を活かしたスポーツ

に関する情報提供 A B B   
Ⅰ－６

－（３）  

 （２）国際競技力向上のための総合的

支援 A  
（４）学校安全支援業務 A B B   

Ⅰ－６

－（４）  

（３）スポーツ診療・リハビリテーシ

ョン A  
（５）広報の充実 A D C   

Ⅰ－６

－（５）  

（４）外部有識者による評価の実施 A   
（６）関係団体等との連携 A B B   Ⅰ－６

－（６） 
 

（５）関係行政機関等からの受託事業 A 
          

Ⅱ．業務の効率化に関する事項        

 ３ スポーツ振興のための助成 A                 
 （A）スポーツ振興助成のための安定的

な財源の確保 A 

B B   
Ⅰ－３

－（A）  

  １ 経費の抑制 
A 

D D   Ⅱ－１   （１）より多くの助成財源の確保 A   （１）経費の削減 A 
（２）制度の趣旨の普及・浸透及び公

正性の確保 A   
（２）業務運営の効率化 A 

（B）助成業務の透明性の確保等 A 

B B   
Ⅰ－３

－（B）  

  ２ 組織及び定員配置の見直し A D C   Ⅱ－２  
（１）公平性・透明性の確保 A   ３ 内部統制の強化 A D D   Ⅱ－３  

 （２）助成業務の効率化・適正化 A           
 （３）助成申請者の利便性の向上 A 
 ４ スポーツに関する活動が公正かつ

適切に実施されるようにするため必要

な業務 
A B B   Ⅰ－４  
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中期計画（中期目標） 年度評価※ 項目別

調書№ 
備考 
  ２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
２８

年度 
２９

年度 
Ⅲ．財務内容の改善に関する事項  
 １ 自己収入の確保 A B B   Ⅲ－１  

 ２ 予算の効率的執行、資金の運用及

び管理 A B B   Ⅲ－２  

 ３ 予算  
A 

 
B B 

  
Ⅲ－３

～５ 

 
 ４ 収支計画 
 ５ 資金計画 
         
Ⅳ．短期借入金の限度額 － － －   Ⅳ  
Ⅴ．不要財産の処分 － － B   Ⅴ  
Ⅵ．重要な財産の譲渡・担保 － － －   Ⅵ  
Ⅶ．剰余金の使途 A B B   Ⅶ  
Ⅷ．その他の事項  
 １ 施設及び設備に関する計画 A D C   Ⅷ－１  

 ２ 人事に関する計画 A 
C B 

  
Ⅷ－２ 

 
 （１）職員の採用 A 
 （２）人材の育成等 A 
 ３ 積立金の使途 A B B   Ⅷ－３  
         
 
※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線 

※平成２５年度評価までの評定は、「文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針」（平成１４年３月２２日文部科学省独立行政法人評価委員会）に基づく。 

また、平成２６年度以降の評定は、「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準」（平成２７年６月文部科学大臣決定）に基づく。詳細は下記の通り。 

平成２５年度評価までの評定 平成２６年度評価以降の評定 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。（法人横断的基準は事前に設けず、法人の業務の特性に応じて評定を付す。） 

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調に、または中期目標を上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき中期計画の達

成度が１００％以上） 

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標を達成し得ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％以上１０

０％未満） 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が７０％未満） 

Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けず、業務改善の勧告が必要と判断された場合に限りＦの評定を付す。） 

Ｓ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の

120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：中期目標管理法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営

の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―１ スポーツ施設の運営・提供に関する事項 

業務に関連する政策・施

策 
・政策目標 11 スポーツの振興 
  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 
「スポーツ基本計画」に定める国際競技大会等の招致・開催等に資

するもので、重要度が高い。 
また、中期目標策定時において、稼働日数の努力目標値を含めた目

標値を設定しており、難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間平

均値） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

陸上競技場の

稼働日数（日） 
177 日以上 
（25 年度） 

165.8 199 36 
（参考） 

－    予算額（千円） 2,646,195 954,086 971,465   

ラグビー場の

稼働日数（日） 
74 日以上 80.6 97 84 94    決算額（千円） 2,630,382 1,145,874 1,010,656   

第一体育館の

稼働日数（日） 
265 日以上 275.8 300 312 329    経常費用（千円） 1,525,522 1,293,502 1,293,009   

第二体育館の

稼働日数（日） 
292 日以上 279.6 312 324 311    経常利益（千円） 1,543,747 1,182,683 1,288,683   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － －   

         従事人員数（人） 21.8 18.8 14.6   
※ 従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第 1 位まで）を記載。 
※ 予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 １ スポーツ施

設の運営・提供 

設置するスポー

ツ施設を、利用す

る競技者や観客

等に快適かつ安

全に提供するこ

とは、スポーツの

１ スポーツ施設

の運営・提供に関す

る事項 

センターの大規

模スポーツ施設は、

「トップアスリー

ト等の活動の場」で

あるとともに広く

１ スポーツ施設

の運営・提供に関す

る事項 

（１）大規模スポー

ツ施設における

稼働日数の確保 

センターの大

規模スポーツ施

〈主な定量的指

標〉 
・ラグビー場の稼

働日数 
 
 
 
 

（１）国立霞ヶ丘競技場 
① ラグビー場 
トップリーグをはじめ、世界最高峰リーグであるスーパーラ

グビーや女子セブンズなどを開催。 
【目標】年間稼働日数を 74 日以上確保 
【実績】年間稼働日数  94 日 
 

 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ａ 
大規模スポーツ施設の稼

働日数については、スポー

ツの利用を確保しつつ、支

障のない範囲で一般利用を

積極的に促進した結果、す

べての施設において、目標

評定 A 
＜評定に至った理由＞ 
センターが設置する各大規模スポーツ施設

の目標稼働日数については、芝生の養生や施

設の安全を維持するための保守・点検等に要

する期間を十分に確保した上で設定している

が、利用団体の設営・撤去に支障のない範囲
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振興を図ってい

くうえでセンタ

ーが担う重要な

役割である。スポ

ーツ施設を高水

準の施設として

維持するため、セ

ンターが長年蓄

積してきたスポ

ーツターフ等の

維持管理に関す

るノウハウを生

かし、良好な状態

での施設の運営

に努める必要が

ある。 
（１）次の施設に

ついては、トッ

プアスリート

等の活動の場

及び広く国民

の「みるスポー

ツの場」とし

て、高水準な施

設条件の維持

に努め、中期目

標期間の平均

でそれぞれ次

の施設稼働日

数以上を確保

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（国立霞ヶ丘競

国民の「みるスポー

ツの場」としてスポ

ーツの振興に寄与

するものであるこ

とから、ナショナル

スタジアムとして

高水準な施設条件

を維持した上で、適

切かつ効率的な運

営を図るため、次の

措置を講じる。 
（１）大規模スポー

ツ施設における

稼働日数の確保 

センターの大

規模スポーツ施

設について、安全

で高水準な施設

条件を維持した

上で、国際的・全

国的なスポーツ

大会等の開催や

スポーツの利用

に支障の無い範

囲において文化

的行事等の利用

に供することに

より、中期目標期

間の平均で、それ

ぞれ次の稼働日

数を確保する。た

だし、安全で高水

準な施設条件を

維持するために

必要となる改修

等の期間を除く。 
なお、国際競技

力向上のための

研究・支援への活

用については、円

滑に実施できる

設について、安全

で高水準な施設

条件を維持した

上で、国際的・全

国的なスポーツ

大会等の開催や

スポーツの利用

に支障の無い範

囲において文化

的行事等の利用

に供することに

より、中期目標期

間の平均で、それ

ぞれ次の稼働日

数を確保する。た

だし、安全で高水

準な施設条件を

維持するために

必要となる改修

等の期間を除く。 
なお、国際競技

力向上のための

研究・支援への活

用については、競

技大会開催時の

支援を中心に円

滑に実施する。 
① 国立霞ヶ丘競

技場 

ア ラグビー場 

ラグビー専用

競技場として良

質なスポーツタ

ーフ等施設条件

を維持するため

に必要な養生期

間等を考慮した

上で、年間７４日

以上の稼働日数

を確保する。 
② 国立代々木競

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・第一体育館の稼

働日数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・第二体育館の稼

働日数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

区分 第 2期（平均） H26 H27 

スポーツ利用 70.6 74 86 

一般利用 10.0 10 8 

稼働日数合計 80.6 84 94 

芝生養生日数 168.4 216 205 

【参考】年間総入場者数 延べ 460,577 人 
・世界最高峰リーグであるスーパーラグビーや女子セブンズ

の開催により、スポーツの利用が増え、目標を大きく上回っ

て達成。 
 
（２）国立代々木競技場 
① 第一体育館 
ワールドカップバレーボール大会や全日本体操競技選手権

大会などを開催。 
【目標】年間稼働日数を 265 日以上確保 
【実績】年間稼働日数  329 日 

区分 第 2期（平均） Ｈ26 Ｈ27 

スポーツ利用 121.8 121 126 

一般利用 154.0 191 203 

稼働日数合計 275.8 312 329 

保守点検等日数 57.2 21 26 

【参考】年間総入場者数 延べ 1,527,572 人 
・スポーツの利用を第一に促進しつつ、施設の有効活用及び

収入の確保を図るため、スポーツ以外の一般利用（コンサー

ト、ファッションショー、展示会等）の利用促進を図り、目

標を大きく上回って達成。 
 
②  第二体育館 
天皇杯全日本レスリング選手権大会や全国ミニバスケット

ボール大会などを開催。 
【目標】年間稼働日数を 292 日以上確保 
【実績】年間稼働日数  311 日 

区分 第 2期（平均） H26 H27 

スポーツ利用 248.4 268 256 

一般利用 31.2 56 55 

稼働日数合計 279.6 324 311 

保守点検等日数 28.0 15 14 

【参考】年間総入場者数 延べ 334,689 人 
・スポーツの利用を促進しつつ、施設の有効活用及び収入の

確保を図るため、スポーツ以外の一般利用（コンサート、展

示会等）の利用促進を図り、目標を達成。 

を大きく上回って達成する

ことができた。 
特に主要施設である秩父

宮ラグビー場及び代々木第

一体育館の 2 施設において

は、目標に対し 120％以上

の稼働日数となった。 
 また、大規模スポーツ施

設で開催されたスポーツ大

会における競技力向上のた

めの研究・支援については、

主催団体との連絡調整、作

業用のスペースや電源の確

保など、円滑な実施に貢献

した。 
 施設の提供にあたっては

利用者へのアンケート調査

等により明らかになったニ

ーズに基づいて必要な改修

を行うなど、安全かつ快適

な施設の維持に努めた。そ

の結果、利用者の満足度は

平均80％を超える高い水準

となっている。 
 

 
 これらを踏まえて、Ａと

評価する。 
 
 
＜課題と対応＞ 
・引き続き、施設の老朽化

への対応や設備のメンテナ

ンス等を考慮し、またラグ

ビー場においては芝生の養

生日数に配慮しつつ、稼働

日数の確保に努める。 
 
・第一・第二体育館におけ

る施設・設備に対する改善

の要望（バリアフリーやア

で保守・点検を行うこと等により、稼働可能

日数の最大化を図るとともに、施設利用者へ

積極的な働きかけを行うことにより、中期計

画・年度計画に定める目標稼働日数を超えて

いることは評価できる。 
また、施設利用者に対するアンケート調査

を実施し、いずれの施設も８割を超える割合

で「満足」「やや満足」といった高評価を維持

していることは、施設利用者に対するサービ

スの向上への取組が確実に取り組まれている

結果であり、評価できる。 
以上のことから、中期計画以上の実績を上

げていると認められるため、「A」評定とする。 
 
 
＜今後の課題＞ 
今後も引き続き、目標稼働日数の達成に努

めるとともに、芝生の養生日数等に配慮しつ

つ、スポーツ利用及び一般利用のバランスに

留意することを期待する。 
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技場） 
・ラグビー場 
 ７４日／年 
 
（国立代々木競

技場） 
・第一体育館 
 ２６５日／年 
・第二体育館 

２９２日／年 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

よう配慮する。 
① 国立霞ヶ丘競

技場 

ア ラグビー場 

ラグビー専用

競技場として良

質なスポーツタ

ーフ等施設条件

を維持するため

に必要な養生期

間等を考慮した

上で、年間７４日

以上の稼働日数

を確保する。 
② 国立代々木競

技場 

ア 第一体育館 

利用者にとっ

て安全で快適な

施設条件を提供

するための管理

等の期間を考慮

した上で、年間２

６５日以上の稼

働日数を確保す

る。 
イ 第二体育館 

利用者にとっ

て安全で快適な

施設条件を提供

するための管理

等の期間を考慮

した上で、年間２

９２日以上の稼

働日数を確保す

る。 

技場 

ア 第一体育館 

利用者にとっ

て安全で快適な

施設条件を提供

するための管理

等の期間を考慮

した上で、年間２

６５日以上の稼

働日数を確保す

る。 
イ 第二体育館 

利用者にとっ

て安全で快適な

施設条件を提供

するための管理

等の期間を考慮

した上で、年間２

９２日以上の稼

働日数を確保す

る。 
 
 
 
 
 
 
 

 
〈その他の指標〉 
国際競技力向上の

ための研究・支援

に対する配慮の状

況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■国際競技力向上のための研究・支援への活用に対する取組 
大規模スポーツ施設で行われるスポーツ大会において、国際

競技力向上のための研究・支援活動を実施。活動が円滑に行わ

れるよう、下記の大会において主催団体との連絡調整、電源や

データ整理スペースの確保などを行った。 
 
・全日本総合バドミントン選手権大会 
実施日：平成 27 年 12 月 1 日～6 日 
場 所：代々木第二体育館 
概 要：ターゲットアスリートの全日本総合選手権に 

おけるパフォーマンス状況の確認 
 
・天皇杯全日本レスリング選手権大会 
実施日：平成 27 年 12 月 20～23 日 
場 所：代々木第二体育館 
概 要：レスリング選手の減量と回復食に関する調査 

 

クセシビリティ、音響設備

等）については、今後予定

している改修工事等の計画

の中で検討していく。 
 
・施設利用者等へのアンケ

ート結果を委託業者と共有

し、運営業務や清掃業務に

ついて、高水準のサービス

の提供を図る。 
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 （２）施設利用者

に対する定期

的な満足度の

調査等により

把握した情報

を踏まえ、必要

な改善を行い、

サービスの向

上を図る。 

（２）施設利用者に

対するサービス

の向上 

施設利用者に

対する定期的な

満足度の調査等

により把握した

情報を踏まえ、利

用に係る運用の

見直し、施設の改

修等の必要な改

善を行い、サービ

スの向上を図る。 

（２）施設利用者に

対するサービス

の向上 

施設利用者に

対する定期的な

満足度の調査等

により把握した

情報を踏まえ、利

用に係る運用の

見直し、施設の改

修等の必要な改

善を行い、サービ

スの向上を図る。 
・施設利用者及び

イベント主催

者に対する定

期的なアンケ

ート調査 
・イベント主催者

に対するヒア

リング 

 
・国立霞ヶ丘競技

場（東テニス場）

利用者の満足度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・国立代々木競技

場（室内水泳場）

利用者の満足度 
 
 
 
 
 
 
 
 

■施設利用者へのアンケート調査 
ア 国立霞ヶ丘競技場（東テニス場） 
調査対象：個人利用者 延べ 510 人 
調査回数：2 回（平成 27 年 9 月、平成 28 年 2 月） 
調査内容：① 運営業務  

② 清掃に係る満足度 
③ 設備・器具 

調査結果：  

個別業務の質 

「満足」「やや満足」の

割合（％） 

H25 H26 H27 

①運営  

  業務 

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

ｾﾝﾀｰ 

施設利用 96.0 - - 

事業関連 84.5 - - 

テニス場 98.3 97.1 97.6 

体育館 96.1 - - 

室内水泳場 95.5 - - 

②清掃業務 86.9 85.2 87.0 

③設備・器具 78.5 73.3 77.0 

 

（調査等を踏まえた改善事項） 

・土日祝日における利用時間の拡大（朝夕 1 時間） 
・定休日（第 2・4 火曜日）の営業実施（定休日の週に祝日 
がある場合） 
・順番待ち状況が分かるホワイトボードの設置 
・駐輪場スペースの拡大 
・屋外洗面器の取り付け 
・屋外壁掛け時計の取り付け 
・クラブハウスシャワー系統給水管改修 
・年末営業の実施（12/29） 
・得点板の交換 
・コート脇通路の段差補修 

 

 イ 国立代々木競技場（室内水泳場） 
調査対象：団体利用者 延べ 558 人 
調査回数：2 回（平成 27 年 9 月、平成 28 年 2 月） 
調査内容：① 運営業務（受付スタッフの対応） 

② 清掃に係る満足度 
③ 設備・器具 

  調査結果：  

個別業務の質 
「満足」「やや満足」の割合（％） 

H25 H26 H27 

① 運営業務 98.5 97.1 98.7 

② 清掃業務 86.6 82.5 86.8 

③ 設備・器具 79.1 82.1 83.6 
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・国立代々木競技

場（フットサル

コート）利用者

の満足度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・イベント主催者

の満足度 
 
 
＜評価の視点＞ 
施設運営に関する

取組がスポーツ振

興を図るものであ

るか。 

 

（調査等を踏まえた改善事項） 

・階段転倒防止ラインの塗布 
・分別用ゴミ箱の設置 
・手摺の設置 
・スポーツタイマーの交換 

 
ウ 国立代々木競技場（フットサルコート） 
調査対象：個人利用者 延べ 120 人 

 団体利用者 延べ 120 団体 
調査回数：2 回（平成 27 年 8 月、平成 28 年 2 月） 
調査内容：①受付スタッフの対応 

②施設の清掃に係る満足度 
③施設・設備 

調査結果：  

個別業務の質 

「とても満足」「やや満足」の 

割合（％） 

H25 H26 H27 

① 運営業務 83.0 90.5 92.1 

② 清掃業務 87.5 87.5 88.3 

③ 施設・設備 88.0 90.5 90.0 

  
（調査等を踏まえた主な改善事項） 
 ・年末年始営業の実施（12/29.30.1/3） 
 
※委託業者と四半期ごと及び必要に応じて打合せの場を設

け、サービス向上のための意見交換を実施。 
 
■イベント主催者へのアンケート調査等 
調査施設：国立代々木競技場（第一体育館、第二体育館） 
調査対象：利用団体  延べ 110 団体 
調査回数：1 回（平成 27 年 7～8 月） 
調査内容：①設備・サービス 

②利用料金 
③申込方法 
④スタッフの対応 

 
 ア 第一体育館 

個別業務の質 

「満足」「やや満足」の割合（％） 

スポーツ利用 一般利用 

H25 H26 H27 H25 H26 H27 
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４．その他参考情報 
 

 

①施設・サービ

ス 
77.5 78.6 82.1 79.9 91.9 75.9 

②利用料金 64.4 82.8 83.4 68.9 79.0 70.9 

③利用申込方法 94.4 96.4 100.0 97.4 100.0 95.2 

④スタッフの対

応 
100.0 94.3 100.0 98.8 98.7 95.5 

 
 イ 第二体育館 

個別業務の質 

「満足」「やや満足」の割合（％） 

スポーツ利用 一般利用 

H25 H26 H27 H25 H26 H27 

①施設・サービス 94.8 94.5 89.7 94.2 95.5 91.0 

②利用料金 97.8 98.0 93.6 90.9 92.9 93.5 

③利用申込方法 99.2 98.4 98.0 100.0 100.0 100.0 

④スタッフの対

応 
99.4 100.0 97.9 100.0 100.0 97.9 

 
（調査等を踏まえた主な改善事項） 
・施設・設備に対する意見（バリアフリーやアクセシビリテ

ィ、音響設備等）については、今後予定している大規模改修

工事の計画の中で検討していくこととする。 
 
※秩父宮ラグビー場は、施設利用者が限定されているため、

意見交換を実施。 
 
（意見交換を踏まえた主な改善事項） 
・西スタンド女子便所温式便座の設置 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―２ 国際競技力向上のための研究・支援等に関する事項 

業務に関連する政策・施

策 
・政策目標 11 スポーツの振興 
  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 
「スポーツ基本計画」に定める国際競技力向上に資するもので、

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催等を踏ま

え、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

原著論文数（件） ― 51 65 65 63    予算額（千円） 6,792,488 6,857,097 6,884,538   
学会等への発表

数（件） 
― 185 175 223 201    決算額（千円） 5,385,887 6,455,823 6,291,434   

メディカルチェ

ック利用者数

（人） 

― 1,286 2,021 2,003 1,617    経常費用（千円） 5,356,924 5,660,743 6,046,114   

JISS 専用・共用

トレーニング施

設利用者数（人） 

― 26,798 25,486 26,840 23,484    経常利益（千円） △1,198,751 △943,150 △1,782,869   

HPG 利用者数

（人） 
― ― 7,169 7,920 9,391    行政サービス実施コ

スト（千円） 
― ― ―   

NTC 屋内トレ

ーニング施設利

用者数（人） 

― 98,280 103,594 115,333 103,709    従事人員数（人） 65.3 67.5 78.9   

 JISS 内専用ト

レーニング施設

利用者数（人） 

― 52,938 68,018 67,377 64,452     ※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点

以下第 1 位まで）を記載。 
※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額

を記載  陸上トレーニン

グ場利用者数

（人 

― 21,671 20,273 19,019 21,315     

 屋内テニスコー

ト利用者数（人） 
― 2,557 3,150 4,285 3,947           

 延べ診療件数 
（件） 

― 15,519 16,064  15,973 15,700           

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
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 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 
業務実績 自己評価 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 国際競技力

向上のための研

究・支援等 

スポーツ基本

計画等に基づく、

政策目標の達成

に向けて、我が国

の国際競技力向

上を図るため、Ｊ

ＩＳＳにおいて

は、研究・支援事

業を推進すると

ともに、ＮＴＣに

おいては、ＪＩＳ

Ｓと連携し、トッ

プアスリートが

同一の活動拠点

で集中的・継続的

にトレーニング

を行えるよう、高

度なトレーニン

グ環境の提供を

行う。 

実施に当たっ

ては、次の措置を

講じるとともに、

他の強化・研究関

係機関との相互

の連携を進める。

また、施設の利用

主体である公益

財団法人日本オ

リンピック委員

会及び公益財団

法人日本障がい

者スポーツ協会

日本パラリンピ

ック委員会との

緊密な連携・協力

を図るため、定期

２ 国際競技力向

上のための研究・

支援等に関する事

項 

スポーツ基本計

画等に基づく、政

策目標の達成に向

けて、我が国の国

際競技力向上を図

るため、ＪＩＳＳ

においては、研

究・支援事業を推

進するとともに、

ＮＴＣにおいて

は、ＪＩＳＳと連

携し、トップアス

リートが同一の活

動拠点で集中的・

継続的にトレーニ

ングを行えるよ

う、高度なトレー

ニング環境の提供

を行う。 
実施に当たって

は、次の措置を講

じるとともに、他

の強化・研究関係

機関との相互の連

携を進める。また、

施設の利用主体で

ある公益財団法人

日本オリンピック

委員会（以下「Ｊ

ＯＣ」という。）及

び公益財団法人日

本障がい者スポー

ツ協会日本パラリ

ンピック委員会

（以下「ＪＰＣ」

という。）との緊密

２ 国際競技力向上

のための研究・支援

等に関する事項 

（１）国際競技力向

上のための研究の

推進 

「競技研究」（支

援活動と密接に連

携して、①国際競

技力向上に直接的

かつ即時的に貢献

する提案型、②中

央競技団体（以下

「ＮＦ」という。）

が抱える課題を解

決するための課題

解決型）と、「基盤

研究」（国立スポー

ツ科学センター

（以下「ＪＩＳＳ」

という。）が有する

ハード面・ソフト

面の強みを生か

し、その機能を高

め、新しいサポー

トを提案するため

の研究）を推進す

る。また、２０２

０年東京オリンピ

ック・パラリンピ

ック競技大会にお

いて日本選手団が

好成績を収めるた

めに必要となる科

学的知見の蓄積や

情報収集を行う。  

研究を実施する

に当たっては、公

益財団法人日本オ

リンピック委員会

〈主な定量的指

標〉 
・研究課題数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・雑誌等の掲載数 

 

 

 

 

 

■研究の推進・高度化の取組状況 
 平成 26年度までは「競技研究」と「基盤研究」に大別し、「基盤研

究」を「主要研究（短期）」、「主要研究（長期）」、「課題研究」に分類

していたところ、平成 27 年度からは、「主要研究（短期）」で実施し

ている研究の延長や、「主要研究（長期）」で実施している研究の期間

短縮等の実態を踏まえ、「基盤研究」の期間区分を廃止し「主要研究」

とするとともに、研究・開発それぞれの成果物の明確化を図ることを

目的として「開発」をカテゴリー化した。 

さらに、「特別プロジェクト研究」を新設することにより、事業や

研究・専門分野の垣根を超えた研究を更に推進し、2020 年東京オリ

ンピック・パラリンピック競技大会での日本人選手の活躍を後押しす

る体制を整備した。 
 

（１）競技研究 
NF からの要望を考慮しつつ、競技現場のトレーニングに活かせる

ように研究を実施した。 
実施競技団体数 13 競技 
実施種別数 16 種別 

※ 競技名、種目、テーマについては参考資料を参照 
 

（２）基盤研究 
JISS の強みを活かした「主要研究」、個人・グループの自由な発想

に基づく「課題研究」に分類して実施。 
主要研究 5 課題 
課題研究 9 課題 

※ 各プロジェクト研究課題については参考資料を参照 
 
（３）開発 
トレーニング支援およびパフォーマンス評価のためのシステム・用

具・測定機器等の開発を実施した（2 課題）。 
 
（４）特別プロジェクト研究 

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会で想定される

課題の解決を目的とした研究を実施した（4 課題）。 
 
■学術雑誌等の掲載状況 

国内外の専門誌に JISS の研究・支援活動の内容等を投稿。 

 

 

区分 H25 Ｈ26 H27 

総説・著書 掲載件数（件） 35 57 38 

【Ⅰ－２全体について】 
＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

 
研究事業、支援事業、診療事業及び関

係行政機関等からの受託事業における

取組により、平成 27 年度では、研究の

着実な推進、競技現場における研究成果

の活用・応用の促進、多くのトップアス

リートによる支援利用等が図られた。 
また、パラアスリートに対する支援・

診療の体制整備や、NF とのコミュニケ

ーションを実施するための体制整備及

び情報収集を行い、ハイパフォーマンス

センター設置に向けた準備を行った。 
これらを踏まえて、B と評価する。 

 
＜課題と対応＞ 

2020 年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会に向けて、オリンピッ

ク・パラリンピックのアスリートへの支

援に向けた対応について、研究、支援、

診療事業において課題を抽出し、解決に

向けて取り組むとともに、より効果的・

効率的な運営を行うことが必要である。 
 
＜項目別の評定の根拠＞ 
【国際競技力向上のための研究の推進】 
 主要研究、開発、特別プロジェクト研

究は、本年度が2年計画の1年目であり、

進捗状況としては概ね順調である。ま

た、研究実績としての原著論文数はやや

減少したものの、競技力向上に資する科

学的知見を国内外に発信することがで

きた。 
 
共同研究は昨年（13 件）を上回る 16

件実施し、大学及び民間企業それぞれの

機関が有する資源を最大限活用して実

施することにより、JISS 単独で実施す

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
我が国の国際競技力向上を

図るため、研究・支援事業を

推進するとともに、高度なト

レーニング環境を提供すると

ともに、ハイパフォーマンス

センター設置に向けて、パラ

リンピック競技者の支援のた

めの体制整備や NF とのコミ

ュニケーションを実施するな

ど、2020 東京オリンピック・

パラリンピック競技大会に向

けた準備を着実に進めており

評価できることから、B 評定

とする。 
 
＜今後の課題＞ 
今後、JISS 及び NTC の機

能をオリンピック競技とパラ

リンピック競技を一体的に捉

えた「ハイパフォーマンセン

ター」としての研究、支援、

診療事業について課題解決に

向けて取り組むことで、さら

なる機能向上を図ることを期

待する。 
 
○国際競技力の向上のための

研究の推進 
研究実態及び成果に応じた

プロジェクトの体系化や研究

体制の見直しを図った上で、

強化現場での実践に資する研

究に着手するとともに、国内

外の研研究機関等との連携に

より効率的かつ経済的に研究

を推進するなど、研究の高度

化に向けた取組を進めてい

る。 
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的に連絡調整の

場を設けるとと

もに、利用者ニー

ズを把握するた

め、中央競技団体

等に対するヒア

リング等を実施

し、効果的・効率

的な事業の執行

を図る。 

（１）我が国の国

際競技力向上

を図るため実

践に資するよ

うなスポーツ

医・科学、情報

に関する研究

の高度化を図

る。 

 
 

な連携・協力を図

るため、定期的に

連絡調整の場を設

けるとともに、利

用者ニーズを把握

するため、中央競

技団体（以下「Ｎ

Ｆ」という。）等に

対するヒアリング

等を実施し、効果

的・効率的な事業

の執行を図る。 
（１）国際競技力

向上のための研

究の推進 

我が国の国際

競技力向上を図

るため、ＮＴＣ

と隣接し、ＪＯ

Ｃ・ＪＰＣ・Ｎ

Ｆ・トップアス

リートとの密接

な連携が可能で

あるＪＩＳＳの

強みを活かし、

国内外の研究機

関等との連携を

強化し、実践に

資するようなス

ポーツ医・科学、

情報に関する研

究の高度化を図

る。また、研究

成 果 に つ い て

は、国内外の学

術誌等への論文

の掲載、シンポ

ジウム・セミナ

ー・研修会等で

の発表など、研

究・支援活動の

成果の普及を図

（以下「ＪＯＣ」

という。）、公益財

団法人日本障がい

者スポーツ協会日

本パラリンピック

委員会（以下「Ｊ

ＰＣ」という。）、

ＮＦ、地域スポー

ツ医・科学センタ

ー、体育系大学を

はじめとする研究

機関との連携を促

進して、より充実

した研究体制の構

築を図る。 

研究成果に関し

ては、支援活動の

中で、課題の解

決・トレーニング

の提案及び効果の

検証等に生かすと

ともに、国内外の

学術雑誌への投稿

や学会・シンポジ

ウム・研修会等で

の発表を通して、

成果の普及を積極

的に推進する。 
 

 

 

 

・学会等への発表 

数 

 

 

 

 

 

 

 

・ホームページア

クセス数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の指標〉 

・国内外の研究機

関等との連携

強化の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

原著論文 掲載件数（件） 65 65 63 
合計 100 122 101 

 
■学会等への発表状況 

国内外の学会等で成果を積極的に発表。 

区分 Ｈ25 Ｈ26 H27 

国内 
学会発表件数（件） 85 95 91 
講演件数（件） 56 91 76 

国外 
学会発表件数（件） 29 34 28 
講演件数（件） 5 3 6 
合計 175 223 201 

 
■ホームページ等を活用した成果の普及状況 

ホームページを活用し、研究・支援の成果を一般の方にもわかりや

すく提供。 

区分 
件数（件） 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

「アスリートのわいわいレシピ」

アクセス数（件） 

（アスリートのための食事メニュ

ー） 

35,158 33,740 26,685 

「サポートのたね」アクセス数

（件） 

（サポートに役立つ研究成果） 

5,958 11,179 9,181 

「ニュースレター」配布数（部） 

（ＪＩＳＳの活動内容を伝えるニ

ュースレター） 

4,114 2,321 2,489 

※「アスリートのわいわいレシピ」：月 1回更新 

※「サポートのたね」：平成 27年度は 1回更新 

※「ニュースレター」：年 1回発行 

 
■国内外の研究機関等との連携の取組状況 
（１）共同研究 
 大学及び民間企業と共同研究を実施。 

研究課題数 16 課題 
共同研究相手先 16 団体 

※ 研究課題、共同研究相手先については参考資料を参照 
 
 
（２）海外研究機関との連携 
①IOC ADVANCED TEAM PHYSICIAN COURSE 

  開催地：ドーハ（カタール） 

るよりも効率的かつ経済的に研究を推

進することができた。 
 
以上の取組により、JISS の特徴を活

かしつつ、NF や国内外の研究機関等と

連携しながら、競技現場の情報及び外部

研究機関の知見等を活用することで、国

際競技力向上に向けた研究を推進する

ことができた。 

 
 
 

 
 
 

さらに、研究成果の国内外

の学術雑誌等への論文掲載件

数や学会等への発表も昨年度

同水準を維持しており、積極

的に研究・支援活動の成果の

普及も図られている。 
これらにより、中期計画ど

おり、国際競技力向上のため

研究が推進されていると評価

できる。 
今後は、2020 年東京オリン

ピック・パラリンピック競技

大会に向けた特別プロジェク

ト研究を進めるとともに、

JISSの特徴を生かした研究テ

ーマを設定することなどによ

り、競技現場において効果的

に活用できる成果が得られ、

我が国の国際競技力の向上に

資する研究が更に推進される

ことを期待する。 
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る。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・研究･支援活動

の成果の普及

状況 

〈評価の視点〉 
研究の推進に係

る取組が、我が国

の国際競技力向

上に資するもの

となっているか。 

  開催日：平成 27 年 5 月 4～7 日 
  内 容：アスリートを 対象とした臨床医学全般について最新の

知見の収集と情報交換 
 ②ASPC International Forum on Elite Sport 
  開催地：サン・フアン（プエルトリコ） 
  開催日：平成 27 年 8 月 27 日～29 日 
  内 容：エリートスポーツに関する情報交換 
 ③アジアスポーツ科学会議 
  開催地：ソウル（韓国） 
  開催日：平成 27 年 9 月 17 日～18 日 
  内 容：科学研究や現場での実践成果について最新の知見の収集

と情報交換 
 
■ＪＩＳＳスポーツ科学会議の開催 

 開催日：平成 27年 12 月 10 日 

開催テーマ： スポーツ科学、次へのステップ 

       ～リオ五輪、そしてその先へ～ 

 開催概要：招待講演・ポスターセッション・シンポジウム・ 

      JISS 見学ツアー 

 参加者数：398 人 

 

 （２）我が国の国

際競技力向上

を図るため、ス

ポーツ医・科学

及び情報の各

側面から総合

的に支援を実

施するととも

に、ＪＩＳＳ及

びＮＴＣの施

設・設備を活用

した効果的な

支援を実施す

る。 
 

（２）国際競技力

向上のための総

合的支援 

国際競技力向

上に向けた強化

活動に対し、文

部科学省、ＪＯ

Ｃ、ＪＰＣ及び

Ｎ Ｆ 等 と 連 携

し、支援内容の

明確化を図り、

スポーツ医・科

学及び情報の各

側面から総合的

に支援活動を実

施 す る と と も

に、ＪＩＳＳ及

び Ｎ Ｔ Ｃ の 施

設・設備を活用

した効果的な支

（２）国際競技力向

上のための総合的

支援 

国際競技力向上

に向けた強化活動

に対し、文部科学

省、ＪＯＣ、ＪＰ

Ｃ及びＮＦ等と連

携し、支援内容の

明確化を図り、ス

ポーツ医・科学及

び情報の各側面か

ら総合的に支援活

動を実施するとと

もに、女性アスリ

ートへの支援の充

実・強化を図る。

また、これまでト

ップアスリートの

ために蓄積してき

〈主な定量的指

標〉 
・サポート等実施

数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■医・科学支援への取組状況  
 NF の要望等を踏まえ、以下の支援を総合的に実施。 
（１）メディカルチェックの実施状況 
メディカルチェックでは、競技者に対して医学的な診察・検査・測

定を行い、データの提供や結果についてのアドバイスを迅速かつ的確

に実施。 
区分 Ｈ25 Ｈ26 H27 

NF の要望（人） 701 643 
947 
(10) 

国際大会派遣前（人） 1,320 1,360 670 

合計（人） 2,021 2,003 
1,617 

(10) 
※（）内はパラアスリート実施人数 
 
 
（２）医・科学サポートの実施状況 

NF の強化担当者とのコミュニケーション（面談）で挙げられた課

題に対し、JISS からサポート内容を提案し、フィットネスサポート

やトレーニング指導等 8 分野におけるサポートを実施するとともに、

トレーニング指導、栄養サポート、心理サポートについては、講習会

【国際競技力向上のための総合的支援】 
メディカルチェックについては、NF

の要望に応じたチェックと、夏季ユニバ

ーシアード競技大会、夏季オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会等に向けた

国際大会派遣前のチェックを実施し、得

られたデータを競技者に提供して的確

なアドバイスを行いパフォーマンス維

持・向上に貢献した。 
医･科学サポートについては、2016 年

リオ大会の代表枠獲得につながる各種

目の世界選手権等において、トレーニン

グ効果の検証とコンディション維持の

ためのサポートができた。また、パラア

スリートに対する体力測定を複数回実

施したことで、選手の身体的特性に応じ

た個別性の高い測定のノウハウを蓄積

できた。 
また、HPG や各トレーニング施設な

どの JISS・NTC 特有の施設を活用し、

○国際競技力向上のための総

合的支援 
中期計画どおり、JISS の機

能や研究成果を活用し、2016
年リオ大会出場に向けてスポ

ーツ医・科学・情報分野から

アスリートに対する総合的な

支援を実施するとともに、

JISS・NTC の施設・設備を

整備し、高度なトレーニング

環境を提供した点は評価でき

る。 
また、パラリンピック競技

者の JISS 及び NTC の利用

に向けた基盤整備を図るとと

もに、医・科学支援を実施し

たことは評価することができ

る。 
今後は、引き続きこれまで

オリンピック競技におけるス
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援及び高度なト

レーニング環境

の提供を行う。 
①  ス ポ ー ツ

医・科学、情

報分野からの

支援 

我が国のト

ップアスリー

トの競技力向

上 を 図 る た

め、ＮＦの要

望 等 を 踏 ま

え、スポーツ

医・科学、情

報に関する研

究 成 果 の 活

用・応用を促

進するととも

に、アスリー

トの支援のさ

らなる充実に

努める。この

うち、女性ア

スリートにつ

いては、より

効果的な支援

の充実に努め

る。 
また、国際

競技力向上に

有用な支援活

動の成果につ

いては、ＮＦ

が行う強化活

動に活かされ

るよう情報提

供する。 
② トレーニン

グ環境等の提

供 

ＪＯＣ、Ｊ

た研究と支援の成

果を、オリンピッ

ク・パラリンピッ

クアスリートの支

援に活用するため

の実施体制を整え

る。 

事業の実施に当

たっては、ＪＩＳ

Ｓ及びＮＴＣの施

設・設備を活用し

た効果的な支援を

実施する。 
① スポーツ医・

科学、情報分野

からの支援 

ア  スポーツ

医・科学、情

報による支援 

国際競技力

向上に向けて

ＮＦが抱える

課 題 に 対 し

て、スポーツ

科学・医学・

情報の各側面

から組織的、

総合的、継続

的な支援を行

い、競技力の

向上に資する

医・科学的情

報 を 提 供 す

る。 
・各分野にお

ける研究成果

及び支援実績

をアスリート

のトレーニン

グや育成へ反

映させる。 
・アスリート

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・施設稼動日数等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・利用者数 
 
 
 
 
 
 

を実施した。 
年度 Ｈ25 Ｈ26 H27 

競技種別数 42 39 38 
※競技研究として実施した数を含む。 
 
（講習会実施回数） 
年度 Ｈ25 Ｈ26 H27 

トレーニング指導（回） 49 28 32 
栄養サポート（回） 22 23 21 
心理サポート（回） 15 14 10 

 
（３）ハイパフォーマンスジム（HPG）の活用状況 
最先端の科学技術を備えたトレーニング拠点として活用。 
年度 H25 H26 H27 

利用日数（日） 300 295 334 
利用人数（人） 6,603 6,943 8,200 

※低酸素トレーニング室利用者を除く 
また、リハビリテーションと連携して活用。（Ⅰ－２－（３）「■診

療・アスレティックリハビリテーション等の実施状況」の（２）参照） 
 
（４）風洞実験棟の活用状況 
① 研究への活用 
スキー競技ウェアの研究開発等 9 テーマの研究に活用された。共

同研究の増加により、利用日数も大幅に増加した。 

 

年度 Ｈ25 Ｈ26 H27 

利用日数（日） 16 17 87 

② 支援への活用 
スキー（ジャンプ）等のトレーニングなど、４つの競技種目で活

用された。 
年度 Ｈ25 Ｈ26 H27 

利用日数（日） 8 16 23 
利用選手数（人） 48 52 34 

 
■トレーニング施設の提供状況 
（１）JISS 
トレーニング施設、宿泊室及び栄養指導食堂は微減したものの、

HPG は利用が増えてきており、総じて引き続き多くのアスリートに

活用された。 
 

      （延べ利用人数等） 
施設名 Ｈ25 Ｈ26 H27 

最先端のトレーニング拠点としての役

割を果たしたほか、パラアスリートの

HPG 利用のための検証を実施するな

ど、パラアスリートの JISS・NTC 利用

に向けた基盤整備を図ることができた。 
女性アスリートへの支援については、

人材育成プログラムの実施により、人材

育成に貢献した。また、保育サポートに

ついては、利用者の要望を踏まえ利便性

の改善を図った。 
 
トレーニング環境の提供については、

JOC と定期的なミーティングを実施す

るなど連携を図り、効果的な支援及び高

度なトレーニング環境を提供したこと

により、JISS においては、国内強化合

宿や通い練習等の場として積極的な利

用が図られた。 
また、NTC においても平成 26 年度か

らは減少しているものの、国内における

選手強化の拠点として、多くの競技団

体、アスリートに活用された。 
NF への情報提供については、オリン

ピック・パラリンピック種目の NF にお

ける、映像・IT 技術サポートを担える

人材育成に貢献した。 
タレント発掘・育成コンソーシアムに

ついては、将来性の豊かなタレント又は

アスリートをMPAまで確実に引き上げ

るための包括的で体系的な育成システ

ムが構築された。 
ジュニア・ターゲットスポーツの育

成・強化については、 NF と育成・強

化事業の進捗についての情報共有を行

う体制が整備された。 
 
以上の取組により、アスリート支援に

ついては、NF 等と連携した、JISS・
NTC の強みを活かした国際競技力向上

に資する支援を推進することができた。 
 
 

ポーツ医・科学、情報分野で

の総合的な支援の中で得られ

た知見やノウハウを、パラリ

ンピック競技に活用するとと

もに、パラリンピック競技固

有の科学的知見の蓄積や情報

収集を行うなど、オリンピッ

ク競技とパラリンピック競技

の更なる相乗効果が得られる

よう、一体的な支援に取り組

まれることを期待する。 
 
（スポーツ医・科学、情報分

野からの支援） 
HPG 及び風洞実験棟は、前

年度を上回る活用がされてい

ることに加え、パラリンピッ

ク競技者の HPG 利用のため

の検証や風洞実験棟における

共同研究も実施している。ま

た NF とのコミュニケーショ

ンに基づく課題に対してJISS
に蓄積された知見によるサポ

ート内容の提案を行うととも

に、講習会を実施するなど、

より効果的なスポーツ医・科

学、情報分野からの支援を行

っており評価することができ

る。 
今後は、パラリンピック競

技への研究成果の活用・応用

をより一層促進し、医・科学

支援等が充実することを期待

する。 
 
（女性アスリートの育成・支

援） 
女性アスリートへの支援に

対しては、保育サポートや人

材育成プログラムの実施に加

えて、電話相談等の取組が着

実に進んでおり、評価できる。 
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ＰＣ及びＮＦ

等と連携し、

効果的にアス

リートの競技

力を強化でき

る環境の提供

を行う。 
 

リハビリテー

ションとハイ

パフォーマン

スジム（以下

「ＨＰＧ」と

いう。）との連

携を推進する

など、ＪＩＳ

Ｓの複数領域

に渡るスタッ

フが研究成果

を活用・応用

し、支援内容

の 充 実 を 図

る。 
・ＨＰＧ、風

洞実験施設等

については積

極 的 に 活 用

し、支援を行

う。 
・女性アスリ

ートへの支援

として、人材

育成プログラ

ム を 実 施 す

る。 
・情報発信に

ついては、ス

ポーツ科学会

議等開催やＮ

Ｆ、競技別強

化拠点、大学、

研究機関など

の関係団体と

の連携や協働

を推進する。 
 
イ 戦略的選手

強化の実施 

２０２０年

東京大会等で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈その他の指標〉 
・スポーツ医・科

学、情報分野か

らの支援の状

況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

専用・共用トレーニング施設（※）

（人） 
25,486 26,840 23,484 

ＨＰＧ（人） 7,169 7,920 9,391 
宿泊室（人） 15,860 16,287 15,858 
栄養指導食堂（食） 67,975 80,198 75,941 

 ※専用・共用トレーニング施設は射撃、アーチェリー実験・練習場、

トレーニング体育館を集計している。（平成 27 年度） 
 ※平成 25 年度まで専用・共用トレーニング施設として集計してい

た屋内テニスコート（レッドクレイ）は、平成 26 年度から NTC
年間専用利用施設としたため、NTC 屋内テニスコートに集計し

ている。 
 
（２）NTC 
国内の選手強化の拠点として積極的に強化合宿等に利用され、毎年

ほぼ同様の水準で稼動している。 
                   （延べ利用人数等） 
施設名 Ｈ25 Ｈ26 H27 

屋内トレーニング施設 （人） 103,594 115,333 103,709 
JISS 内専用トレーニング施設

（※） （人） 
68,018 67,377 64,452 

陸上トレーニング場 （人） 20,273 19,019 21,315 
屋内テニスコート （人） 3,150 4,285 3,947 
宿泊施設 （室） 54,090 54,895 50,758 

 ※競泳プール、シンクロナイズドスイミングプール、新体操、トラ

ンポリン、フェンシングの各専用トレーニング施設 
 
■研究成果の活用・応用の促進状況  
（１）医・科学サポートにおける活用・応用 
 サポート内容の決定に先立ち、NF と JISS の代表者による面談を

行った。面談には、NF 代表者として強化担当者と医・科学スタッフ

を含む数名に出席いただき、JISS 代表として医・科学支援事業部会

長と種目担当者が出席した。これまでに JISS で蓄積された医・科学

研究上の知見に基づいて、競技力向上のための専門的測定・分析及び

専門スタッフによる啓発・研修を実施した。 
 ※Ⅰ－２－（２）「■医・科学支援への取組状況」の（2）参照 
 
（２）2016 年リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック競技

大会に向けた取組 
 リオ大会に向けては、各競技の世界選手権におけるパフォーマンス

分析と世界選手権の事前合宿におけるコンディショニングサポート

を中心に行った。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後は、保育サポートについ

て、女性アスリートを始め指

導者やスタッフなどが、より

利用しやすい環境が整備され

ることを期待する。 
 
（戦略的選手強化の実施） 

2020年東京大会等で活躍が

期待できる次世代アスリート

の発掘・育成・強化の手法や

仕組みを開発し、競技団体や

地方自治体等との連携のもと

で、事業を推進したことは評

価することができる。 
今後は JOC や JPC、日本体育

協会等の関係団体との連携を

一層深めることで、より効果

的な選手強化活動が実施され

ることを期待する。 
 
 
（ トレーニング環境等の提

供） 
トレーニング施設の提供に

ついては、JISS 及び NTC と
もにこれまでと同水準で稼働

しているとともに、強化活動

の現場で活用される技術や情

報の提供、JOC との定期的な

ミーティングの実施等により

効果的なコミュニケーション

が図られていることは評価す

ることができる。 
今後は、JPC との定期的なミ

ーティングの実施に加え、オ

リンピック競技における最先

端の機能の活用、研究成果の

活用・応用等を始め、JOC や
JPC、国立障害者リハビリテ

ーションセンター等の関係機

関とより一層密接に連携する

ことにより、JISS 及び NTC

17 



メダル獲得の

可能性のある

アスリートや

競技種目に対

し、戦略的か

つ効果的な発

掘・育成・強

化システムの

構築を図る。 

・タレント発

掘・育成コン

ソーシアム 

・ジュニア・

ターゲットス

ポ ー ツ の 育

成・強化 

 
 
 
 

② トレーニング

環境等の提供 

最先端機能を

備えたトレーニ

ングとコンディ

ショニングのた

めの環境を計画

的に整備する。 

また、効果的

なトレーニング

施設等の提供を

行うため、ＪＯ

Ｃ、ＪＰＣ及び

ＮＦ等、施設を

利用する団体と

の会議等を開催

し、施設の管

理・運用におけ

る課題等の情報

を共有するとと

もに、利用者ニ

ーズを把握し、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■障がい者スポーツに対する医・科学研究／支援 
（１）医・科学研究／支援の実施 
競技性の高い障がい者スポーツ支援事業を具体化するにあたり、パ

ラアスリートに対し、以下の医・科学支援をトライアルとして実施。 
オリンピック競技への医・科学支援や研究での知見を活用し、パラ

アスリートへの対応を検討、実施。 
①メディカルチェック（2 種別／10 名） 
 パラアスリート用の項目を設定 
②フィットネスチェック（体力測定）（2 種別／26 名） 
 競技に特化した項目を追加 
③講習会、相談会（栄養・心理・トレーニング・IT） 
 （栄養：4 回／心理：4 回／トレーニング：2 回／IT：1 回） 
④フィットネスサポート（2 種別） 
 高地合宿時のコンディショニング、身体組成計測等 

 
（２）共同研究の実施 
 パラリンピック競技に関連する共同研究 4 課題を実施（うち 3 課題

が風洞実験棟を活用した共同研究）。 
 
（３）NTC、JISS の共同利用関係機関とのネットワーク構築 
関係機関との連携強化及び今後の医・科学支援事業の検討を目的と

し、以下の活動を実施。 
①NTC／JISS 利用説明会の開催（1 回） 
②JPC 主催講習会への講師派遣（1 回） 
③関係機関（国立障害者リハビリテーションセンター等）の視察及

び意見交換（4 回） 
 
■女性アスリートへの支援の取組状況 
女性アスリートについては以下の支援を実施。 

（１）保育サポート  
平成 27 年度より、利用者の利便性（託児室の環境整備等）及び受

益者負担の観点からサービス事業として有料化し、引き続き子育て中

のアスリートに加え、コーチ・指導者にも利用範囲を広げ取り組んだ。 
子どもから目を離さずに哺乳瓶の洗浄ができるよう室内シンクを

設置し、耐久性があり汚れに強い和紙畳を導入する等、託児室の環境

充実化を図った。 
 
 
年度 Ｈ25 Ｈ26 H27 

利用日数（日） 25 140 133 
利用人数※（人） 30 175 168 
※利用人数は、預った子どもの延べ人数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

のオリンピック競技とパラリ

ンピック競技の共同利用が促

進されることを期待する。 
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より効果的・効

率的にトレーニ

ングに集中でき

る環境を提供す

る。また、パラ

リンピックアス

リートの利用に

ついては、各所

の施設改修や練

習器具の配備等

を行い利便性の

向上を図る。さ

らに、乳幼児を

抱える女性アス

リート等がトレ

ーニングに集中

できるよう託児

室を設置する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（２）人材育成プログラム  
JISS 内各分野の業務を広く経験することにより、女性アスリートが

スポーツ界で活躍しやすい育成プログラムを 6 名（1 名育児休暇取得

中）に実施。 
 
■NF への情報提供  
（１）DiTs（映像技術講習会）ワークショップ／セミナーの開催 

参加者 ワークショップ 21 名 
    セミナー 39 名 
概 要 競技現場において映像サポートを担うために必要な情

報を提供 
（２）JEATEC 2016（JISS が主催する先端情報技術展示会）の実施 

参加者 128 名（NF 関係者等） 
概 要 IT 関連の技術情報を提供 

 
■戦略的選手強化の実施 
（１）タレント発掘・育成コンソーシアム 
以下の取組により、将来性を有するアスリートを効果的に発掘・育

成し、メダルポテンシャルアスリート（MPA）へと確実に育成・強

化するための体制の整備やプログラム開発を行った。 
・地域タレント発掘・育成コンソーシアムを東北と九州で形成し、

広域ブロックにおけるモデルプログラム開発を推進。 
・ナショナルタレント発掘・育成（NTID）種目最適化プログラム

における新たな取組みとして、体育系大学等を活用。 
・NTID 合同トライアルを東京会場の他、東北及び九州でも実施し、

フィットネスレベルの高い人材と NF の出会いの場を創出。 
・委託事業における不適切な経理処理の再発防止策として、全委託

先について経理処理状況等の実地調査を複数回実施。 
 

（２）ジュニア・ターゲットスポーツの育成・強化 
以下の取組により、将来メダル獲得の可能性がある競技種目（ター

ゲット種目）を対象に、「戦略プラン」に基づくスポーツ情報・医・

科学を活用した集中的な育成・強化とモニタリング及び検証・評価を

実施し、メダル獲得の潜在力を有する競技者の育成と新たなメダル獲

得競技種目の育成・開発を行った。 
・客観的なエビデンスに基づく分析を行い、既存 6 競技に加え、新

たにターゲットスポーツ 3 競技を選定し、育成・強化事業を委託。 
・ロジャー・ジャクソン氏（カナダ「Own The Podium 2010」初

代 CEO）をハイパフォーマンス・アドバイザーに配置し、NF
を対象とした「ジュニア・ターゲットスポーツ戦略会議」にて講

演を実施。 
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・効果的なトレー

ニング環境等

の提供状況 
 
 
〈評価の視点〉 
総合的支援に係

る取組が、我が国

の国際競技力向

上に資するもの

となっているか。 

・ターゲット種目における PDCA サイクル促進を図るため、委託

した育成・強化事業に対する検証・評価、改善に関する会議を実

施。 
・委託事業における不適切な経理処理の再発防止策として、全委託

先について経理処理状況等の実地調査を複数回実施。 
 
■トレーニング環境の整備に係る関係団体との連携 

JOC と定期的なミーティングを実施（原則月 1 回、年１２回実施）

し、トレーニング環境の整備における課題等の情報を共有。 
あわせて NF の意見の把握に努め、効果的にトレーニング施設を提

供。 ※各トレーニング施設の稼働状況は上記参照 

 （３）アスリート

が国際競技大

会等において

良好なコンデ

ィションで競

技を行えるよ

う、スポーツ外

傷・障害及び疾

病に対し、専門

スタッフによ

り、診療・アス

レティックリ

ハビリテーシ

ョン等を実施

する。 
 

（３）スポーツ診

療・リハビリテ

ーション 

アスリートが

オリンピック競

技大会やパラリ

ンピック競技大

会をはじめとす

る国際競技大会

において、良好

なコンディショ

ンで競技を行え

るよう、スポー

ツ外傷・障害、

疾病に対する診

療・アスレティ

ックリハビリテ

ーション、心理

カウンセリング

の実施及び障害

等の予防法に関

する啓発等を行

う。 

 

（３）スポーツ診

療・リハビリテー

ション 

・アスリートが

良好なコンディ

ションで競技を

行えるよう、ス

ポーツ外傷・障

害、疾病に対す

る診療・アスレ

ティックリハビ

リテーション、

心理カウンセリ

ング、栄養相談

の実施及び障害

等の予防法に関

する啓発等を行

う。 

特に、アスレ

ティックリハビ

リテーションに

ついては、宿泊

施設、トレーニ

ング施設、ＨＰ

〈主な定量的指

標〉 
・診療日数等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・利用者人数 
 
 
 
 
 
〈その他の指標〉 
・スポーツ診療･

アスレティッ

クリハビリテ

ーション等の

実施状況 

■診療・アスレティックリハビリテーション等の実施状況  
（１）JISS 内での診療・アスレティックリハビリテーション 
トップアスリートを対象として、内科、整形外科等の診療室及びア

スレティックリハビリテーションを開設。パラアスリートの診療やリ

ハビリテーションの体制づくりを、日本障がい者スポーツ協会の医学

委員との情報交換も行いながら進め、実際に診療・リハビリテーショ

ンを開始した。また、東京医科歯科大学や東芝病院の連携病院を中心

に診療情報の提供及び患者の受入等で連携した。さらにリオ大会に向

けたマルチサポートハウス（MSH）のメディカル部門の準備として、

会議への出席や医療機器等の準備、現地への視察等を行った。なお、

平成 26 年度までは休日（土日、祝日）の午後は看護師 1 名で救急対

応の体制をとっていたが、受診者が少なく平成 27 年度からは中止し

た。 

 
 
区分 H25 H26 H27 

診療日数（日） 358 357 242 

延べ診療件数（件） 16,064 15,973 
15,700

(235) 

 
 

内科、整形外科等（件） 7,449 7,325 
8,164 

(74) 
延べアスレティックリハビリ

テーション件数（件） 
8,501 8,384 

7,367
（161） 

心理カウンセリング件数（件） 114 165 169 

【スポーツ診療・リハビリテーション】 
診療（クリニック）及びアスレティッ

クリハビリテーションについては例年

と同水準の利用件数を確保し、トップア

スリート（パラアスリートを含む。）の

良好なコンディションに貢献できた。ま

た、病院と連携することで診療体制の充

実を図ることができた。 
 
 
また、国際競技大会におけるメディカ

ルサポートのほか、JISS－NF ドクター

協議会等、多方面にわたり連携を強化す

ることにより、スポーツ外傷・障害の予

防やコンディショニングについて質の

高いアドバイスを実施することができ

た。 
更に女性アスリートに対する電話相

談の実施や、女性スポーツメディカルネ

ットワークの構築により、女性アスリー

トに対するサポートの充実を図った。 
 
以上の取組により、アスリートにより

質の高いサービスを提供することがで

○スポーツ診療・リハビリテ

ーション 
中期計画どおり、スポーツ

外傷・障害、疾病に対する診

療・アスレティックリハビリ

テーション、心理カウンセリ

ングの実施及び障害等の予防

法に関する啓発等を行うとと

もに、パラリンピック競技者

の診療やリハビリテーション

の体制を整え実施した。また、

診療日数が減少した中で例年

と同水準の診療件数を維持し

ており評価することができ

る。 
今後も、トップレベル競技

者が良好なコンディションで

競技を行えるよう、質の高い

スポーツ診療・リハビリテー

ションが実施されることを期

待する。 
さらに、パラリンピック競

技者の特性を踏まえた上で、

これまでの知見やノウハウを
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Ｇ、栄養指導な

どＪＩＳＳの資

源を最大限に活

用したサービス

を提供する。 

また、メディ

カルセンターの

効率的かつ効果

的な事業推進を

図るために設置

した外部有識者

によるアドバイ

ザリーボードの

アドバイスを受

け、トップアス

リートのさらな

る受診者増を図

るための施策を

講じる。 

 

・メディカルネ

ットワークにつ

いては、ＪＯＣ

の医学サポート

部会やＪＰＣの

強化委員会、Ｎ

Ｆの強化スタッ

フと連携し、合

宿等の練習現場

や競技会を訪問

し、スポーツ外

傷・障害の予防

及びコンディシ

ョニング等のア

ドバイスを行う

とともに、ドク

ター協議会を開

催し各種メディ

カル情報を共有

するとともにネ

ットワーク構築

の強化を図る。 

 
 
〈評価の視点〉 
アスリートが国

際競技大会等に

おいて良好なコ

ンディショニン

グを保つために

貢献しているか。 

 
 
 
 
 
 
 
 

※（ ）内はパラアスリート受診件数 
 
（２）JISS 施設を活用したアスレティックリハビリテーションの実

施 
JISS 施設（HPG 及び宿泊施設）を活用したアスレティックリハビ

リテーションを実施。 
区分 H25 H26 H27 

アスレティックリハビリ

テーション利用者の宿泊

延べ利用者数（人） 
1,947 1,909 1,937 

アスレティックリハビリ

テ ー シ ョ ン 利 用 者 の

HPG 延べ利用者数（人） 
778 798 539 

 
（３）効率的かつ効果的な業務推進を図るための施策 
 アドバイザリー・ボード（外部有識者 4 名）では、現状報告を受け、

来年度以降に向けても引き続き効率的かつ効果的な事業推進を図る

ために検討していくこととした。 
 
（４）メディカルネットワーク 

JOC関連の国際総合競技大会である第 28回ユニバーシアード競技

大会（光州/韓国）に本部ドクターとして 2 名、また夏季競技 6 種目

10 大会（レスリング 3 回、体操、水泳、女子サッカー2 回、フェン

シング 2 回、ウエイトリフティング）で計 10 か所（海外 8 か所、国

内 2 か所）に延べ 10 名を派遣した。 
 NF のメディカルスタッフとの連携を高めるための会合として、平

成 27 年度 JISS-NF ドクター協議会、IF（国際競技連盟）スポーツ

医学委員協議会（2 回）をそれぞれ開催した。 
また IOC（国際オリンピック委員会） Advanced Team Physician 

Course（カタール）、IOC sport&active society Meeting、FIFA（国

際サッカー連盟）Medical of Excellence Meeting、FIFA Medical 
Committee（2 回）、FIFA Women's World Cup 2015-Football Turf 
Debrief Meeting、アジアサッカー連盟 Medical Conference および

IWF（世界ウエイトリフティング連盟）Medical Committee にそれ

ぞれドクターを派遣し、情報収集を行うとともに各国医師との交流を

図った。さらにリオ大会に向けて Rio2016 Medical Service Open 
Day およびリオ大会事前視察にドクターを派遣し情報収集を行った。 
 
（５）女性アスリート電話相談窓口 
 女性特有の課題等、女性アスリートが抱える悩みについてサポート

するため、電話相談窓口にて相談を実施。外来及びメディカルチェッ

クでの周知により、相談件数が増加した。 
 

き、アスリートの早期の競技復帰及びパ

フォーマンスの維持･向上に貢献した。 
 

活用・応用できるよう、国立

障害者リハビリテーションセ

ンター等の関係機関と連携

し、パラリンピック競技者が

より利用しやすいスポーツ診

療・リハビリテーション体制

が整備されることを期待す

る。 
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・女性アスリー

トが抱える女

性特有の課題

や悩みに対応

する電話相談

窓口の利用促

進及び日本国

内の女性スポ

ーツメディカ

ルスタッフ（ド

クター・トレー

ナー）間のネッ

トワークの構

築・強化を図

り、女性アスリ

ートに対する

サポートの充

実を図る。 

 
 

年度 Ｈ25 Ｈ26 H27 

相談件数※（件） 40 100 124 
 ※相談件数は、延べ件数 

 
（６）女性スポーツメディカルネットワークの構築  
女性スポーツメディカルネットワーク会議を開催し、女性医師、女

性トレーナーとの情報共有及び意見交換を実施。 
開催日：平成 27 年 11 月 7 日 
出席者：延べ 56 名 

 
 

 （４）事業の実施

に当たっては、

外部有識者で

構成する評価

委員会による

外部評価を実

施するととも

に、評価結果や

意見等を各年

度の事業に反

映させるなど、

効果的・効率的

に事業を実施

する。 
 

（４）外部有識者

による評価の実

施 

外部有識者で

構成する評価体

制を整備し、事

業実施の事前及

び事後に外部評

価を実施すると

ともに、評価結

果や意見等を各

年度の事業に反

映させるなど、

効果的・効率的

に事業を実施す

る。 

 

（４）外部有識者に

よる評価の実施 

外部有識者で構

成するＪＩＳＳ業

績評価委員会（以

下「業績評価委員

会」という。）にお

いて、国際競技力

向上のための研

究・支援業務実施

の事前及び事後に

外部評価を実施す

るとともに、評価

結果や意見等を次

年度の事業に反映

させるなど、効果

的・効率的に事業

を実施する。 

 

〈その他の指標〉 
・評価結果 
 
 
 
・外部有識者で構

成する評価体

制、及び結果の

反映状況 
 
 
〈評価の視点〉 
外部評価を踏ま

え、効率的・効果

的な事業を実施

しているか。 

 
 
 
 
 
 

 （平成 27 年度事業事後評価） 
■外部評価の実施状況  

7 名の外部有識者（大学教授等）を委員とする JISS 業績評価委員

会を開催。事前評価については事業計画に対するコメントをいただ

き、各事業の実施に反映。また事後評価については『独立行政法人の

評価に関する指針』（平成 26 年 9 月 2 日総務大臣決定）の評定区分

を参考に 5 段階の評価（S,A,B,C,D）を受けた。 
  評価結果：1．スポーツ医・科学研究事業：「Ｂ」 

2．スポーツ医・科学支援事業：「Ｂ」 
3．スポーツ診療事業：「Ｂ」 

 
（１） 平成 27 年度事業事前評価  
  開催日：平成 27 年 4 月 16 日 
  審査員数：7 名 
  概要：外部有識者委員による事業計画に対する意見・コメントを

集約 
  主な意見は以下の通り。 

・枠組を変えたことで、それぞれの研究の目的等がより分かりや

すくなった。競技団体ともなるべく連携し、JISS のできるこ

と、やるべきこと、競技団体でやるべきことのすみ分けが必要

である。 
・研究と支援事業が連携性を高め、次年度のリオ大会から 2020

【外部有識者による評価】 
平成 26 年度に実施された平成 27 年

度事業事前評価において、「研究と支援

の連携性」や「パラアスリート対応の課

題解決に向けた取組」等の意見に対し、

平成 27 年度事業事後評価では、「所期の

目標を達成できており、更なる連携強化

や体制強化を期待する」との評価を受け

たほか、研究事業についても概ね順調に

進められているとのことから、全事業に

おいて「B」評価を得た。 
外部評価における意見については、事

業部会を通じて当該研究員に周知する

ことで、研究・支援・診療事業の改善に

つなげることができた。 
 

○外部有識者による評価の実

施 
中期計画どおり、外部有識者

で構成される評価体制を整備

し、外部評価を実施するとと

もに、その結果を研究・支援・

診療業務に反映させており評

価できる。 
今後も、外部評価による指摘

等を反映し、継続的な業務改

善に努めることを期待する。 
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東京大会への発展が期待される。 
・パラアスリートにも対応できる診療システムになることは素晴

らしいが、課題も出てくることが予想されるので、それらを抽

出し、解決に向けた取組に期待する。 
 
（２） 平成 27 年度事業事後評価 
  開催日：平成 28 年 4 月 12 日 
  審査員数：7 名 
  概要：JISS の業務実績に関する、外部有識者委員の評価。 

結果は上記の通り。 
  主な意見は以下の通り。 

・研究事業については、概ね順調に進められていると判断される。

今後、より選手支援に結びつく研究、トップアスリートを対象

とした JISS ならではの研究成果を期待する。 
・支援事業については、所期の目標を達成できている。今後、さ

らに内部の研究との連携、NF との連携・協力を期待する。 
・診療事業については、所期の目標を達成できている。パラアス

リートや女性アスリートへの診療支援の更なる体制の強化・充

実を図る必要がある。 
 
■評価結果の反映状況 
意見等については JISS 内に設置する事業部会等を通じて当該担当

研究員等に周知し、研究・支援・診療業務へ反映。 
 ・NF 強化担当者と JISS 医・科学支援部会長及びハイパフォーマ

ンス戦略部による面談（NF コミュニケーション）を設け、NF
の強化に関する課題と医・科学支援のあり方について議論を行っ

た。 
 ・パラアスリートに対するスポーツ診療やメディカルチェックにつ

いては、国立障害者リハビリテーションセンター及び日本障がい

者スポーツ協会医学委員と連携して受け入れ体制を整備し実施

した。 
 （５）関係行政機

関等からの受

託事業につい

て、当該事業目

的の達成に資

するよう、セン

ターの持つ専

門的能力を活

用し実施する。 
 

（５）関係行政機

関等からの受託

事業 

関係行政機関

等からの受託事

業について、当

該事業目的の達

成 に 資 す る よ

う、センターの

持つ専門的能力

を活用し実施す

（５）関係行政機関

等からの受託事業 

関係行政機関等

からの受託事業に

ついて、当該事業

目的の達成に資す

るよう、センター

の持つ専門的能力

を活用し実施す

る。また、再委託

事業の実施にあた

〈主な定量的指

標〉 
・受託件数 
・実績額 
 
 
 
 
 
 
 

■受託事業の概況  
受託件数 8 件、実績額 1,582,713 千円 

受託事業 委託者 
実績額 
（千円） 

マルチサポート戦略事業〈オリンピック競

技〉 
 
 

スポー

ツ庁 

1,071,688 

マルチサポート戦略事業（パラリンピック

競技） 
292,450 

女性アスリート育成・支援プロジェクト  
ア）女性アスリートの戦略的強化に向けた

調査研究 
53,064 

【関係行政機関等からの受託事業】 
関係行政機関等からの受託事業につ

いて、センターが有する JISS 及び NTC
施設、JISS におけるスポーツ医・科学・

情報の研究成果及び研究員・メディカル

スタッフをはじめとした人的資源の効

果的な活用により、その目的を着実に達

成した。 

（受託事業の実施状況） 
○関係行政機関等からの受託

事業 
中期計画どおり、国からの

各受託事業について、センタ

ーの持つ専門的知見やノウハ

ウを効果的・効率的に活用し

ており評価することができ

る。各委託事業について、セ

ンターの持つ専門性を活か

し、JISS 及び NTC 施設、
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る。 っては、経理処理

にかかる統制管理

を徹底するなど、

適正な執行に努め

る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈その他の指標〉 
・受託事業におけ

る、センターの

専門的能力の

活用状況。 
 
 
〈評価の視点〉 
センターの持つ

専門的能力を活

用し、各受託事業

の目的を達成し

ているか。 

イ）女性競技種目戦略的強化プログラム 107,148 
ウ）女性特有の課題に対応した支援プログ

ラム 
32,406 

コーチング・イノベーション推進事業 2,224 
ナショナルトレーニングセンター競技別強

化拠点施設活用事業（ボート） 
13,930 

トップアスリートの強化・研究活動拠点の

在り方に関する調査研究 
9,803 

 
（１）マルチサポート戦略事業（オリンピック競技） 
以下の取組により、サポートの充実を図った。 
・ターゲット競技種別にスポーツ医・科学・情報分野等のフルタイ

ムスタッフを配置し、高品質なサポートを継続的・安定的に提供。 
・ハイパフォーマンスに精通した国外の有識者を「強化戦略アドバ

イザー」として配置し、本事業に関するディスカッションを実施

し、フィードバックを受けた。 
・JISS が有する研究成果やノウハウ、施設・機能の活用。 

 ・2016 年リオオリンピック競技大会に向けた準備として、MSH の

設置施設との交渉、各種業務委託先との契約を行うとともに、本

事業の諸活動の支援を目的として設置したリオ拠点を運営。 

・平昌オリンピックの MSH 設置に向けた準備として、設置施設を

決定。 

・本事業スタッフに対する教育研修プログラムを企画・開発し、定

期的に実施。 

 ・事業を総合的に分析・評価するため、モニタリングスタッフによ

る NF 及びサポートスタッフに対するモニタリングを実施。 
 
（２）マルチサポート戦略事業（パラリンピック競技） 
以下の取組により、サポートの充実を図った。 
・ターゲット競技種目に対するスポーツ医・科学・情報分野等の種

目横断スタッフを配置し、パラリンピック競技特性に応じたサポ

ートを実施。 
・ハイパフォーマンスに精通した国外の有識者を「強化戦略アドバ

イザー」として配置し、本事業に関するディスカッションを実施

し、フィードバックを受けた。 
・パラリンピックで初となる、2016 年リオパラリンピック競技大

会での MSH 設置に向けた準備として、設置施設及び各種業務委

託先と契約を締結。 

・平昌パラリンピックの MSH 設置に向けた準備として、設置施設

との契約を締結。 

・本事業スタッフに対する教育研修プログラムを企画・開発し、定

期的に実施。 

JISS におけるスポーツ医・科

学、情報の研究成果及び研究

員・メディカルスタッフを始

めとした人的資源を効果的に

活用している。 
また、コーチング・イノベ

ーション推進事業について

は、（公財）日本体育協会作成

のコーチ育成のための「モデ

ル・コア・カリキュラム」へ

国際基準の指標を取り入れる

など、カリキュラムの精度を

高める役割を果たしたことは

評価できる。 
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（３）女性アスリート育成・支援プロジェクト 
①女性アスリートの戦略的強化に向けた調査研究 
平成 27 年度は、これまでの調査研究をまとめ、その成果につい

て学術誌への投稿や、報告書及びリーフレットを作成し、関係団体

等に配布を行った。（配付団体数 350 団体、配布部数 900 部） 
（ア）調査期間 3 年間（平成 25 年度～平成 27 年度）  
（イ）テーマ  
・女性トップアスリートの試合時のコンディショニングに関す

る研究～ドーピング検査によるコンディショニング悪化の

防止～ 
・無月経時に変動する物質が、身体へ与える影響についての研

究 
・LEP 製剤服用に伴う女性アスリートのコンディション及び

パフォーマンスへの影響 
・女性アスリートの骨盤輪不安定性の評価法並びに対処法の確

立に向けて 
・実態に即した女性アスリート支援のための調査研究 

 
②女性競技種目戦略的強化プログラム 
モデル種目として選定した 3 競技（飛込、スケルトン、ハンドボ

ール）を対象に以下のとおり展開。事業対象のアスリートがリオオ

リンピックの出場権獲得（飛込）、ユースオリンピック競技大会へ

の出場（スケルトン）を果たした。 
・女性競技種目強化のためのモデルプログラムを企画・開発し、

プログラムの実施を通じて、女性競技種目において強化プログ

ラムを展開する際の共通課題等について検討。 
・女性アスリートの継続的な育成・強化のための情報提供・共有

を目的としたカンファレスを開催。 
・本事業について広く周知するため、事業紹介ページを開設し、

定期的に情報発信を実施。 
 
③女性アスリートの育成・支援プロジェクト「女性特有の課題に対

応した支援プログラム」  
・平成 25 年度に構築した「LiLi 女性アスリートサポートシステ

ム」を活用し、選手の月経周期による体の変化等を記録し、メ

ディカルスタッフから適宜アドバイス等を実施。 
・平成 25 年度に作成した「成長期女性アスリート 指導者のた

めのハンドブック」を活用し、『女性ジュニアアスリート指導

者講習会』を開催（2 回）。参加人数 6/13 107 名、2/2 87
名 

・『女性ジュニアアスリート及び保護者のための講習会』を実施
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（中学生対象 1 回（9/26）、高校生対象 1 回（10/17））。参加人

数 9/26 親子 3 組 6 名、スタッフ 2 名 合計 8 名、10/17 親

子 10 組 20 名、スタッフ 6 名 合計 26 名 
・産後期のトレーニングについて、女性アスリート等に対しサポ

ートや事例調査を実施し、事例を蓄積。 
・JISS で実施したモデルプログラムを周知するため、「女性特有

の課題に対応した支援プログラム実施マニュアル」を作成し、

JOC、NF、JPC、日本体育協会、都道府県体育協会、都道府

県教育委員会、地域スポーツ医・科学センター、体育系大学に

配布。（配布団体数 257 団体、配布部数 1,285 部） 
 
（４）コーチング・イノベーション推進事業（コーチ育成のための「モ

デル・コア・カリキュラム」の作成（国際基準を踏まえた国内コー

チ育成システムに関する評価指標の作成）） 
以下の取組により、スポーツ・コーチングの国際的な動向を把握

し、国内のコーチ育成関係者や関係団体に対して情報を提供すると

ともに、コーチ育成システムの評価指標を作成し、その効果的な活

用方策を検討。 
・国際コーチング・エクセレンス評議会（ICCE）が主催した国際

会議「グローバル・コーチ・カンファレンス」への参加。 

・ICCE 関係者を招へいし、評価指標作成のための集中分析会議を

開催。 
・諸外国のコーチ育成関係団体の関係者に対するインタビュー調査

及び国内のコーチ育成団体や複数の競技団体を対象としたアン

ケート調査を実施。 

・国内関係団体（JASA、JOC、JPSA）との連携会議を開催。 
 
（５）ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設活用事業 

・ナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点施設に指定され

ている国立戸田艇庫では、専任スタッフの下、トレーニング機器

や測定・分析機器を活用しながら、選手強化のための拠点として

支援活動を実施。 
 
（６）トップアスリートの強化・研究活動拠点の在り方に関する調査

研究 
以下の方法により、我が国の強化・研究活動拠点の在り方に関す

る調査研究を実施。 
・JSC の有するスポーツ政策情報データベースや競技リザルトデー

タベース、公刊資料、関連調査研究の結果等の取りまとめの実施。 
・国内の NTC 競技別強化拠点を対象としたアンケート調査の実

施。（27 カ所） 
・諸外国の強化・研究活動拠点を対象としたインタビュー調査の実
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４．その他参考情報  
 

 

施。（6 カ国 28 拠点） 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３－（A） スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保 

業務に関連する政策・施

策 
・政策目標 11 スポーツの振興 
  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 
  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 
「スポーツ基本計画」に定める幅広いスポーツ施策の推進に当たっ

て、貴重な財源として有効活用することが期待されており、さらに、

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催等に向け

た要請が加わり、重要度が高い。 
また、縮小傾向にあるくじ市場において、競争力を高めながら、限

られた予算で効果的・効率的な販売促進等を行い、着実に目標の売

上及び収益を確保する必要があり、難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達 成 目

標 
基準値 
（前中期目標期

間 最 終 年 度 値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

スポーツ振興基

金収入（千円） 
－ 781,424 

 
821,197 

 
668,145 

 
603,101    予算額（千円） 21,178,343 19,700,264 26,583,287   

スポーツ振興く

じ売上（千円） 
－ 86,106,088 

 
108,055,837 

 
110,797,113 

 
108,419,136    決算額（千円） 19,020,994 20,057,184 25,088,010   

         経常費用（千円） 104,309,417 107,139,938 112,351,493   
         経常利益（千円） 5,978,199 5,711,476 4,177,582   
         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － －   

         従事人員数（人） 51.3 54.8 58.7   
※ 従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第 1 位まで）を記載。 
※ 予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ３ スポーツ振

興のための助成 

 スポーツ振興

基金、スポーツ振

興投票及び競技

３ スポーツ振興

のための助成に関

する事項 

 スポーツ振興基

金、スポーツ振興投

３ スポーツ振興

のための助成に関

する事項 

 スポーツ振興基

金及び競技力向上

<主な定量的指標> 

・スポーツ振興基

金の助成財源 

 

 

【スポーツ振興基金】 

■スポーツ振興基金助成財源：603,101 千円 

（１）スポーツ振興基金収入 

 

区分 Ｈ25 Ｈ26 H27 

<評定と根拠> 

評定：Ｂ 

 スポーツ振興基金につ

いては、適切な運用及び寄

附受入れの継続的な取組

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
スポーツ振興基金については、運用収入が

減少傾向にあるが、市場金利の低下によるも

のであり、やむを得ないものと認められる。 
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力向上事業等に

よる助成の実施

に当たっては、制

度創設の趣旨及

びスポーツ基本

計画等の国の施

策を踏まえ、安定

的・計画的 な助

成に配慮しつつ、

効果的な助成を

行う。 

（Ａ）助成財源の

確保 

（１）スポーツ振

興基金につい

ては、スポーツ

の振興に果た

す役割をより

効果的なもの

にするため、適

正な運用に留

意しつつ、基金

を有効に活用

するための方

策を検討する。

また、民間から

の寄附金を募

る等により基

金の増額に努

める。 

  スポーツ振

興くじの販売

に当たっては、

売上向上及び

経費節減に努

め、より多くの

助成財源を確

保する。 

（２）スポーツ振

興基金、スポー

ツ振興投票及

票及び競技力向上

事業等による助成

の実施に当たって

は、制度創設の趣旨

及びスポーツ基本

計画等の国の施策

を踏まえ、安定的・

計画的な助成に配

慮しつつ、効果的な

助成を行う。 

（Ａ）スポーツ振興

助成のための安

定的な財源の確

保 

（１）より多くの助

成財源の確保 

① スポーツ振興

基金 

  基金のスポー

ツの振興に果た

す役割をより効

果的なものにす

るため、外部の専

門家の意見等を

十分に踏まえら

れるよう運用体

制を整備し、運用

基準等に留意し

つつ、基金を有効

に活用するため

の方策を検討す

る。また、民間か

らの寄附金など

により基金の増

額に努める。 

② スポーツ振興

投票 

  助成財源の安

定的な確保のた

め、次をはじめと

した取組により、

事業等による助成

の実施に当たって

は、制度創設の趣旨

及び「スポーツ基本

計画」等の国の施策

を踏まえ、安定的・

計画的な助成に配

慮しつつ、事業の効

果的・効率的な実施

を図る。 
（Ａ）スポーツ振興

助成のための安

定的な財源の確

保 

（１）より多くの助

成財源の確保 

  スポーツ振興

基金がスポーツ

の振興に果たす

役割をより効果

的なものにする

ため、外部の専門

家の意見等を十

分に踏まえられ

るよう運用体制

を整備し、運用基

準等に留意しつ

つ、基金を有効に

活用するための

方策を検討する。

また、民間からの

寄附金などによ

り基金の増額を

図るため、寄附金

付自動販売機の

設置等の拡充策

を検討する。 
（２）助成制度の趣

旨の普及・浸透 

  助成を受けた

スポーツ団体等

 

 

 

 

 

 

 

 

・寄付金付自動販

売機の設置台

数、寄付金額 

 

 

 

・寄付件数、金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スポーツ振興基

金の額 

 

 

 

 

 

<その他指標> 

・制度趣旨の普

及・浸透（助成

事業であること

の明示等） 

 

 

 

運用収入（千円） 798,591 647,403  583,765 
寄附金収入（千円） 22,606 20,742 19,336 

合計（千円） 821,197 668,145 603,101 
※市場金利の低下等により運用益が減少した。 

※寄附金収入：寄附金付き自動販売機として設置した自動販売機の

売上の一部を寄附金として受領し、基金の原資ではなく助成金に

直接充当。 

 

（２）寄附金付き自動販売機の設置状況：平成 27年度は新たに 72

台を設置 

区分 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

設置台数（台） 159 195 252 
寄附金額（千円） 22,606 20,742 19,336 

 

（３）寄附金の受入状況：平成 27 年度は 1,479 千円を基金原資へ

組入 

区分 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

件数 

（件） 

法人 7 5 8 
個人 18 22 67 
合計 25 27 75 

寄附金額 

（千円） 

法人 1,093 10,030 404 
個人 242 1,709 1,075 
合計 1,355 11,739 1,479 

※個人からの寄附は、Club toto 会員のポイントプログラムを

通じた個人からの寄附の入の減による減。 

 

■スポーツ振興基金（原資）の状況 

（１）スポーツ振興基金資産残高：28,229,875 千円 

区分 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

前年度末資産残高（千円） 29,465,321 29,466,656 29,478,396 
寄附額（千円） 1,335 11,739 1,479 

資産残高（千円） 29,466,656 29,478,396 28,229,875 
  ※平成 27年度末、国庫返納額 1,250,000 千円 

 

■助成制度の普及 

（１）助成団体の協力による広報活動 

 ①ロゴマーク等の表示の徹底 

  助成事業者が公表すべき情報について、交付要綱等の規定に基

づき、募集の手引きで明確に記載し周知。（スポーツ団体が約 150

件の事業を実施） 

 ②大会等での広報活動の実施 

  トップリーグの試合会場へのバナー設置等、助成団体等と協調

により、603,101 千円の助

成財源を確保することが

できた。 

 スポーツ振興くじによ

る助成を受けてクラブハ

ウスやグラウンドの整備

等を行う団体に対し、寄附

金付き自動販売機設置の

案内を行い、設置台数の増

加に努めた。 

 郵便振替、インターネッ

ト銀行及び Club toto 会

員のポイントプログラム

を通じた個人からの寄附

並びに民間企業からの寄

附を継続的に募集した。 

 より多くの寄附につな

げるため、スポーツ振興基

金助成事業の概要、助成団

体等をホームページに掲

載することにより、スポー

ツ振興基金への理解を促

進した。 

 スポーツ振興基金のシ

ンボルマークの表示や、助

成活動の実施状況等、助成

事業者が公表すべき情報

について、交付要綱等の規

定に基づき、募集の手引き

で明確に記載し周知を行

うことで、ロゴマーク等の

表示の徹底を図った。 

 スポーツ振興投票につ

いては、販売促進による売

上向上、効率化による業務

経費の適正化、制度の趣旨

の普及・浸透、公正な販売

の確保に取り組んだ。 

 売上は約1,084億円を達

成するとともに、収益は当

初の目標額（291 億円）を

また、資金運用について、日常的に金融機

関との意見交換や情報収集を実施している

他、寄付金付き自動販売機の設置台数の増加

など、基金財源の増加に適切に取り組んでい

ることが認められる。 
スポーツ振興投票については、販売店舗数

の増加や提携サイトの増加により、顧客の購

入機会の増加に取り組んでいるとともに、

BIG の当せん金高額化販売の実施、海外サ

ッカーを対象としたくじの販売を行うこと

による売上げ向上策に取り組んでおり、平成

２７年度においては、過去２番目となる

1,084 億円の売上げを確保したことは評価

できる。 
以上のことから、中期計画どおり、スポー

ツ振興のための安定的な財源の確保、及び制

度の趣旨の普及・浸透及び公正性の確保に適

切に取り組んでいることが認められるため、

「Ｂ」評定とする。 
 
＜今後の課題＞ 
今後も引き続き、新たな商品開発や効率

的・効果的な広報戦略に基づく取組みによ

り、売上げの維持・向上に努めるとともに、

スポーツ振興くじの収益が、我が国のスポー

ツ振興に役立てられていることの制度広報

についても、助成団体等の協力を得ながら、

より一層の普及・浸透に努めることを期待す

る。 
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び競技力向上

事業等の制度

が国民に理解

され、制度が広

く社会に浸透

するよう工夫

を行う。 

  スポーツ振

興くじの販売

に当たっては、

青少年の健全

育成に配慮す

る観点から、適

切な販売が行

われるよう、定

期的な調査・販

売員の研修等

を行う。また、

特に国際大会

等の試合を対

象としたくじ

の販売に当た

っては、試合の

指定や結果の

確認等を適切

に行う。 

 

 
 

売上の維持・拡大

及び業務経費の

更なる適正化に

努める。 

 ア 特約店販売

について、一定

規模の売上実

績がある業種

等の店舗数の

拡充などを図

る。コンビニエ

ンスストア販

売について、販

売・払戻を実施

していること

のさらなる認

知の促進など

を図る。インタ

ーネット販売

について、モバ

イル販売の充

実などを図る。 

 イ 広告宣伝の

効果の検証に

ついて第三者

によるものを

含めて適確に

行い、その効率

性・有効性を高

める。 

 ウ 当せん金の

最高限度額の

引き上げ、国際

大会等の試合

への対象拡大

など、現行商品

の改良、新商品

の開発等を検

討・実施する。 

 エ 「業務効率化

ワーキンググ

に対し、当該事業

がスポーツ振興

基金又は競技力

向上事業等によ

る助成金の交付

を受けて行われ

たものであるこ

とを、各団体のホ

ームページ、看板

等に明示するこ

とを求めるとと

もに、制度の趣旨

が、国民に容易に

理解され、広く社

会に普及・浸透す

るよう努める。 
 
平成２７年度事業

年度事業計画 

（スポーツ振興投

票等業務） 

売上金として１,

０９０億円、平成２

８年度以降の助成

財源として１９４

億円を確保するこ

とを目標とし、本年

度は、次の事項に重

点的に取り組む。 

（１）スポーツ振興

投票の適正な実

施 

①スポーツ振興

投票の実施回数

等 

Ｊリーグ又は

指定組織（スポー

ツ振興投票の実

施等に関する法

律第５条の２）主

催の試合からス

 

 

 

・外部の専門家の

意見等を踏まえ

られるよう運用

体制の整備 

 

 

 

・スポーツ振興基

金を有効に活用

するための方策

の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<主な定量的指標> 

・スポーツ振興く

じの助成財源 

・スポーツ振興く

じの収益額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スポーツ振興く

した広報活動を実施した。 

 

■スポーツ振興基金運用体制の整備状況 

 運用に関しては、日常的に、金融機関との意見交換や情報収集を

実施。 

 なお、専門家の常駐や運用の外製化は不要との提言を受け実施し

ないこととし、意思決定をより上位の役職に変更するなど内部統制

の再点検を実施、運用体制を整備した。 

 

■基金の有効活用のための方策 

 スポーツ振興基金の有効活用に関する会計検査院の指摘（平成

23 年度決算検査報告）を受けて、基金の運用をより効率的に実施

するための方策を検討する目的で平成 24 年度に委託したコンサル

タントの提言を踏まえ、検討した結果、以下のように対応した。 

・仕組債の新規取組の見合わせについて 

⇒マーケット環境に左右されやすい商品であるため、安定的な運

用を実施するために提言どおり見合わせを決定。 

・A格事業債の取組の検討について 

⇒A 格事業債への投資による信用リスクの拡大については安全性

への配慮から見合わせを決定。 

・専門家の常駐、運用の外製化の必要性について 

⇒提言のとおり、国債、地方債等により満期保有目的で運用を行

っている現状において、専門家の常駐、運用の外製化は必要な

しと判断。 

 

【スポーツ振興くじ】 

■スポーツ振興くじの収益：約 285 億円 

 （内訳）国庫納付金：約 95億円 

     スポーツ振興投票事業準備金繰入：約 190 億円 

 

（１）くじ助成財源の確保の状況 

  平成 27 年度は過去二番目の売上（約 1,084 億円）を達成（対

前年度約 24 億円減）。 

区分 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

売上金額（千円） 108,055,837 110,797,113 108,419,136 
運営費（千円） 18,534,845 21,079,711 20,841,914 
準備金繰入額（千円） 20,447,939 19,573,426 19,000,084 
国庫納付金（千円） 10,181,686 9,771,094 9,485,902 

 

（２）くじ種別の実施状況 

区分 Ｈ27 

下回ったものの、約 285 億

円（国庫納付金約 95 億円、

スポーツ振興投票事業準

備金繰入約 190 億円）を確

保することができた。 

 新規取扱店舗獲得のた

めの営業活動等により、販

売店舗は前年度比約 2,000

店舗増（約 52,700 店舗）、

提携サイトは１サイト増

となった。販売店舗数や販

売サイトの増加により、顧

客の購入機会が拡大し売

上向上につながった。 

 新たな購入者層の獲得

や既存の購入者の定着を

図るため、BIG の当せん金

高額化、海外サッカーを対

象としたくじの販売を実

施したことにより過去二

番目の売上を確保した。 

「集中施策」の実施によ

り、短期集中的に商品への

関心を高めたとともに、

「恒常施策」により、得ら

れた関心を定着させ、公式

サイトや売り場へ誘導す

ることで売上確保につな

がった。 

また、新規施策展開等や

パブリシティ活動の実施

により、広告の訴求効果の

維持・向上や商品の理解向

上につながった。 

 各種調査により得られ

た結果を、次回以降の広告

宣伝施策の設計やテレビ

ＣＭ媒体の購入、テレビＣ

Ｍの制作へ反映すること

により、効果的・効率的な

広告宣伝の実施に活用す
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ループ報告書」

（平成 24 年 8

月 29 日文部科

学省独立行政

法人評価委員

会スポーツ・青

少年分科会 日

本スポーツ振

興センター部

会業務効率化

ワーキンググ

ループ）（以下

「業務効率化

ＷＧ報告書」と

いう。）の報告

に基づき、契約

形態の見直し

等を行う。 

（２）制度の趣旨の

普及・浸透及び公

正性の確保 

 ① 助成を受け

たスポーツ団

体等に対し、当

該事業がスポ

ーツ振興基金、

スポーツ振興

投票又は競技

力向上事業等

による助成金

の交付を受け

て行われたも

のであること

を、各団体のホ

ームページ、看

板等に明示す

ることを求め、

制度の趣旨が、

国民に容易に

理解され、広く

社会に普及・浸

ポーツ振興投票

の対象となる試

合を指定し、文部

科学大臣に届け

出た種類により、

スポーツ振興投

票を６０回程度

実施する。 

②調査及び販売

員への研修等の

実施 

販売チャネル

の充実や購入者

に対するサービ

ス向上に努める

一方で、19 歳に満

たない者の購入

を防止するなど、

スポーツ振興投

票券が適切に販

売されるよう、定

期的に調査の実

施、販売員の研修

等を行う。 

③国際大会・海外

サッカーリーグ

の試合を対象と

したくじの適切

な販売等 

国際大会・海外

サッカーリーグ

の試合を対象と

したくじの販売

に当たっては、情

報配信先の選定

など、正しい情報

を取得するため

の環境を整備す

ることにより、試

合の指定や試合

結果の確認等を

じの売上額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・販売チャネルの

拡充、販売店数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<その他の指標> 

・売上の維持・拡

大 

・現行商品の改良

及び新商品開発

等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催 

回数 

（回） 

売上金額 

（千円） 

平均売上

金額 

（千円） 

発券枚数 

（枚） 

平均購入

単価（円） 

予想

系 

くじ 

toto 46 8,121,275 176,549 7,954,087 1,021 
mini 68 2,083,467 30,639 4,108,786 507 
toto 

GOAL3･2 
72 2,066,218 28,697 2,894,855 714 

小計 72 12,270,961 170,430 14,957,728 820 

非予

想系 

くじ 

BIG 49 76,674,886 1,564,794 61,049,539 1,256 
BIG1000 49 12,064,054 246,205 18,078,589 667 
mini BIG 49 7,409,234 151,209 12,406,260 597 
小計 49 96,148,174 1,962,208 91,534,388 1,050 

合計 78 108,419,136 1,389,989 106,492,116 1,018 
 

■販売体制の整備状況 

（１）販売店舗数：約 52,700 店舗（前年度比約 2,000 店舗増） 

（２）提携サイト数：9サイト（前年比 1サイト増） 

平成 28 年 3 月から、じぶん銀行のウェブサイトにおいて販

売を開始 

区分 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

販売 

店舗 

toto 特約店（店舗数） 2,300 2,400 2,400 
コンビニエンスストア

（店舗数） 
45,700 48,300 50,300 

小計 48,000 50,700 52,700 
公式・提携サイト（サイト数） 7 8 9 
※表中の店舗数の数字は、100 未満四捨五入 

 

■売上の維持・拡大策 

（１）BIG 当せん金高額化販売の実施 

  BIG1 等最高当せん金額を約 10億（キャリーオーバー発生時）

に引き上げた高額化販売を実施（10 億 2015 円を 2回）。 

・売上金額：約 115 億円 

・実施時期：平成 27 年 6月、平成 27 年 11 月 

・回数：2回 

（２）海外サッカーを対象としたくじの実施状況 

・売上金額：約 255 億円 

     （うち、新たに販売を開始した予想系くじの売上は、

約 15億円） 

・実施状況：プレミアリーグ、フットボール・チャンピオンシッ

プ、FA カップ、ブンデスリーガ、ワールドカップ

アジア２次予選 

・実施時期：平成 27 年 8月、9月、11 月～平成 28年 2 月 

・回数：20 回 

 

ることで、売上確保に貢献

した。 

スポーツ振興くじのロ

ゴマークの表示や、助成活

動の実施状況等、助成事業

者が公表すべき情報につ

いて、交付要綱等の規定に

基づき、募集の手引きで明

確に記載し周知できた。 

ニュースリリース等で

情報発信するとともに、交

付式の実施や取材対応等

を通じてリレーションシ

ップを図り、メディアを通

じて情報を発信し、露出機

会を高めた。 

自社メディアの効果的

かつ積極的な活用により、

認知、理解等の向上につな

がった。 

新聞や理念ＣＭの放映、

「toto & BIG SPORTS JAPAN 

PROJECT」の各種取り組み

により、制度の趣旨の認

知、向上につながった。 

 全国での説明会や店舗

巡回等の実施により、販売

促進施策の徹底、購入者に

対するサービス向上に努

めつつ、19 歳に満たない者

の購入を防止する等、適正

な販売につながった。 

 

これらを踏まえて、Ｂと

評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

平成 28 年 5 月の「独立行

政法人日本スポーツ振興

センター法及びスポーツ

振興投票の実施等に関す
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透するよう努

める。 

 ② スポーツ振

興投票制度の

周知のための

広報及びくじ

販売促進のた

めの広告宣伝

等を効果的に

行い、スポーツ

振興投票制度

が多くの国民

の理解を得る

ようにする。 

 ③ 青少年の健

全育成に配慮

する観点から、

スポーツ振興

くじが適切に

販売されるよ

う、定期的な調

査・販売員の研

修等を行う。 

 ④ 国際大会等

の試合を対象

としたくじの

販売に当たっ

ては、正しい情

報を取得する

ための環境を

整備すること

等により、試合

の指定や試合

結果の確認等

を適切に行う。 

適切に行う。ま

た、国際機関等で

行われている、ス

ポーツの公正性

の確保に係る試

みについて、情報

収集に努める。 

（２）スポーツ振興

投票の効果的・効

率的な実施 

①売上確保への

取組 

ア 商品等検討

の実施 

安定的な売上

確保のため、くじ

の対象試合の拡

大による現行商

品の改良等を行

うとともに、新商

品を検討し、スポ

ーツ振興投票事

業の継続的な成

長に向けた取組

を行う。 

 

イ 販売チャネ

ルの拡充 

業務効率化ワ

ーキンググルー

プの報告に基づ

き、toto 特約店

は、一定の売上規

模がある業種等

の店舗数の拡充、

コンビニエンス

ストアは、販売・

払戻を実施して

いることの認知

の促進、インター

ネットは、モバイ

 

 

・販売促進のため

の広告宣伝を効

果的に行った

か。 

 

 

 

 

 

 

 

・広告宣伝の効果

検証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・制度趣旨の普

及・浸透（助成

事業であること

の明示等） 

・制度周知のため

の広報を効果的

に行ったか。 

 

 

 

 

■販売促進のための広告宣伝の実施 

・短期集中的に広告を展開する「集中施策」を、テレビ CM、WEB

広告を中心に実施。 

・接触頻度を高めるため定期的に広告を展開する「恒常施策」を、

効果的なテレビ番組提供や交通広告、WEB 広告の掲出で実施。 

・テレビ、新聞、WEB を利用したパブリシティ（メディアへの積

極的な情報提供による広報活動）を実施 

・BIG の高額化販売時には、広告の集中投下を行い、短期間での

大幅な露出を実施した結果、2回の BIG 高額化販売では、約 115

億円の売上を達成した。 

 

■広告宣伝の効果検証 

 広告宣伝の実施に当たっては、広告宣伝に関する調査をもとにし

た効果検証結果を反映する等、限られた予算の中で効果的・効率

的に広告宣伝を実施。 

 業務効率化ワーキンググループ報告書（平成 24年 8月 29 日）に

基づき、広告宣伝の効果を以下の調査により検証。 

 ・売上影響度調査：12回実施（インターネット調査） 

  購入理由やきっかけ等についての調査（各施策の売上への影響

度を調査・検証） 

 ・テレビ CM媒体価格調査：6回実施 

  予定された視聴率を獲得できたか、購入したテレビ CM は、市

場価格を比較し適正だったか等について、視聴率のデータを活用

した放映実績や価格等の調査 

 ・テレビ CMの質調査：7回実施 

  商品の内容が理解されたか、購買意欲が喚起されたか等につい

て、視聴者の態度変容を指標として客観的に調査 

 

■助成制度の普及 

（１）助成団体の協力による広報活動 

 ・ロゴマーク等の表示の徹底 

  スポーツ振興助成として、全国において、地方公共団体やスポ

ーツ団体が実施する約 3,000 件の事業について、ロゴマーク等の

表示を行った。 

 ・助成団体の制度広報への協力度合いを審査項目に追加 

  助成団体が積極的に助成制度の趣旨を広報するよう、助成事業

の採択に当たり、助成事業の PR 協力（JSC ウェブサイトへのリ

ンクバナーの掲示、広報誌等への toto 理念広告の掲出等）の度

合いを審査項目に追加。 

 ・大会等での広報活動の実施 

  大規模スポーツ大会（第 71 回国民体育大会冬季大会等）やト

る法律の一部を改正する

法律」により運営費の効率

化が求められる一方、2020

年東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会及び

ラグビーワールドカップ

2019 に向けた社会的要請

が高まっている。 

この情勢を踏まえ、くじの

各開催回の売上が年々減

少傾向にある中で、引き続

き、新商品の検討、販売体

制の整備、販売チャネルの

拡充及び新たな購入者の

獲得のための広告宣伝に

努めるとともに、さらなる

業務の見直しによる経費

削減に努めることにより、

収益の確保を図り、安定

的・計画的な助成を実施す

る必要がある。 
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ル販売の充実や

決済手段の拡充

などにより新た

な購入者の獲得

や、購入者の定着

に努める。 

（ⅰ）toto 特約

店（約 2,300

店舗） 

全国の toto

売場にて販売 

（ⅱ）コンビニ

エンススト

ア（約 48,200

店舗） 

ローソン、フ

ァミリーマー

ト、サークル

K・サンクス、

セブン－イレ

ブン及びミニ

ストップにて

販売 

（ⅲ）インター

ネット 

toto オフィ

シャルサイト、

楽天銀行 toto

サイト、ジャパ

ンネット銀行

サ イ ト 、

Yahoo！toto サ

イト、楽天 toto

サイト、三井住

友 銀 行 SMBC 

toto サイト、au 

toto サイト、住

信SBIネット銀

行 toto サイト

にて販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ップリーグの試合会場へのバナー設置等、助成団体等と協調した

広報活動を実施した。 

 

（２）マスメディアを通じた広報活動 

・ニュースリリースの発信：116 件 

 ・toto 助成金交付式の実施 

  地方公共団体及びスポーツ団体の代表に対し、認定証書の授与

を実施。オリンピアンや「JSC SPORTS JAPAN アンバサダー」の

出席等によりマスメディアへの露出機会を高めた。 

  

 

（３）自社メディアを活用した広報活動 

①toto Facebook 

 スポーツ振興投票制度の意義を伝えるとともに、国民の意見

への傾聴や良好な関係の構築により、共感を伴った認知・理解

の獲得を目的に、toto Facebook ページを運営。 

・ファン数：約 74,000 人（平成 28 年 3 月末現在）（前年度比

約 28,000 人増） 

②WEB サイト 

 WEB サイトにおいて、アスリートやオリンピアンが出演する

ムービーを軸としたコンテンツを用意する等、自社メディアを

活用し情報を発信。 

・toto 広報トップページ（toto スポーツ応援サイト GROWING） 

アクセス数：約 28万件 

（４）マスメディアへの広告提供を通じた広報活動 

①新聞 

・助成実績、募集告知広告（朝日、読売、毎日、産経の 4紙） 

・理念広告（スポーツニッポン） 

②テレビ番組等における理念 CM の放映 

 平成 26 年度に作成した、オリンピアン、パラリンピアン及

び「JSC SPORTS JAPAN アンバサダー」が出演する理念ＣＭは、

サッカー番組において継続的に放映するとともに、様々な競技

の国際大会やサッカー日本代表戦（男女）等、スポーツ振興と

親和性の高い大型スポーツコンツ、Jリーグが開催されるスタ

ジアムのビジョンにおいて、同様に理念 CMの放映を実施。 

③その他 

 J リーグが開催されるスタジアムにおいて、J リーグ公式戦

開催時にバナーを掲出。 

（５）「toto & BIG SPORTS JAPAN PROJECT」の実施 

  スポーツ振興くじ「toto」発売 10 周年を機に平成 23 年から

SPORTS JAPAN PROJECT を開始。毎年 J リーグホームタウン 5 地
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 ウ スポーツ振

興投票制度の

趣旨の普及・浸

透 

（ⅰ）マスメデ

ィア等を通じ

た広報の実施 

スポーツ振

興投票制度が、

我が国のスポ

ーツ振興に重

要な役割を果

たしているこ

とについて国

民の理解を深

めるため、Ｃ

Ｍ、グラフィッ

ク、新聞等を活

用して助成活

動を紹介する

など、スポーツ

振興投票制度

の 趣 旨 の 普

及・浸透に取り

組む。 

（ⅱ）「toto＆

BIG  SPORTS 

JAPAN PROJECT」

の実施 

スポーツ振

興くじ助成の

成果を報告す

るとともに、次

の 10 年に向け

て、スポーツ振

興投票制度が

一層社会へ普

及・浸透するこ

とを目指し、平

成２３年から

開始した「toto

 

 

 

 

 

 

 

 

・スポーツ振興く

じの販売におけ

る定量的な調査 

・スポーツ振興く

じの販売員等の

研修等の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・業務における契

約形態の見直し

等による経費削

減 

 

 

 

・外部の専門家の

意見等を踏まえ

られるよう運用

体制を整備した

か。 

域程度において、以下の取組を実施。 

・当該地域でのくじ助成事例を紹介する CM や記事をクラブ応援

番組内や試合会場にて放映、掲載 

・Jリーグの試合会場や地元イベントでのブース出展を実施 

・平成 27年度の実施状況：群馬県、大阪府及び福岡県 

 

■定期的な調査・研修等の実施状況 

（１）特約店説明会等の開催 

 ・特約店本部説明会：全国主要 7都市（札幌市、仙台市、東京、

名古屋市、大阪市、広島市、福岡市）で開

催（平成 27 年 5 月） 

 ・特約店研修会：全国主要都市（上記 7都市及び函館市、八戸市、

盛岡市、山形市、新潟市、静岡市、津市、岡山

市、高松市、松山市、熊本市等）で実施（平成

27 年 5・6月及び平成 27年 10・11 月の 2回）。 

（２）店舗巡回等の実施 

 ・店舗研修：126 店舗 

       平成 27 年度に新規に販売を開始したすべての店舗

に対し実施。 

 ・店舗巡回：5,860 店舗 

（３）その他法令遵守のための取組 

・コンビニエンスストアについて、新たに販売を開始する店舗等

に周知を徹底するよう要請。 

・インターネットを利用した販売・払戻業者との提携に当たって

は、19 歳に満たない者へは販売することができない仕組みを

継続して実施。 

 

■業務等の見直し等 

（１）業務効率化ワーキンググループ報告書を踏まえた見直し 

  業務効率化ワーキンググループ報告書（平成 24 年 8 月 29 日）

に基づき、調達の見直しを実施。 

 ・事務処理支援業務 

  当せん金の払戻業務等を行う事務処理支援業務の平成 27 年以

降の契約について、一般競争入札による業者選定を実施 

（２）その他の見直し状況 

  toto 広告宣伝業務については、平成 25 年度公共サービス改革

法の事業選定に関するヒアリングにおいて、業務分割等により、

価格的要素で競争が可能となる業務など、経費節減の取組が必要

との意見を受けて、今後、年間を通じて確実に実施することが想

定される業務等について、一般競争入札に付すことの可能性につ

いて検討を実施。交通広告、新聞広告について、一般競争入札を
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＆ BIG SPORTS 

JAPAN PROJECT」

事業（Ｊクラブ

のホームタウ

ンと連携した

広報事業）を、

新たな活動エ

リアで引き続

き実施する。 

（ⅲ）助成団体

等と協調した

広報活動の実

施 

助成事業を

広報へ活用す

るなど助成団

体等と協調し

た以下の活動

を充実する。 

ａ 助成金交

付式を公開

で実施 

ｂ 大規模な

スポーツ大

会やＪリー

グ以外のト

ップリーグ

の試合会場

にバナーを

設置 

ｃ 助成団体

が主催する

スポーツ大

会等の挨拶

の場などに

おいて、助成

団体からも、

積極的に情

報を発信し

てもらうこ

とを促す取

 

 

 

 

・くじの対象試合

の指定や試合結

果の確認等を適

切に行ったか 

 

 

<評価の視点> 

基金の有効活用、

より多くの助成財

源確保に資するも

のか 

 

行った。 

 

■試合の指定及び試合結果の確認 

 国内におけるくじの対象となる試合の指定や試合結果の適切な

実施に加え、海外サッカーを対象としたくじの販売に当たっては、

試合の指定や試合結果に関する正確な情報を取得するため、情報配

信を受ける業者の精査・選定を実施するとともに、当該業者が受領

した情報と対象となる指定組織（イングランドのプレミアリーグや

ドイツのブンデスリーガ等）の公式サイトとの相互確認を実施。 
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組を実施 

ｄ オリンピ

アンを活用

した取組の

推進 

ｅ 「ＳＰＯＲ

ＴＳ ＪＡＰ

ＡＮ アンバ

サダー」（女

子柔道五輪

金メダリス

ト谷本歩実

氏ほか10名）

による広報

活動の推進 

エ 効果的・効

率 的 な 広

告・宣伝の実

施 

ＢＩＧにつ

いて、テレビＣ

ＭやＷＥＢ広

告等広告・宣伝

の拡充を図る。

その際には、業

務効率化ワー

キンググルー

プの報告に基

づき、新たな購

入者の獲得や、

購入者の定着

に確実につな

がるよう、広

告・宣伝の効果

を第三者によ

るものを含め、

ＰＤＣＡ調査

（※）などによ

り継続的に検

証した上で、効

果的・効率的に
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実施する。 

※広告実施前後

の商品認知や

購入意向の数

値の動きにつ

いての調査 

 

②経営の安定化

への取組 

ア 効率的な運

営による経費の

効率化 

継続的に実施

してきた経費節

減の取組の成果

や業務効率化ワ

ーキンググルー

プの報告を踏ま

え、さらなる経費

の効率化に取り

組む。 

 

イ 第三期事業

実施体制の整備 

スポーツ振興

投票の実施に当

たっては、民間の

経営手法を十分

に活用するため、

民間コンサルタ

ントとの統合経

営チームを引き

続き設け、経営企

画、システム企

画、広告宣伝、販

売推進等の業務

を実施する。ま

た、必要となる情

報システムを適

時整備する。 
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４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―３－（B） 助成業務の透明性の確保等 

業務に関連する政策・施

策 
・政策目標 11 スポーツの振興 
  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 
  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 
「スポーツ基本計画」に定める幅広いスポーツ施策の推進に当たっ

て、貴重な財源として有効活用することが期待されており、さらに、

2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催等に向け

た要請が加わり、重要度が高い。 
また、効果的・効率的な助成の実施に加えて、閣議決定「独立行政

法人等に関する基本的な方針」で、不正防止策の強化・受給団体の

ガバナンス強化に対する支援が求められており、より総合的かつ公

正・的確な審査が必要となるなど、難易度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達 成 目

標 
基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

助成件数（件） － 3,836 3,492 3,089 3,253    予算額（千円） － － － －  
助成額（千円） － 17,693,602 15,618,841 15,639,847 23,031,109    決算額（千円） － － － －  
オンラインによ

る申請率（％） 
95 100 100 100 100 

   経常費用（千円） － － － －  

         経常利益（千円） － － － －  
         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － －  

         従事人員数（人） － － － －  
※インプット情報については「Ⅰ－３－（Ａ） スポーツ振興助成のための安定的な財源の確保」を参照 
※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 
 
 
 
 
 

（Ｂ）透明性の確

保等 

（１）助成に係る

要綱等により、

基準を明確に

するとともに、

（Ｂ）助成業務の透

明性の確保等 

（１）公平性・透明

性の確保 

① スポーツ振興

基金、スポーツ

（Ｂ）助成業務の透

明性の確保等 

（１）公平性･透明性

の確保 

① スポーツ振興

基金及び競技力

<主な定量的評価> 

・助成金交付件数、

金額 
 
 
 

■助成金交付状況 

 

区分 H25 H26 H27 

スポーツ

振興基金

助成 

件数（件） 599 509 473 

助成額 

（千円） 
855,008 970,677 936,321 

競技強化 件数（件） 56 58 12 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 

 
 助成金交付要綱等により

基準を明確にするととも

に、外部有識者による審査

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
助成業務の公平性・透明性の確保について

は、中期計画通り、外部の有識者による審査委

員会を設置し、その審査を踏まえて交付対象の

採択を行うなど、公平性・透明性の確保が図ら
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スポーツ振基

金及びスポー

ツ振興投票等

による助成に

おいては、外部

の有識者によ

る配分に係る

審査を行う。 

また、競技力

向上事業によ

る助成におい

ては、その達成

状況を含めた

評価等を配分

に十分反映す

る旨文部科学

省が示した方

針等を踏まえ、

効果的・効率的

に配分を行う。 

なお、審査委

員会の審議・資

料・議事録を公

開するととも

に、助成内容・

交付先等につ

いてホームペ

ージ等により

公開し、透明性

の確保を図る。 
 （２）より効果

的な助成を実

施する観点か

ら、スポーツ振

興基金及びス

ポーツ振興投

票等による助

成による助成

においては、効

果を具体的に

検証し、審査等

振興投票及び競

技力向上事業等

による助成の実

施に当たって、

助成に係る要綱

等により、基準

を明確にする。 

② スポーツ振興

基金及びスポー

ツ振興投票等に

よる助成におい

ては、外部の有

識者による審査

委員会を設置

し、その審査を

踏まえて、交付

対象の採択を行

う。 

③ 競技力向上事

業による助成に

おいては、その

達成状況を含め

た評価等を配分

に十分反映する

旨文部科学省が

示した方針等を

踏まえ、効果

的・効率的に配

分を行う。 

④ 審査委員会の

審議・資料・議

事録を公開する

とともに、助成

内容・助成額・

交付先及び審査

委員の氏名等を

ホームページ・

パンフレットに

より審査終了後

速やかに公開

し、透明性の確

向上事業等によ

るによる助成の

実施に当たっ

て、助成に係る

要綱等により、

基準を明確にす

る。 

② スポーツ振興

基金等による助

成においては、

外部の有識者に

よる審査委員会

を設置し、その

審査を踏まえ

て、交付対象の

採択を行う。 
③ 競技力向上事

業による助成に

おいては、文部

科学省が示した

方針等を踏ま

え、配分を行う。 

④ 審査委員会の

審議・資料・議

事録を公開する

とともに、助成

内容・助成額・

交付先及び審査

委員の氏名等を

ホームページ・

パンフレットに

より審査終了後

速やかに公開

し、透明性の確

保を図る。 

（２）助成業務の効

率化・適正化 

① 安定的・計画

的な助成に資す

るため、ヒアリ

ングや実地調査

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・オンラインによ

る助成金申請率 
 
 
 
 
<その他の指標> 
・助成基準の明確

化 

 

 

・審査委員会の審

査を踏まえた採

択の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

・文部科学省が示

した方針等を踏ま

えた配分 

 

・審査委員会の議

事録及び採択状

況等の公開 

 

・助成団体のニー

支援事業

助成 

助成額 

（千円） 
453,889 435,018 144,528 

スポーツ

振興くじ

助成 

件数（件） 2,837 2,522 2,290 

助成額 

（千円） 
14,309,944 14,234,152 16,293,369 

競技力向

上事業助

成 

件数（件） - - 478 

助成額 

（千円） 
- - 5,656,891 

合計 

件数（件） 3,492 3,089 3,253 

助成額 

（千円） 
15,618,841 15,639,847 23,031,109 

  

■オンライン化の推進状況 

・オンラインによる助成金申請率：100% 

  募集の手引きにおいて、オンラインによる申請手続きの

方法を明記し、徹底を図った。 

 

 

■助成基準の明確化状況 

・交付要綱、要領及び募集の手引に、助成要件や審査の視点

等を明記し、助成基準を明確化するとともに、ホームページ

で公開。 

 

■助成審査委員会の審査・採択状況 

 交付要綱等に基づき、平成 26 年 11 月に、外部有識者によ

るスポーツ振興事業助成審査委員会において、募集内容を決

定した上で、募集を開始し、平成 27 年 4 月の同委員会での

審査を踏まえ、交付対象事業及び配分額を決定。 

（１）平成 27年度助成事業の交付対象審査等 

 ①助成審査委員会：2回 

 ②助成審査委員会（第一部会）：2回 

 ③助成審査委員会（第二部会）：2回 

 （なお、内 1回は、前年度 3月末に開催） 

 ④総合型ワーキンググループ：2回 

  （なお、内 1回は、前年度 3月末に開催） 

 

■競技力向上事業助成の配分 

 文部科学省が設置した競技力向上タスクフォースが示し

た強化・配分方針に基づき、従来の JOC・JPC 補助事業をベ

ースに、競技成績、選手強化計画等を考慮して配分額を決定。 

 

■議事録等の公開状況 

 審査委員会開催後、速やかに資料、議事録、助成内容、助

成額及び交付先について、ホームページに公表。 

■助成団体のニーズや社会的要請等の把握状況 

・スポーツ団体及びアスリート助成を受給する選手等に対

や、文部科学省が示した方

針等を踏まえて助成金の配

分を行うこと等により、公

平性・透明性を確保した。

また、実地調査の実施等に

よりニーズを把握するとと

もに、助成区分ごとの具体

的かつ定量的な成果指標に

基づく事業の評価を実施

し、助成による効果を検証

した。あわせて、審査担当

部署の拡充など審査体制を

整備すること等により、助

成業務の効率化・適正化等

が図られ、安定的な助成を

実施することができた。 
 
これらを踏まえて、Ｂと

評価する。 
 
＜課題と対応＞ 

2020 年東京オリンピック・

パラリンピック競技大会及

びラグビーワールドカップ

2019 に向けた社会的要請

や、地域スポーツの振興に

資するための地方公共団体

及びスポーツ団体のニーズ

を的確に把握し、効果的な

助成の実施に努めていく。 

あわせて、明確な基準に基

づく審査や成果指標に基づ

く事業の評価に継続して取

り組むとともに、外部専門

家による監査やガバナンス

強化に対する支援による助

成業務の透明性の確保及び

効率化・適正化等を図る。 

 

れている。 
 助成業務の効率化・適正化については、中期

計画どおり、スポーツ団体等のニーズや社会的

要請等の把握や助成事業の成果指標を設定す

るとともに、外部専門家を含めた審査体制を整

備しスポーツ団体等の助成金の使途等を適切

に把握するなど、助成業務の効率化・適正化に

努めている。 
また、競技力向上事業については、文部科学

省と関係機関による「競技力向上タスクフォー

ス」が決定した強化・配分方針に基づき配分額

を決定していたが、平成２８年度の配分に向け

ては、スポーツ庁が基本方針を決定し、これを

踏まえ、実施主体である JSC 自らが配分・採

択基準を策定しており、より公平性・透明性の

確保に努めている。 
 以上のことから、中期計画・年度計画に定め

られた取り組みを確実に実施していることが

認められ、「B」評定とする。 
 
＜今後の課題＞ 
助成による効果の検証については、客観的か

つ明確な成果指標を設定し、より効果的な検証

を行うとともに、審査等においても、これまで

以上に活用するなど、さらなる取り組みを期待

する。 
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に活用すると

ともに、助成事

業の成果指標

を平成２５年

秋までに設定

する。なお、そ

の設定にあた

っては、各助成

事業の特色に

十分留意する

ものとする。 
また、競技力

向上事業によ

る助成におい

ては、その達成

状況を含めた

評価等を配分に

十分反映する。 
なお、スポー

ツ振興基金、ス

ポーツ振興投

票及び競技力

向上事業等に

よる助成にお

いては、スポー

ツ団体等から

提出される実

績報告書等の

内容の確認を

適切に行える

よう、センター

の専門的かつ

十分な審査体

制を整備する

とともに、助成

を受けた団体

における対象

事業の経理状

況について、専

門的かつ十分

な体制を整備 

保を図る。 
（２）助成業務の効

率化・適正化 

① 安定的・計画

的な助成に資す

るため、スポー

ツ団体等のニー

ズや社会的な要

請等の把握に努

める。 
② より効果的な

助成を実施する

観点から、スポ

ーツ振興基金及

びスポーツ振興

投票等による助

成においては、

助成による効果

を具体的に検証

し、審査等に活

用するととも

に、助成事業の

成果指標を平成

25 年秋までに

設定する。なお、

その設定にあた

っては、各助成

事業の特色に十

分留意するもの

とする。 

また、競技力

向上事業による

助成において

は、その達成状

況を含めた評価

等を配分に十分

反映する。 

③ 助成を受けた

スポーツ団体等

から提出される

実績報告書等の

を行いつつ、ス

ポーツ団体等の

ニーズや社会的

な要請等の把握

に努める。 
② より効果的な

助成を実施する

観点から、スポ

ーツ振興基金等

による助成にお

いては、助成に

よる効果を具体

的に検証し、審

査等に活用す

る。 
また、競技力

向上事業による

助成において

は、文部科学省

が示した方針等

を踏まえ、配分

を行う。 
③ 助成を受けた

スポーツ団体等

から提出される

実績報告書等の

内容の確認を適

切に行えるよ

う、センターの

専門的かつ十分

な審査体制を整

備し、業務体制

の改善を図る。

また、助成を受

けたスポーツ団

体等における対

象事業の経理状

況について、専

門的かつ十分な

体制を整備して

調査を行い、助

ズや社会的要請

等の把握 
 
 
 
 
 
 
 
・助成事業の評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・競技力向上事業

助成の評価 
 
 
 
 
・専門的かつ十分

な審査体制の整

備 
 
 
 
・助成金の使途に

ついての適切な

把握 

するヒアリング：通年 107 件 

・各種会議の開催・参加時に助成事業に関する情報を収集 

（東日本大震災の復興支援） 

・東日本大震災の復興支援については、国が実施する復興

事業の状況及びニーズ・要望等を踏まえ、引き続き、被

災地のスポーツ環境の復興支援に重点を置いた助成を

実施 

 

■助成による効果の検証 

 外部有識者によるスポーツ振興事業助成審査委員会スポ

ーツ振興事業助成評価ワーキンググループにおいて、成果指

標に基づく評価を実施 

（１）スポーツ振興事業助成評価ワーキンググループの審議 

開催数：1回（平成 27年 9 月 7日） 

（２）成果指標の設定及び評価 

 ①成果指標の設定 

 助成区分ごとに、参加者や事業の実施回数の増加率等、

アウトプット・アウトカム指標を設定し、その指標に基づ

き助成事業の効果を算出。 

 ②成果指標に基づく評価 

  成果指標に基づき算出された助成事業の効果を評価。 

 ③評価結果の公表 

  審査委員会の審議を経て、評価結果をホームページに公

表。 

 

■競技力向上事業助成の評価 

 助成金の配分に当たり、PDCA サイクルの強化を図るため、

各競技のパフォーマンス（成績）、資源（有望選手）、プログ

ラム（選手強化計画等）及び組織体制（ガバナンス等）等の

観点から評価し、翌年度の配分へ反映させる仕組みを構築。 

 

■審査体制の整備状況 

助成金の不正受給を防ぐため、審査担当部署を拡充及び増

員し、審査体制のより一層の充実を推進し、実績報告書等の

内容の確認を適切に行った。（2課 36 名から 8名増の 3課 44

名体制）。 

 

■助成金の使途の把握状況 

 審査担当部署の職員及び外部専門家による助成団体にお

ける経理状況の調査・監査を通じて、助成金の使途について

適切な把握を行った。 
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して調査を行

う。 
さらに、助成

を受けた団体

が対象事業の

適正な執行を

行えるよう、研

修等を行う。 
 

（３）助成事業の

申請者の利便

性を考慮し、対

象となる各事

業の内容や受

付窓口等を ホ

ームページ等に

より公開する。 
 

 

 

内容の確認を適

切に行えるよ

う、センターの

専門的かつ十分

な審査体制を整

備するととも

に、助成を受け

たスポーツ団体

等における対象

事業の経理状況

について、専門

的かつ十分な体

制を整備して調

査を行い、助成

金の使途等につ

いて適切に把握

する。 
④ 助成を受けた

スポーツ団体等

が対象事業の適

正な執行を行え

るよう、研修等

を行う。 
（３）助成申請者の

利便性の向上 

① 交付申請等事

務手続きの簡素

化かつ迅速化を

図るため、助成

対象内容、申請

手続き、採択基

準、受付窓口等

をホームページ

等により公開す

る。 
② スポーツ振興

に係る助成金交

付申請受付事務

のオンライン化

を推進し、申請

受付件数全体に

成金の使途等に

ついて適切に把

握する。 
④ 助成を受けた

スポーツ団体等

が対象事業の適

正な執行を行え

るよう、センタ

ー自ら及び統括

団体が加盟団体

を集める会議等

を活用し、研修

等を行うととも

に、スポーツ団

体等のガバナン

ス強化に対する

支援の検討を行

う。 
（３）助成申請者の

利便性の向上 

① 交付申請等事

務手続きの簡素

化かつ迅速化を

図るため、助成

対象内容、申請

手続き、採択基

準、受付窓口等

をホームページ

等により公開す

る。 
② スポーツ振興

基金に係る助成

金交付申請受付

事務のオンライ

ン化を推進し、

申請受付件数全

体に占めるオン

ラインによる申

請率が中期目標

の期間中 95％

以上の水準を維

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・助成団体に対す

る研修の実施 
 
 
 
 
 

・ガバナンス強化

に対する支援 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
・助成の申請等に

関するホームペー

ジへの公開 

 ・審査担当職員による調査：110 団体 

 ・外部専門家による監査：150 団体 

・約 3,000 件の助成金を交付した約 1,100 団体について、

3～5 年間を目安に調査対象とすることとして、交付要

綱及び調査実施要綱に基づき抽出した 260 団体の監査

を実施。 

・助成事業者による助成金の執行について、外部専門家へ

監査業務を依頼することで、専門的かつ十分な監査体制

の整備を推進。 

・監査により不適切な会計処理が確認された団体について

は、適正な執行に向けての改善方策の提出を求め、内容

を確認。 

 

 

■助成対象者に対する研修の実施状況 

 スポーツ団体等が助成金の適切な執行を行えるよう、助成

金募集説明会に併せて、会計処理の研修会を行うとともに、

アスリート助成の対象者として選定されたアスリートに対

して、制度の趣旨・目的、アスリートのコンプライアンス及

びドーピング防止等に関する研修会を実施。 

 

■ガバナンス強化に対する支援状況 

 「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年

12 月 24 日閣議決定）を受け、JSC 内部のスポーツ・インテ

グリティ・ユニットにおいて、助成の受給団体のガバナンス

強化への支援の在り方について検討。（スポーツ・インテグ

リティ・ユニットはⅡ－２参照） 

 競技力向上事業助成を受ける競技団体に「ＮＦ組織運営に

おけるフェアプレーガイドラインセルフチェックリスト」に

よる自己点検を実施させることにより、競技団体の自発的な

取組みを促すとともに、競技団体の自己評価の内容を参考

に、受給団体のガバナンス強化への支援の在り方について引

き続き検討を実施。 

 

■ホームページによる公開状況 

助成対象内容、申請手続き、採択基準及び受付窓口等、助

成金募集に関する情報をホームページで公開。 

①平成 27年度二次募集の告知 

 Ｈ25 Ｈ25 Ｈ27 

実施団体数 241 268 260

うち、外部の専門家による実施 150 150 150
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占めるオンライ

ンによる申請率

が中期目標の期

間中９５％以上

の水準を維持で

きるよう、利用

促進を図る 

 

持できるよう、

利用促進を図

る。 
 

平成２７事業年度事

業計画（スポーツ振

興投票等業務） 

（１）平成２６年度

スポーツ振興くじ

助成について 

平成２６年度に

助成を行った団体

等における対象事

業の経理状況につ

いて、外部の専門

家を活用するなど

専門的な体制を整

備して調査を行

い、助成金の使途

等について適切に

把握する。 

（２）平成２７年度

スポーツ振興くじ

助成について 

平成２６年１１

月から募集を行っ

た下記の助成対象

事業について、各

団体からの申請に

基づき、外部の有

識者からなる「ス

ポーツ振興事業助

成審査委員会」の

議を経て、交付の

対象となる事業及

び配分額を４月中

に決定する。 

また、東日本大

震災の復興支援に

ついては、国が実

施する復興事業の

 
 
<評価の視点> 

助成の公平性・透

明性の確保、助成

業務の効率化・適

正化、申請者の利

便性の向上に資す

るものか。 
 

 平成27年7月 3日に平成27年度助成事業の二次募集

について掲載。 

②助成事業募集の告知 

 平成 27 年 11 月 6 日に平成 28 年度スポーツ振興くじ

助成事業募集について掲載。 

③助成事業に関する説明会の告知 

 平成27年10月 27日に平成28年度スポーツ振興くじ

助成事業に関する説明会について掲載。 

 

■ホームページ以外による情報提供 

 スポーツ振興くじ助成事業に関する説明会の実施 

 ・中央競技団体対象：1回 

 ・地方公共団体、スポーツ団体対象：17回 

  全国主要 7都市（札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、岡

山、福岡）で開催。 
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状況及びニーズ・

要望等を踏まえ、

引き続き、被災地

のスポーツ環境の

復興支援に助成を

行う。さらに、助

成を受けたスポー

ツ団体等から提出

される実績報告書

等の内容の確認を

適切に行うため、

専門的かつ十分な

審査体制を整備

し、業務体制の改

善を図る。 

（３）平成２８年度

スポーツ振興くじ

助成について 

① 助成内容の

見直し 

スポーツ団体

等のニーズや社

会的な要請等の

把握のため、６

月から８月にか

けてヒアリング

や実地調査を行

いつつ、設定し

た助成事業の成

果指標に基づ

き、助成による

効果を具体的に

検証し、助成内

容の見直しを適

宜行うととも

に、審査等を行

う。 

また、東日本

大震災の復興支

援については、

国が実施する復
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興事業の状況及

びニーズ・要望

等を踏まえ、引

き続き、被災地

のスポーツ環境

の復興支援に重

点を置いた助成

を行う。 

② 助成対象事

業の募集 

平成２８年度

の助成対象事業

については、１

０月１日を目途

に募集を開始す

る。募集に当た

っては、ホーム

ページにおいて

必要な資料をす

べて掲載すると

ともに、新聞広

告の掲載、全国

６か所以上での

説明会を実施

し、募集内容の

周知徹底を図

る。 

③ 助成申請者

の利便性の向上 

スポーツ振興

に係る助成金交

付申請受付事務

のオンライン化

を推進し、申請

受付件数全体に

占めるオンライ

ンによる申請率

が９５％以上の

水準を維持でき

るよう、利用促

進を図る。 
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④ 助成事業者

の意識・知識等

の向上 

助成を受けた

スポーツ団体等

が対象事業の適

正な執行を行え

るよう、「スポー

ツ振興事業助成

金を受ける団体

の心得」を配布

するとともに、

センターが主催

する説明会及び

統括団体が加盟

団体を集める会

議等を活用し、

経理に関する事

務処理や不正防

止に関する研修

を実施する。 

⑤ スポーツ団

体等のガバナン

ス強化への支援 

助成金の不正

受給等の実態を

踏まえ、不正防

止策を強化する

とともに、スポ

ーツ団体等のガ

バナンス強化に

対する支援の検

討を行う 

（４）特定目的資金

による助成財源の

確保について 

複数年度にわた

る事業への安定的

助成や、大規模な

国際大会への支

援、国民体育大会
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冬季大会の対象施

設やスポーツ振興

投票の対象となる

試合を実施する施

設の整備等のた

め、助成財源の執

行状況に応じ、そ

の一部を特定目的

資金に積み立て

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
４．その他参考情報 
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―４ スポーツに関する活動が公正かつ適切に実施されるようにするため必要な業務に関する事項 

業務に関連する政策・施

策 

・政策目標 11 スポーツの振興 

  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 

  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 

「スポーツ基本計画」に定めるスポーツ界の透明性、公平・公正性

の向上に資するもので、平成 25 年に法人設置法が改正された項目

であることも踏まえ、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 

行政事業レビューシート番号 0320 

 

２．主要な経年データ 

 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 

（前中期目標期

間 最 終 年 度 値

等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

第三者相談・調査

制度受付件数（件） 

－ － 1 3 8    予算額（千円） 0 60,899 73,915   

第三者相談・調査

制度受付窓口開設

日数（日） 

－ － 32 150 151    決算額（千円） 2,364 13,797 22,972   

ｱﾝﾁ･ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞに係

る行政機関への情

報照会（件） 

－ － － － 1    経常費用（千円） 2,364 11,690 22,972   

ｱﾝﾁ･ﾄﾞｰﾋﾟﾝｸﾞ規律

パネル開催件数

（件） 

－ － － － 9    経常利益（千円） △61 △754 △1,154   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 

－ － －   

         従事人員数（人） 0.0 0.0 0.0   

※従事人員数について、全員が併任発令のため０となっている 

※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 

 ４ スポーツに

関する活動が公

正かつ適切に実

施されるように

４ スポーツに関す

る活動が公正かつ適

切に実施されるよう

にするため必要な業

４ スポーツに関す

る活動が公正かつ適

切に実施されるよう

にするため必要な業

〈主な定量的指

標〉 

 

 

平成 25 年 5 月の独立行政法人日本スポーツ振興センター

法改正に対応するため、平成 26 年 4 月から「スポーツ・イ

ンテグリティ・ユニット」を設置し、ユニット内にガバナン

ス、スポーツ相談、アンチ・ドーピング、くじ調査の 4 グル

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

スポーツ･インテグリテ

ィ･ユニットの設置に当た

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

第三者相談・調査制度窓口業務については、

第三者相談・調査業務を平成 26 年 1 月より行
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するため必要な

業務 

スポーツを行

う者の権利利益

の保護、心身の健

康の保持増進及

び安全の確保に

関する業務、スポ

ーツにおけるド

ーピングの防止

活動の推進に関

する業務その他

のスポーツに関

する活動が公正

かつ適切に実施

されるようにす

るため必要な業

務を実施する。 

務に関する事項 

スポーツを行う者

の権利利益の保護、

心身の健康の保持増

進及び安全の確保に

関する業務、スポー

ツにおけるドーピン

グの防止活動の推進

に関する業務その他

のスポーツに関する

活動が公正かつ適切

に実施されるように

するため必要な業務

について、関係団体

等と連携して業務内

容の明確化を図り、

計画的に実施する。 

務に関する事項 

「スポーツ・イン

テグリティ」（スポー

ツの価値、スポーツ

における高潔性及び

完全性）の保護によ

るスポーツに関する

活動の公正かつ適切

な実施に向けて、下

記の取組を実施す

る。併せて、「スポー

ツ・インテグリティ」

に関連した他の業務

についても、総合的

に取り組む。 

（１）「スポーツを行

う者を暴力等から

守るための第三者

相談・調査制度の

構築に関する実践

調査研究協力者会

議報告」（平成 25

年 12 月 19 日）に

基づき、第三者調

査・相談制度に係

る業務を実施す

る。 

（２）公益財団法人

日本アンチ・ドー

ピング機構と連携

し、インテリジェ

ンスを用いた調

査、日本アンチ･

ドーピング規律パ

ネルの運営等、ド

ーピング防止活動

の推進に関する業

務を実施する。 

 

 

 

 

 

・相談受付件数 

・窓口開設日数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ープを設置した。 
（１）スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康の保

持増進及び安全の確保に関する業務 
①体制強化の取組 
ア．第三者相談・調査制度窓口 
・相談実績 8 件（うち 1 件が対象案件） 
・窓口開設日数 151 日 

イ．第三者相談・調査委員会 
委  員：外部有識者 8 名（弁護士、臨床心理士、

元アスリート） 
特別委員：18 名（相談員として活動） 
開催回数：6 回 
議事内容：相談案件の対応検討、パンフレット作成、

アンケート実施検討等 
ウ．関係団体との情報共有 
  相談対応の円滑化・体制強化に向けて、統括団体で

ある JOC、JPC、日本体育協会と各団体で設置す

るアスリート向け相談窓口等に関する情報共有を

実施した。 
②制度の周知の取組 
ア．パンフレット・リーフレット作成 

内 容 相談窓口の案内、相談フロー紹介、事例 等 
対 象 トップアスリート（JOC 強化指定選手、パ

ラリンピアン等） 
配布先 ・各 NF、NTC 競技別強化拠点を通じたア

スリートへの周知・配布 
・JSC 主催会議等で対象者等への配布 

配布部数 パンフレット 3,590 部 
     ポスター 322 部 

イ．ＪＯＣ「Team JAPAN オフィシャルサイト」の 
更新 

ウ．アスリートへのアンケート調査 
対象者 オリンピアン・パラリンピアン等 
内 容 制度の認知度、暴力行為等に対する意識調査

有効回答数 オリンピアン等 174 名 
パラリンピアン 100 名 

主な結果 制度認知度 オリンピアン等 9.2% 
パラリンピアン 14.4% 

 

（２）スポーツにおけるドーピングの防止活動の推進に関わ

る業務 

っては、専任の独立部門は

設置せず、関連部署に横串

を通して設置する組織形態

とし、既存の業務と連携し

た効果的・効率的な事業展

開を図った。 
第三者相談・調査制度に

ついては、ポスターの新規

作成・パンフレットの内容

の充実（事例の記載）によ

り、制度の周知及びスポー

ツハラスメントの更なる理

解促進に努めるとともに、

アンケート結果を踏まえ、

新たな配布先を選定した。

また、関係団体からの紹介

により当第三者相談窓口を

認知頂くケースもあった。

対象案件１件は、特別委員

の協力を得ながら対応継続

中。 
アンチ・ドーピングに係

るインテリジェンス活動に

ついて、海外の先進事例調

査の内容も盛り込みつつ、

検討チームにおける最終報

告書を取りまとめ、課題を

明確化するとともに、その

内容を文部科学省に報告し

た。また、当該年度より開

始した規律パネルについて

も着実な運営を行った。 

JFA 等の関係機関と連携

し八百長防止のための啓発

を行ったほか、海外の会議

へ出席するなど、八百長・

違法賭博等の撲滅について

の国際的な状況の情報収集

を行い、スポーツ振興投票

の公正性を確保するための

取組を進めた。 

っているが、相談実績を踏まえ、一層の周知と

充実を期待する。 

ドーピングの防止活動の推進に関する

業務については、JADA と連携して、国内外

の事例及び我が国における体制強化・法令

整備等にする調査研究を行うとともに、検

討チームを設置し、最終報告書を取りまと

める等、インテリジェンス体制の構築・強

化を図った点は評価できる。 

以上のことから、中期計画に定められた

取組を確実に実施していることが認めら

れるため、「Ｂ」評定とする。 

 
 
＜今後の課題＞ 

第三者相談・調査制度窓口業務については、

トップアスリートの認知度を把握の上、速やか

な改善が図られるよう、効果的な周知方法を検

討・実施し、制度がより一層認知されることを

期待する。 
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・行政機関への情

報照会件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・規律パネル開催

回数 

 

〈その他の指標〉 

・スポーツ活動が

公正かつ適切に

実施されるため

に必要な業務の

①インテリジェンス活動関係 
（ア）アンチ・ドーピングに係るインテリジェンススキー

ム構築に向けた検討チーム 

平成 27 年 1 月 1 日に改訂された世界アンチ・ドーピン

グ規程を踏まえたアンチ・ドーピングに係るインテリジェ

ンス活動について、関係法規を遵守しつつ実践的に実施す

るため、憲法、行政法、個人情報保護法等の国内法遵守の

観点から学識経験者、弁護士等を交えて検討チームを開催

し、平成 28 年 3 月 23 日に最終報告書を取りまとめた。 

開催回数 6 回 

主な検討内容 

・個人情報保護法規（行政機関個人情報保護法、独立

行政法人等個人情報保護法、改正個人情報保護法） 

・公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構（JADA）

と JSC の役割分担 

・JSC 業務指針 

・関係機関との情報連携に向けた法規制物質とドーピ

ング禁止物質との関係整理 

・最終報告書 

（イ）行政機関への情報照会 

 ・インテリジェンス活動の一環として、行政機関に特

定競技者の情報を照会し、提供を受けた。 

   実施回数 1回 

（ウ）アンチ・ドーピングに資する規制薬物等調査作業部

会 

平成 28 年 3 月には、行政機関からのインテリジェンス

情報取得に向けて、「行政機関の規制する薬物」及び「世

界アンチ・ドーピング規程に基づく禁止表国際基準」に掲

載された禁止薬物等に関する重複関係の把握するため、薬

学の有識者から成る作業部会を設置し、調査・作業を開始

した。 
 開催回数 2回 

 

②日本アンチ・ドーピング規律パネル 

平成 27 年 4 月 1 日より日本アンチ・ドーピング規律パ

ネルの所管を開始した。 

同規律パネルは、日本アンチ・ドーピング規程により規

定された、ドーピング陽性事例等に基づく違反の主張に対

し、違反結果の検証と罰則規定を聴聞・審査する機関であ

る。 

規律パネル開催回数：9件 

これらを踏まえて、B評価

とする。 

 

＜課題と対応＞ 

第三者相談・調査制度は

前年度比で相談受付件数は

倍増したが、引き続き制度

の周知が必要である。 
アンチ･ドーピングにつ

いては、2020 年東京オリン

ピック・パラリンピック競

技大会等に向け、開催国に

求められるインテリジェン

ススキームの構築のため、

文部科学省のタスクフォー

スにおける検討状況と協調

し、検討チームにおける最

終報告書で提起された課題

を踏まえた取組を推進する

必要がある。また、行政機

関はじめ、国内外の各関係

機関への協力依頼を進めて

いく必要がある。 
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実施状況 

 

 

〈評価の視点〉 

業務内容の明確化

を図り、計画的に

実施されている

か。 

 

③諸外国におけるアンチ・ドーピングのインテリジェンス

活動及び規律パネル運用の動向に関する情報収集並びに

ネットワーク強化 

アンチ・ドーピングにおけるインテリジェンス活動及び

規律手続きの先進事例の情報収集及び国際的な情報共有

等の達成を図るためのネットワーク強化のため、関係会

議、セミナー等に参加した。 

（ア）世界アンチ・ドーピング機構常任理事会・理事会 

平成 27年 5月 11 日～12日（モントリオール/カナダ） 

平成 27 年 9 月 16 日（コペンハーゲン/デンマーク） 

平成 27 年 11 月 17 日～18 日（コロラドスプリングス

/アメリカ） 

（イ）UK Sport Resolutions 主催「Integrity and Athlete 

Welfare: Staying Ahead of the Game」 

期間：平成 27年 5月 14 日 

場所：英国・ロンドン 

（ウ）アンチ・ドーピングノルウェー主催「Optimizing the 

Competence in European Anti-Doping Tribunals」 

期間：平成 27年 8月 29 日から 9月 2日 

場所：オスロ/ノルウェー 

 (エ) iNADO 主催「TACKLING DOPING IN SPORT 2016」 

期間：平成 28年 3月 7日～3月 12 日 

場所：ロンドン/英国 

 

④関係機関に対するアンチ・ドーピングにおけるインテリ

ジェンス活動に関する情報提供等 

  スポーツ庁や JADA と連携し、文部科学省「アンチ･ド

ーピング体制の構築・強化に向けたタスクフォース」（平

成 27 年 12 月 14 日設置）に対して、検討チームでの最終

報告書の内容を説明するとともに、関係機関に対して、国

外におけるインテリジェンス活動の事例や国内で実施す

る際の法的課題に関する情報提供を行った。 

 

（３）スポーツ団体のガバナンス強化に対する支援 

※ Ⅰ－３－（B）「■ガバナンス強化に対する支援状況」

参照 

 

（４）スポーツ振興投票の公正性の確保に係る取組 

①関係機関との連携した取組 

（ア）JFA・Jリーグインテグリティセミナー2015 
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・目的 

八百長に対する知識と不正防止の意識向上を促す 

・開催日 

平成 27 年 10 月 7 日 

・講演者 

JFA、FIFA、FIFA EWS（FIFA 早期警告システム）、Kリ

ーグ（韓国プロサッカーリーグ）、JSC 

・参加者 

J リーグ全 52 クラブのコンプライアンス・オフィサ

ー（コンプライアンスに関わる責任者）、JFA、Jリー

グ、JFL、日本プロサッカー選手会（JPFA）、警察庁、

警視庁、スポーツ庁、JSC、2020 大会組織委員会 

（イ）Jリーグ新人選手、新入会クラブ、審判員、マッチ

コミッショナー等への研修 

期間：平成 28年 1月～2月 

②情報収集・ネットワーク構築 

 国際オリンピック委員会等の国際スポーツ組織における

違法賭博・八百長防止に関する国際会議に参加し、特に欧

州における関連施策の情報収集を進めるとともに、関係者

とネットワークを構築した。 

（ア）1st International Forum for Sports Integrity 

期間：平成 27年 4月 13 日 

場所：ローザンヌ/スイス 

（イ）第5回体育・スポーツ担当大臣等国際会議(MINEPS V)

フォローアップミーティング 

期間：平成 27年 9月 16 日～9月 17 日 

場所：ドーハ/カタール 

 

４．その他参考情報  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―５ 災害共済給付事業に関する事項 

業務に関連する政策・施

策 
・政策目標 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と

信頼される学校づくり 
  施策目標 2-4 健やかな体の育成及び学校安全の推進 

  

当該項目の重要度、難易

度 
国・学校の設置者・保護者の三者による互助共済制度として、全国

のほとんどの義務教育諸学校等が加入しており、重要度が高い。 
関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0078・0320 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

給付件数（件） － 2,135,456 2,101,749 2,109,280 2,108,161    予算額（千円） 1,128,476 1,244,800 1,142,187   
給付金額（千円） － 18,529,069 18,648,743 18,753,890 19,040,218    決算額（千円） 1,054,227 1,171,181 1,152,755   
災害共済給付審

査専門委員会で

の重要案件審議

件数（件） 

－ 404 422 403 413    経常費用（千円） 1,040,800 1,060,684 1,040,174   

重要案件の実地

調査件数（件） 
－ 209 212 205 222    経常利益（千円） 0 0 0   

不服審査審議件

数（件） 
－ 58 54 55 54    行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － －   

システム利用率

（%） 
－ 91.1 93.2 94.8 95.8    従事人員数 97.0 94.9 95.4   

※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 
※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ５ 災害共済

給付事業 

（１）審査機

能の充実を

図ることに

より、公正

かつ適切な

５ 災害共済給

付事業に関する

事項 

災害共済給付

制度は、学校の管

理下における災

害に関する給付

５ 災害共済給

付事業に関する

事項 

公正かつ適切

な給付を着実に

実施するととも

に、利用者サービ

〈主な定量的指

標〉 

・給付実績 

 

 

 

 

■災害共済給付の状況 
平成 27 年度は約 210 万件の給付を公正かつ適切に実施した。ま

た、各事務所で処理した重要案件や前例のない案件については、給

付事務総括部署でまとめ、審査の判断や考え方について共有を進め

るとともに、災害共済給付業務に関する実務研修を定期的に実施

し、審査スキルの向上を図った。 
不服審査会における審議結果及び決定経緯について、審査会後速

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
以下の取組により、

平成 27年度は約 210
万件の給付を公正か

つ適切に実施した。 
① 重要案件の審査

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
重要案件の審査については、外部有識者で構成する審査

委員会に付議し、必要に応じて実地調査を行うなど、公正

かつ適切な給付を実施している。 
不服審査請求については、外部有識者会議を含む不服審

査会を開催し、中立かつ公正に審査をしている。特に、よ
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給付を着実

に 実 施 す

る。 

を行う我が国唯

一の公的給付制

度として、学校、

学校の設置者を

はじめ児童生徒

等の保護者に定

着している実情

を踏まえ、公正か

つ適切な給付を

着実に実施する

とともに、利用者

サービスの向上

を図る。 
（１）公正かつ適

切な給付の実

施 

① 重要案件

等への対応 

重要案件

等の審査に

当たっては、

外部有識者

で構成する

審査委員会

に付議する

とともに、必

要に応じ、学

校及び学校

設置者の協

力のもと、担

当職員によ

る実地調査

を行う。 
② 不服審査

請求への対

応 

災害共済

給付の決定

に関し、学校

若しくは保

スの向上を図る。 
実施に当たっ

ては、関係団体及

び外部有識者で

構成する「学校安

全推進会議」及び

「学校安全業務

運営会議」を開催

するなど、学校安

全の関係機関等

との連携・協力を

通じて、意見・要

望等を把握する

ことにより、事業

を円滑かつ効果

的に実施する。 
（１）公正かつ適

切な給付の実

施 

① 重要案件

等への対応 
重要案件

等の審査に

当たっては、

外部有識者

で構成する

審査委員会

に付議する

とともに、必

要に応じ、学

校及び学校

設置者の協

力のもと、担

当職員によ

る実地調査

を行う。 
② 不服審査

請求への対

応  

災害共済

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・災害共済給付

審査専門委員

会での審議件

数 

 

 

 

 

 

 

 

 

・実地調査の件

数 

 

 

 

やかに各事務所へ情報共有することで、給付事務の円滑化を図っ

た。 
（災害共済給付件数及び給付金額）         （単位：千円） 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 

医療費 2,101,306 15,790,087 2,108,820 16,046,610 2,107,667 16,080,448 

障 害 見

舞金 
380 1,488,055 409 1,525,680 431 1,530,370 

死 亡 見

舞金 
63 1,370,600 51 1,181,600 63 1,429,400 

合計 2,101,749 18,648,743 2,109,280 18,753,890 2,108,161 19,040,218 

 
■災害共済給付審査専門委員会の開催状況 
障害見舞金及び死亡見舞金の支払請求に係るもののうち、医学的

その他専門的見解が必要と認められる案件等について、外部有識者

で構成される審査専門委員会に付し、適切に審査を行った。 
【委員会】 
各事務所に設置（仙台、東京、名古屋、大阪、広島、福岡） 

【構成員】 
10 名程度の外部有識者（内科・精神科・整形外科・眼科・歯科

等の医師、弁護士、教育委員会） 
【開催頻度】 
年 6 回 

【審議件数】  
区分 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 

審議件数（件） 422 403 413 
 
■実地調査の実施状況 
公正かつ適切な審査を実施するため、学校等の関係者との連携協

力のもと各事務所の担当職員による実地調査を実施。 
併せて、災害実地調査校における事故後の再発防止策の取組事例

等に関する情報収集と資料提供を実施。 
【調査対象】 
死亡案件、7 級以上の障害案件及び医療費案件のうち、業務管理

役が実地調査を行うことを適切と認める案件。 
【調査件数】 

区分 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 
調査件数（件） 212 205 222 

 

■不服の審査請求への対応状況 

にあたっては、災害

共済給付審査専門委

員会を各事務所年 6
回、合計36回開催し、

413 件付議すること

で適切に審査を行っ

た。 
② 各事務所の担当

職員による実地調査

を 222 件実施した。

併せて、災害実地調

査校における事故後

の再発防止の取組事

例に関する情報の収

集と提供を行った。 
③ 災害共済給付の

決定に関し、学校若

しくは保育所等の設

置者又は保護者等か

らあった54件の不服

の審査請求に対し、

外部有識者を含む不

服審査会を開催し、

中立かつ公正に審査

を実施した。 
④ より専門的な見

解を要する案件の増

加に対応するため、

新たな不服審査会委

員を委嘱するなど、

体制を整備した。 
⑤ 審査担当職員の

能力及び専門的知識

向上のため、統一研

修及び各事務所にお

ける職場研修を行う

とともに、重要案件

や前例のない案件に

ついて、審査の判断

や考え方の共有を行

り専門的な見解を要する案件に対し、新たな委員（医師）

を増員して対応しており評価できる。 
また、審査担当職員の能力向上及び専門的知識向上のた

めの実務研修を行う他、研修推進のための体制づくりにも

取り組んでいる。 
以上により、中期計画どおり、公正かつ適切な給付が実

施されており評価できる。 
制度の理解を促進するために開催した説明会等におい

て、参加者の理解度や要望を把握するための調査を実施し、

調査結果等を踏まえた給付制度の周知を行っている。また、

制度改正により新たに加入対象となった設置者等に対し

て、冊子や説明会等で周知を行っている。 
災害共済給付システムの運用については、性能維持及び

確実なデータ管理を行うとともに、平成２８年１月のシス

テム更新においては、不測の事態への対応を整備した上で、

安定的かつ遅滞なく実施を終了している。 
また、災害共済給付システムの利用促進においては、未

利用あるいは利用率の低い設置者等に対し重点的に利用促

進を図り、システム利用率を対前年度比１．０％改善して

いる。 
以上のことから、中期計画どおり、利用者サービスの向

上に向けた取組を実施していることが認められるため、

「Ｂ」評定とする。 
 
 
＜今後の課題＞ 
平成２７年度法改正により新たに加入対象となった保育

所等の設置者への制度の周知を引き続き推進するととも

に、対象拡大に伴う業務の増加に対し、職員に対する実務

研修、オンライン請求システムの普及等を通じて、業務の

質、利用者サービスの維持・向上を図ること、及び災害共

済給付の制度の広報に努め、請求事務等に関する情報を、

学校関係者等がわかりやすくかつ入手しやすい方法で提供

できるよう検討を行うことを期待する。 
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育所の設置

者又は保護

者等からの

不服の審査

請求に対し、

外部有識者

を含め構成

する不服審

査会におい

て審査を行

う。 
③ 審査担当

職員の資質

向上 

審査担当

職員の能力

及び専門的

知 識 の 維

持・向上を図

るため、実務

研 修 を 充

実・強化す

る。 
 

給付の決定

に関し、学校

若しくは保

育所の設置

者又は保護

者等からの

不服の審査

請求に対し、

外部有識者

を含め構成

する不服審

査会におい

て審査を行

う。 
③ 審査担当

職員の資質

向上 

審査担当

職員の能力

及び専門的

知 識 の 維

持・向上を図

るため、給付

事例のケー

ススタディ

等の実践的

な研修を重

点的に実施

する。 
実施に当

たっては、研

修を効果的

に推進する

ためのリー

ダーを職場

に配置し、定

期的に情報

交換会議を

開催するこ

とにより、研

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・不服審査審議

件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害共済給付の決定に関し、学校若しくは保育所等の設置者又は

保護者等からの不服の審査請求に対し、外部有識者を含む不服審査

会を開催し、中立かつ公正に審査を実施。 
必要があると認められるときは、あらかじめ学校安全アドバイザ

ーとして委嘱している外部有識者等から医学的見解を聴取。（4 名 

7 回） 
【構成員の強化】 
 精神疾患に関する審議案件数が増え、より専門的な見解を要する

こととなったことから、不服審査会委員として思春期メンタルヘル

スを専門分野とする医師を新たに委嘱し、外部有識者 3 名（弁護

士・医師）及び役職員 4 名の体制となった。 
【開催回数】 
 9 回 
【不服審査審議件数】 

区分 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 
審議件数（件） 54 55 54 

【審議案件に関する情報共有】 
 不服審査会における審議結果及び決定経緯について、各事務所の

給付事務担当者等への説明を原則 1 週間以内に行うことで情報共

有し、給付事務の円滑化を図った。 
 

■実務研修の実施状況 
審査担当職員の能力及び専門的知識向上のため、研修実施計画に

基づき、給付事務総括部署による統一研修及び各事務所における職

場研修を実施した。 
実施にあたっては、新たに各事務所に研修推進リーダーを任命

し、定期的（年 6 回）な研修推進リーダーミーティングの開催等に

より給付事務総括部署との連携体制をつくり、統一研修及び職場研

修を推進した。 
平成 27 年度の統一研修は、係長・専門職を対象とし、複雑な事

例（複数の障害が発生している案件等）の判断について、基準解釈

や判断ポイント、考え方について審査担当職員の資質向上を図っ

た。また、TV 会議システムによる研修に加え、給付事務総括部署

が各事務所において対面式で研修を実施し、集中的に疑問点の解決

や意見交換を行い、研修の充実を図った。 
さらに、研修してほしいポイントを事前に聴取し、解説内容に反

映した。 
研修推進リーダーを中心とした統一研修の内容の各事務所内へ

の共有及び職場研修で作成した資料の共有化により、効率的にスキ

ルアップできる仕組みを構築した。 

った。 
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修内容及び

教材の充実

等を図る。 

 

 

・研修会の開催

回数 

 

【平成 27 年度の取組】 
 ・全国の給付事務総括部署による統一研修 

開催回数 4 回  
参加者数 延べ 72 名（係長・専門職対象） 
研修内容 第 1 回 学校管理下の判断（通学中の判断） 

第 2 回 いじめ等による学校外での自殺 
第 3 回 脳又はせき髄損傷の障害状況の総合判断 
第 4 回 加重案件 

アンケート結果  
「とてもよかった」「よかった」という、理解に対す

るプラスの評価の合計 87.5％ 
 ・各事務所における職場研修 

開催回数 37 回 
参加者数 延べ 379 名 
研修内容 精神的な疾病審査の留意点、眼や耳の障害に関する

基礎知識、他の法令による給付等との調整 等 

 
 （２）学校及

び学校の設

置者等、利

用者に対し

ては、給付

事務の円滑

化及びシス

テムの安定

的運用等に

より、サー

ビス向上を

図る。 

（２）利用者サー

ビスの向上 

① 給付事務

の円滑化 

学校及び

学校の設置

者等の災害

共済給付制

度の理解を

促進し、給付

事務の円滑

化を図るた

め、学校及び

学校の設置

者等に対し、

新しいシス

テムを活用

した事務手

続きなどを

含めた給付

制度の理解

度調査を行

う。また、そ

（２）利用者サー

ビスの向上 

① 給付事務

の円滑化 

学校及び

学校の設置

者等利用者

に対し、給付

制度説明会

及びシステ

ム説明会等

を計画的に

実施するこ

とにより、給

付制度及び

請求事務手

続き等の理

解を促進し、

給付事務の

円滑化を図

る。 
平成２７

年４月施行

・給付制度の理

解度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■給付制度の理解度調査状況 
 制度の理解を促進するため、学校の設置者及び養護教諭を対象と

した給付制度説明会等を開催。なお、参加者の理解度及び要望を把

握するためアンケート調査を実施。 
【開催回数】 119 回 
【回答数】 4,111 名 
【理解度】「分かりやすい」「どちらかというと分かりやすい」 

という、理解に対するプラスの評価の合計 87.5％ 
 
■調査結果等を踏まえた給付制度の周知状況 
説明会で実施したアンケートにおいて、要望の多い事項（「公的

医療費助成制度」、「高額療養費制度」、「交通事故等の第三者加害行

為」）を把握し、平成 28 年度の各事務所統一の重点説明事項とした。 
また、給付金請求において不備の多い事項を周知し、確認を促す

ため、広報誌「学校安全ナビ」で「よくある不備と確認ポイント」

を掲載した。 
 

■法制度改正への対応 
【子ども・子育て支援新制度】（平成 27 年 4 月施行） 
＜平成 27 年度の契約対応＞ 
・市区町村特定保育事業担当部署及び既契約設置者に、地域型保

育事業の災害共済給付制度への加入について「事務連絡」を発

送し、周知を図った。 

説明会後に実施した

アンケート調査の結

果、参加者の理解度

は 87.5％であった。 
子ども・子育て支援

新制度（平成 27 年 4
月施行）等に伴う災

害共済給付制度の改

正について、事前に

通知やホームペー

ジ、制度説明会等で

関係者への周知を徹

底した。また、市区

町村担当部署及び特

定保育事業者向けに

制度周知パンフレッ

トを配布する等、制

度説明・加入促進に

努めた。 
災害共済給付オンラ

イン請求システムに

ついては、平成 28 年

1 月のシステム更新

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

56 



 

 

の調査結果

を踏まえ、給

付制度のよ

り一層の周

知を図る。 
② 災害共済

給付オンラ

イン請求シ

ステムの安

定的運用 

学校及び

学校の設置

者における

請求事務手

続きの省力

化、給付の迅

速化・効率化

を図るため

の災害共済

給付オンラ

イン請求シ

ステム（以下

「災害共済

給付システ

ム」という。）

を継続的・安

定的に運用

するととも

に、国の政策

に基づき災

害共済給付

制度の改正

等に対応す

る災害共済

給付システ

ムに改修す

る。 
③ 災害共済

給付システ

ムの利用促

予定の認定

こども園を

加入対象と

する災害共

済給付制度

改正に関し

て、設置者等

への周知を

図る。 
なお、利用

者の給付制

度及び事務

手続きの理

解度・要望等

を把握する

ため、説明会

等において

アンケート

調査を行う。 
② 災害共済

給付オンラ

イン請求シ

ステムの安

定的運用 

災害共済

給付オンラ

イン請求シ

ステム（以下

「災害共済

給付システ

ム」という。）

の性能維持

及び確実な

データ管理

を行い、利用

者に安全で

安定したシ

ステムによ

るサービス

を継続的に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・システム利用

率 
 
 
〈評価の視点〉 
公正かつ適切な

給付、利用者サ

ービスの向上に

資するものか。 
 
 
 
 
 

・NPO 法人家庭的保育全国連絡協議会から依頼を受けて、説明

会を実施した。 
・ホームページ、学校安全ナビ等を活用し、周知を図った。 
・契約・名簿更新手続きの期限について、平成 27 年度の特定保

育事業に限り、2 ヶ月延長し 7 月 31 日までとした。 
＜平成 28 年度に向けた対応＞ 
・各市区町村の地域型保育事業認可担当課に今後の情報提供等協

力の依頼をするとともに、認可済みの保育事業者の名簿の提出

を求め、加入対象となる特定保育事業者のデータベースを作成

した。 
・特定保育事業者向けの制度概要のパンフレットを作成・送付し、

未加入の特定保育事業者全てに直接周知した。 
・各市区町村の地域型保育事業認可担当窓口及び各都道府県の地

域型保育事業担当課にパンフレットを送付し、説明会での配布

や窓口来訪者への配布等を依頼した。 
・請求事務の円滑化を図るため、請求事務ガイドブックに特定保

育事業者向けのページを新たに設けた。 
【義務教育学校】（平成 28 年 4 月施行） 
平成 28 年 4 月から「義務教育学校」が新たな学校種として災害

共済給付制度の加入対象となるため、学校の設置者等関係者に対

し、通知及びホームページ（学校安全Ｗｅｂ）等で周知徹底を行っ

た。 
 
■災害共済給付システムの利用促進状況 
未利用あるいは利用率が低い設置者等に対して重点的な利用勧

奨を行うとともに、新任の養護教諭等へのシステム操作方法の習得

等を目的とした説明会等を 43 回開催。その結果、システム利用率

は前年度から比較して 1.0 ポイント改善することができた。 
区分 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

システム利用率(%) 93.2 94.8 95.8 

 
■災害共済給付システムの運用状況 
災害共済給付システムの性能維持及び確実なデータ管理を行い、

利用者に安全なシステムによるサービスを 365 日 24 時間安定的に

稼動。 
・定期メンテナンスの実施（年 1 回） 

 ・専用監視用端末での 365 日 24 時間体制のシステム監視 
 
■災害共済給付システムの改修状況 
１ 法令改正への対応 

に際し、進捗管理を

徹底し不測の事態へ

の対応を整備するな

ど、安定的かつ遅滞

なく実施した。 
運用状況において

は、性能維持及び確

実なデータ管理を行

い、年度を通してト

ラブルなく稼働させ

ることができた。 
また、災害共済給付

システムの利用促進

においては、未利用

あるいは利用率の低

い地域の学校設置者

等に対し、説明会等

を通して重点的に利

用勧奨を行ったとこ

ろ、システム利用率

を第 2 期中期計画期

末（平成 24 年度）か

ら比較すると 4.7 ポ

イント改善すること

ができた。 
 
これらを踏まえ

て、Ｂと評価する。 
 
 
＜課題と対応＞ 
公正かつ適切な給付

を着実に実施すると

ともに、業務の質の

向上を図るため、次

年度も引き続き計画

的な研修等人材育成

に努め、重要案件等

への対応、不服審査

請求への対応を行
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進 

災害共済

給付システ

ムに関して

学校及び学

校の設置者

に対し説明

会等を実施

し、災害共済

給付システ

ムの更なる

利用促進を

図り、特別な

事情がある

場合を除き、

中期目標の

期間終了時

までにオン

ラインによ

る請求の完

全実施を目

指す。 

提供する。 
今年度は、

平成２８年

１月に予定

しているシ

ステム更新

を確実に実

施する。 
③ 災害共済

給付システ

ムの利用促

進 

災害共済

給付システ

ムを利用し

ていない又

は特に利用

率が低い学

校の設置者

に対して、利

用勧奨を重

点的に実施

することに

より、オンラ

インによる

請求の更な

る利用率の

向上を図る。 

子ども・子育て関連 3 法の施行に伴う、認定こども園関係のア

プリケーション改修を行うことにより、災害共済給付業務及び学

校安全支援業務のより一層の効率化・迅速化を行い、利用者の利

便性の向上を図った。 

２ 新システムへの更新 
・現行システムの稼働環境に使用されている機器等が、平成 28 年

1 月に耐用年数の期限を迎えるため、機器等の更新を行うべく、

システム開発を計画的に行ってきた。 
・本システム開発は、理事を筆頭とする学校安全部役職員、コンサ

ル会社等で構成された、「第 3 期システム設計開発プロジェクト

チーム」により新システム開発に臨み、月例システム会議等によ

り進捗管理を徹底し、平成 28 年 1 月にシステムを更新した。 
・システムの移行にあたっては、システム開発の総合テスト工程移

行判定会議及び導入開始判定会議を開催し、新本番環境へのデー

タ移行を完了した。 
・コンテンジェンシープラン（不測事態対応計画）を策定し、新シ

ステム開発の最終導入作業期間においてトラブルが発生し、当初

の予定どおりに作業を継続できない場合、または、本番移行判定

会議においてサービス開始が適切でないと判断された場合の対

応を明確にして、不測の事態への対応を整備した。 
・日々進化する不正アクセスや改ざん等に対応するため、セキュリ

ティ専門業者による外部からの脆弱性診断（Web アプリケーショ

ン診断）を行い、システムの安全性を確保した。 
・平成 28 年 1 月に設計開発当初の計画通りリリースが完了し、設

置者・学校等の利用を制限するような不具合はなく、安定的に稼

動している。 
・システム改修内容については、学校の設置者等関係者に対し、通

知、ホームページ（学校安全 Web）、システムのお知らせ画面、

制度説明会及び広報誌「学校安全ナビ」（平成 27 年 9 月号、11
月号）で周知徹底した。 

 

う。また、利用者サ

ービスの向上を図る

ため、給付事務の円

滑化に取り組むとと

もに災害共済給付オ

ンライン請求システ

ムの安全かつ安定的

な運用を行う。 

 
４．その他参考情報  
 
 

58 



様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（１） スポーツに関する国内外の情報収集・分析及び提供 

業務に関連する政策・施

策 
・政策目標 11 スポーツの振興 
  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 
  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 
「スポーツ基本計画」に定める国際競技力の向上に向けた人材養

成、国際競技大会等の招致・開催等を通じた国際交流・貢献の推進

等に資するもので、平成 25 年に法人設置法が改正された項目であ

ることも踏まえ、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

組織間の覚書

(MOU) 締結数

（累計）（件） 

－ － 5 6 6    予算額（千円） 328,251 366,474 685,448   

配信メール数

（件） 
－ － 200 248 242    決算額（千円） 329,661 507,463 617,552   

データベース

登 録 情 報 数

（件） 

－ － 1,900 2,037 1,310    経常費用（千円） 329,459 504,712 620,204   

         経常利益（千円） △6,762 △15,820 △12,513   
         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － －   

         従事人員数（人） 11.1 12.3 13.0   
※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 
※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 
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３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 ６ スポーツ及

び児童生徒等の

健康の保持増進

に関する国内外

における調査研

究並びに資料の

収集及び提供等 

 スポーツ及び

児童生徒等の健

康の保持増進に

関する調査研究

並びに資料の収

集及び提供等を

行うため、次の事

業を行う。 

なお、ニーズの

把握に努め、必要

に応じて事業の

見直しを図る。 

（１）国内外の関

係機関とのネ

ットワークを

構築し、我が国

のスポーツ諸

施策の効果的

な推進と充実

に資する国内

外の情報の収

集・分析・提供

と研究を行う。 

 

６ スポーツ及び児

童生徒等の健康の保

持増進に関する国内

外における調査研究

並びに資料の収集及

び提供に関する事項 

スポーツ及び児童

生徒等の健康の保持

増進に関する調査研

究並びに資料の収集

及び提供を行うた

め、次の事業を行う。 

なお、ニーズの把握

に努め、必要に応じ

て事業の見直しを図

る。 

 

（１）スポーツに関

する国内外の情報

収集・分析及び提

供 

国内外の関係機

関との連携・ネッ

トワークの構築を

進め、国際競技力

の向上、国際競技

大会の招致・開催

の支援その他のス

ポーツに係る国際

交流・貢献の推進

など、我が国のス

ポーツ諸施策の効

果的な推進と充実

に資する国内外の

情報の収集・分

析・提供と研究を

行う。 

 

６ スポーツ及び児

童生徒等の健康の保

持増進に関する国内

外における調査研究

並びに資料の収集及

び提供等に関する事

項 

（１）スポーツに関

する国内外の情報

収集・分析及び提

供 

我が国のスポー

ツ諸施策の効果的

な推進と充実に資

するために、以下

の取組により、国

内外の情報の収

集・分析・提供と

研究を行い、それ

らの情報及び研究

成果等を、国やス

ポーツ団体、大学、

地域スポーツ関係

団体等の関係団体

に提供する。 

・スポーツ参加

促進、アスリー

トのキャリア形

成の支援、競技

性の高い障がい

者スポーツへの

支援の推進に係

る関係団体の連

携•協働の在り

方に関する調査

研究等を推進す

る。 

・海外の政府系

スポーツ機関等

〈主な定量的指

標〉 
・関係機関との組

織間の覚書

(MOU)締結数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・配信メール数 

・データベース登

録情報数 

 

 

■国内外の関係機関との連携・ネットワーク構築状況 

（１）国内外の関係機関との連携・ネットワークの構築 

①MOU（組織間の覚書）締結状況 

 H25 H26 H27 

新規締結数（件） 5 1 0 
MOU 締結数（累計）（件） 5 6 6 

 

・ 新規 MOU 締結に向けた調整・準備１件 

・ 既存 MOU 更新に伴う新規連携領域協議・調整 4件 

 

②複数国間連携ネットワーク構築・推進状況 

  H25 H26 H27 

新規構築数（件） 1 1 0 
複数国連携ネットワーク

数（累計）（件） 
1 2 2 

  

・ 新規複数国間連携ネットワーク構築に向けた準備１件 

 

③ MOU 等に基づく情報収集等の実施 

  H25 H26 H27 

海外機関国内受入 

プログラム（件） 
5 2 10 

情報収集・交換機会創出（件） 18 30 112 
海外講師招へい協力（件） 4 2 3 

  

・ 共同連携プログラム 5件 

・ 国際会議実施 2件 

・ 国際ワークショップ実施１件 

 

④JSC 国際戦略マスタープラン策定 

  ・JSC 内の海外ネットワークに関する実態調査を実施し、

国際活動の実態を把握。これを踏まえて、国際戦略マ

スタープランを策定（平成 27年 9月策定） 

 

（２）国内関係機関との情報ネットワークの運営 

文部科学省（スポーツ庁）、スポーツ統括団体、競技団体、

地域機関（スポーツ行政所管組織、地域スポーツ医・科学

センター等）等の関係団体で構成される情報ネットワーク

を運営し、エリートスポーツ政策分野の関連情報をメーリ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ｂ 

これまでに締結した関係

機関との組織間連携強化に

注力し、非公開情報を含め

た緊密な情報収集の機会の

創出を行った。これらの機

会を通じて、スポーツ庁を

含む関係団体・関係者によ

る、各種情報（各国スポー

ツ政策全般から、情報・医・

科学・テクノロジー、アス

リートパスウェイ、コーチ

ング、パラリンピックスポ

ーツ等のハイパフォーマン

ス関連領域、人材育成、ス

ポーツ参加促進、国際イベ

ント招致、国際貢献・開発、

デュアルキャリア等）の収

集・還流を促進した。特に、

リオオリンピック・パラリ

ンピック競技大会、選手村

内・村外拠点環境機能整備

に関する情報は、マルチサ

ポート戦略事業の村外拠点

設置に際して判断材料とな

った。また、新たな MOU 締

結に向けた準備を進めた

（１件・平成 28 年 8 月締結

予定）。 

 国内外の情報収集・分析

及び提供について、JSC が収

集した情報が、スポーツ庁

が委託するマルチサポート

戦略事業のターゲット競技

の選定、競技力向上事業基

本方針のための基礎資料、

JPC の 2020 年に向けた強化

戦略の基礎資料、IF 等役員

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
国内外の関係機関との連携・ネットワーク 

の構築を積極的に進め、国際競技力の向上、

国際競技大会の招致・開催の支援その他のス

ポーツに係る国際交流・貢献の推進などに関

する情報の収集・分析・提供及び研究を実施

し、その成果が他機関において有効に活用さ

れたことは評価できる。 

海外スポーツ統括機関との覚書を締結する

等により、国内外の関係機関との連携・ネッ

トワークの構築を進めている。 

特に、国際スポーツイベント等でのＮＦの

国際交流活動の支援を行い、国際機関やＩＦ

関係者とのコネクションを積極的に構築し、

IF 役員ポスト獲得や国際競技大会等の招致・

開催に係る情報の収集・分析を推進している。 

リオオリンピック・パラリンピック競技大

会及び選手村内・村外拠点環境機能整備に関

する情報は、マルチサポート戦略事業におけ

る村外拠点の設置に際して、判断材料となっ

たことは評価することができる。 
国際競技力の向上、国際競技大会の招致・

開催の支援その他のスポーツに係る国際交

流・貢献の推進などに関する情報の収集・分

析・提供及び研究を実施している。 
国際競技力向上に関する調査研究等について

は、スポーツ庁が競技力向上事業基本方針を

策定するための基礎資料として活用すること

ができた。 
アスリートのキャリア形成支援について

は、一元的に支援する実施体制の構築に向け

て、関係団体・機関等の連携・協働を推進し

たことは評価できる。 
スポーツ・フォー・トゥモロー・コンソー

シアム事務局の運営により、関係機関の連携

協力を促進するとともに、各国におけるスポ

ーツイベントの開催支援や学校体育カリキュ

ラムの策定支援などを行っており、スポーツ

60 



との持続的な情

報連携の枠組み

を構築及び活用

し、我が国のス

ポーツ諸施策の

品質向上及び新

たな施策開発に

資する海外のベ

ストプラクティ

ス情報の収集・

分析・提供を推

進する。 

・国際統轄機関

や国際スポーツ

団体、国連機関

等とのネットワ

ークを構築・強

化し、国際スポ

ーツ界における

我が国の影響力

の強化及び国際

競技大会等の招

致・開催の支援

その他のスポー

ツに係る国際交

流・貢献を推進

するとともに、

その在り方に関

する調査研究等

を行う。 

・エリートスポ

ーツやコミュニ

ティスポーツ等

に係るスポーツ

政策研究を推進

する。 

・我が国の国際

競技力向上の在

り方に関する調

査研究等を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・その他の関係機

関との連携件数 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の指標〉 
・スポーツに係る 

国際交流・貢献 

の推進などの情

報 の 収 集 ・ 分

析・提供と研究

の実施状況 

 

 

〈評価の視点〉 
我が国のスポーツ

ングリストにより配信。 

 H25 H26 H27 

配信メール数（件） 200 248 242 
データベース 

登録情報数（件） 
1,900 2,037 1,310 

 

・ スポーツインテリジェンスによる情報提供： 1,310（3/31

時点）本×1,566 アカウント、配信メール 242 

 

（３）スポーツ参加促進に関する情報収集等の状況 

子供や若者、女性、高齢者のスポーツ参加促進、障がい

者のスポーツ参加促進や障がい者競技スポーツの連携・協

働等に関する国内外の取組について、情報収集・分析およ

び提供を実施。 

海外情報の収集・分析（件） 363 
国内学会等調査（件） 7 
海外関係機関等ミーティング・国際学会等

調査（件） 
5 

文部科学省への情報提供（件） 67 
障がい者スポーツ団体等への情報提供（件） 3 

 

（４）その他の連携事業 

・国連 UNOSDP（「平和と開発のためのスポーツ局」）に職員 1

名を派遣。国連のスポーツを通じた国際開発に関する意向

や日本への期待等の情報を収集 

 

■国内外の関係機関との連携促進 

・海外統括機関と締結した MOU（組織間の覚書）に基く海

外・国内競技団体間の交流活動、組織間の情報交換・

共有（非公開情報も含めた密度の高い情報交換）、相互

の人的交流活動の創出・実施。 

・アジア強化拠点連合（Association of Sports Institutes 

in Asia：ASIA）の第一回コングレスを東京で企画・開

催・運営。 

・ブラジルオリンピック委員会との共同ワークショップ

の実施を通してリオ 2016 関連情報、自国開催における

レガシープラン等の非公開情報収集。 

・スポーツ国際開発領域での連携体制整備として国連機

関へ職員を派遣。スポーツを通じた国際貢献の分野に

おける日本のプレゼンス向上に繋がる枠組みを構築。 

 

■スポーツに関する国内外の情報収集・分析及び提供 

選挙対策に向けた文部科学

省（スポーツ庁）の事業推

進に貢献するなど、多様な

場面で重要な役割を果し

た。 

2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大

会組織委員会に対する支援

についても、組織委員会か

ら高い評価を得ており、我

が国のスポーツ政策立案関

係者等の重要な情報源とし

て機能している。 

 スポーツ政策研究は、特

に欧州のスポーツ政策情報

を調査研究し、海外の学会

への参加や発表、レポート

執筆等を通じてその成果を

国内の関係者に提供した。 

 このほか、スポーツ庁委

託事業においては、ローザ

ンヌの拠点を活用し IOC/IF

等との関係構築・強化し、

ローザンヌにおける日本の

プレゼンス向上に貢献する

とともに、昨年度から継続

して国際イベント等に参加

し、ブース出展を通じて新

規ネットワークの開拓を図

り、国際競技大会等の招

致・開催に向けた国際ネッ

トワークを拡充した。2020

年東京オリンピック・パラ

リンピック競技大会招致に

際して日本政府が公約した

「SFT」プログラムにおける

「戦略的二国間スポーツ国

際貢献事業」では、SFT コン

ソーシアム事務局の運営等

を通じて、各国におけるス

ポーツの価値向上に関する

取組のきっかけを創出し

に係る国際交流・貢献を推進している。 
以上のことから、中期計画どおり、スポー

ツに関する国内外の情報収集・分析及び提供

について適切に実施していることが認められ

るため、「Ｂ」評定とする。 
 
＜今後の課題＞ 

今後は、より効果的に情報の収集・分析・提

供が行えるよう、海外拠点の効果的な活用及

び国内外の関係機関との連携・ネットワーク

の質的向上を図ることを期待する。 
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諸施策の効果的な

推進と充実に資す

るものか。 

 

 

①スポーツ参加促進等に関する調査研究等 

・スポーツ参加促進に関する情報の収集・分析及び提供

を通じ、特にスポーツ庁担当者にはスポーツ・身体活

動による健康増進・医療費削減、女性のスポーツ参加

促進等の今後の政策・施策の検討に資する資料を提供

した。 

・障がい者のスポーツ参加促進や障がい者競技スポーツ

の連携・協働推進等に関する情報の収集・分析及び提

供を通じ、障がい者スポーツ団体（日本障がい者スポ

ーツ協会等）の関係者による諸外国の取り組みに関す

る認識を高めた。 

②スポーツに係る国際交流・貢献の推進 

・2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開

催準備支援として専門知識のあるスタッフを派遣（4

月〜3月）、IOC/IF 折衝、計画策定の円滑化に貢献。 

・国際イベント等でのネットワーク強化：2回 

・国際スポーツ団体及び国際スポーツイベントに関する

データベース基礎構築 

・他部署・他組織への情報提供及びコンサルティング：

43 回（外部組織案件：39。この内 2 件はメディアへの

情報提供） 

③国際競技力向上に関する調査研究等 

・国際競技力向上に関する調査分析結果は、文部科学省

（スポーツ庁）によるマルチサポート戦略事業（オリ

ンピック競技）及びマルチサポート戦略事業（パラリ

ンピック競技）のターゲット競技選定の根拠資料とし

て活用された。 

・スポーツ庁へ調査分析結果を提供し、平成 28 年度の競

技力向上事業基本方針における重点競技種目の選定に

当たっての基礎資料として活用された。 

・国内関係団体との情報ネットワークにより最新情報を

タイムリーに発信。 

・諸外国の公的資金による強化費配分の最新動向につい

て情報収集、提供。 

 

 ④スポーツ政策研究 

・欧州スポーツ政策情報研究 

我が国のスポーツ参加促進施策形成・見直しの一助と

なるような諸外国の事例について、主に欧州を中心とし

た以下の調査研究を行い、国内の関係者に提供｡また学会

発表などにより、外部への学術的情報提供を実施｡ 

１）調査研究の概要。 

た。また多くのメディアで

も紹介された。 

 これらを踏まえ、Bと評価

する。 

 

＜課題と対応＞ 

・2020 年東京オリンピッ

ク・パラリンピック競技大

会に対する社会的要請を踏

まえた取組の推進が必要で

ある。 

・国際連携活動を持続的に

運用するための基盤的体制

が必要であり、その充実を

図る。 

・スポーツ政策に資する情

報の収集・分析・提供は、

情報が個別に活用されてい

る段階であり、その成果の

体系化が必要である。 

・情報ニーズの多様化に対

応するため、情報コンテン

ツ・共有システムの充実が

必要である。 

・スポーツ政策研究の活性

化のために、研究者間の連

携強化を図る。 

・情報の分析・蓄積をさら

に進めるとともに、分析結

果の公表に努める。 
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ア 生涯スポーツ習慣実現のための手法に関する調

査研究： 

全ての国民がそれぞれの体力や状況に応じて

スポーツを行えるようなプログラムや、それを

実施する地域と学校の協働、また大規模競技大

会のレガシー形成に関する情報の収集・分析。 

イ  スポーツの組織と資源に関する調査研   

究： 

すべてのスポーツ参加者にとって「安全で楽

しくクリーンなスポーツ環境」を実現するため

の基盤となるような健全な組織や、限られた資

源を有効活用するための効果的なマネジメント

の在り方などに関する、社会科学の手法を用い

た情報収集と分析。 

２）上掲のテーマに関し､以下の活動を実施 

・学会等参加 18 回、視察 9 回､情報交換などによ

る海外機関との交流 14回 

・部内へのレポート 45本､短報 105 本 

・外部依頼による情報提供対応 16回 

・学会発表5回（すべて海外､うち第2筆者は1回）、

学術誌投稿 1回 

 

 

■スポーツ庁からの受託事業 

【国際競技大会情報ネットワーク形成支援事業】 

 国際スポーツ界における我が国のプレゼンス向上と国際競

技大会等の招致・開催の円滑化に向けた国際スポーツ団体等

とのネットワーク維持・拡大の推進。 

（１）国際競技大会等の招致・開催に係る情報収集及び発信、

海外ネットワークの強化推進 

 スイス・ローザンヌ市に設置した拠点を以下のとおり活用。 

・拠点活用：95 日（5月〜9月、11月～2月）。 

・国内スポーツ関係団体等の国際交流活動の支援（15団体、

計 10回） 

 

（２）国際スポーツイベントの機会を活用した日本のスポー

ツ情報の発信 

 ・国際会議等参加・情報収集・ネットワーキング：9回 

・国際イベントでのブース出展・PR 活動：3回 

 

（３）国内スポーツ関係団体の情報発信機能強化プログラム

の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜スポーツ庁からの受託事

業 項目別の課題と対応＞ 

【国際競技大会情報ネット

ワーク形成支援事業】 

情報収集・発信のさらな

る増加に努めるとともに、

日本のスポーツ情報のより

効果的な発信及び収集・分

析した情報の共有のため、

国内関係団体との連携をさ

らに強化する。 
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・国内スポーツ団体広報強化支援セミナーを開催：3回 

（日本オリンピック委員会、日本障がい者スポーツ協会日

本パラリンピック委員会、東京オリンピック･パラリンピ

ック競技大会組織委員会広報担当と連携） 

 

（４）今後の国際競技大会等の在り方に関する調査研究 

・大学研究者で構成される研究会を開催し（5 回）、今後の

大規模国際競技大会開催時に求められるビジョン、施策等

について検討、報告書を作成。 

 

【IF 役員ポスト獲得支援事業（Cタイプ）】 

IF 等役員ポスト獲得のための情報収集・分析に係る調査研

究を実施。 

（１）我が国のスポーツの繁栄に有効な IF等役員ポスト獲得

に関する調査・研究 

夏季オリンピック競技 IF（国際競技連盟）及び国際パラリ

ンピック委員会の規約を分析し、各組織の組織構造、各組織

内組織の権限、意思決定のプロセス等を個別に整理。 

 

（２）IF 等役員ポスト獲得に有効な戦略及び活動の調査・研

究 

各組織の理事、評議員、専門委員会委員等に就任するプロ

セスについて、IF 等ヒアリング調査（計 7 回）を実施し、個

別に整理。 

 

（３）IF 等役員ポスト獲得に向けた持続的体制構築に関する

調査・研究 

持続的にIF等役員ポスト獲得を推進していく体制構築を目

標として、他国（計 6 カ国）の役員ポスト獲得支援プログラ

ムについて調査研究を実施。 

 

（４）調査・研究結果の共有・発信 

・Bタイプ受託団体の日本オリンピック委員会が四半期毎に開

催（計 3 回）する「IF 役員ポスト獲得支援事業情報連絡会

議」において調査結果を共有。 

・IF 等役員選挙の実態、課題、他国の事例共有等を目的に、

日本オリンピック委員会又は日本障がい者スポーツ協会加

盟団体を対象としてシンポジウムを開催（34 団体 71 名、満

足度（基調講演 94.44％（満足 61.11％、少し満足 

33.33％）、パネルディスカッション 88.89（満足 66.67％、

少し満足 22.22％）％））。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【IF 役員ポスト獲得支援

事業（Cタイプ）】 

 調査対象の拡大と調査結

果の共有を強化する。 
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【スポーツキャリアサポート推進戦略】 

トップアスリートが競技引退後のキャリアパスについて、

現役中に将来に備えるデュアルキャリア教育と引退後のキャ

リア形成の両面から一元的に支援する体制の整備を図るた

め、関係団体・機関等の連携・協働を推進。 

（１）一元的に支援する実施体制の構築 

3 カ年でコンソーシアムを創設・稼働させることを目指し、

その創設に当たって、スポーツキャリアサポートコンソーシ

アム（仮称）の組織の在り方について具体的な方向性をまと

めた提言書を作成。また、アドバイザー育成に係る研修にお

いては、スポーツキャリアを専門とするアドバイザーを育成

するための研修コアカリキュラムの開発とそのトライアルを

実施。 

・コンソーシアム設置会議の開催：5回 

・実行委員会の開催：9回 

・アドバイザー育成英国トライアル研修：1回（1名） 

・アドバイザー育成国内トライアル研修：1回（8名） 

 

（２）デュアルキャリア意識改革プランの実施 

アスリートと保護者が学ぶ機会等、学校ではカバーできな

い領域のプログラムを実施し、教材及びファシリテーション

マニュアルを開発。アンケート結果から、プログラムを通し

てアスリートの将来への意識及び、保護者のデュアルキャリ

アに関する認知・理解が向上した。また、パフォーマンスラ

イフスタイルの満足度は 94％という結果となった。 

・地域アスリートキャリア支援プロジェクトトライアル実

施：2回（合計 99名） 

・パフォーマンスライフスタイルセミナー開催：1回（30名） 

 

（３）引退後のキャリア形成支援プラン 

アスリートの資質・能力にフォーカスした独自性のあるア

スリートのための職業能力育成研修プログラムを実施し、報

告書を作成。 

・職業能力育成研修プロジェクトトライアル実施：1回（3名） 

 

（４）情報の一元化とネットワーキング機会の創出 

情報ポータルサイトを開設し、スポーツキャリア・デュア

ルキャリアに関する定義付けを行い、国内外の情報及び調査

報告書を提供するとともに、ロールモデルの体験談などを交

えることで「セカンドキャリア」ではない「デュアルキャリ

ア」の考え方を提供。また、アスリートの「スポーツキャリ

ア」の在り方について、アスリート自身及びすべての関係者

 

 

【スポーツキャリアサポー

ト推進戦略】 

アスリートの「デュアル

キャリア」の意識啓発や引

退後のキャリア形成、それ

ら支援を一元的に実施でき

る体制の構築を図るべく、

スポーツキャリアサポート

に関わる各関係団体とさら

なる連携・協働進めていく

必要がある。 
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が現実の課題に対する共通認識を持つとともに、課題解決に

つながる新たなスポーツキャリア環境が日本に根づくことを

目的にアスリートキャリア・トーク・ジャパン 2016 を開催。

アンケート結果において、アスリート・キャリア・トーク・

ジャパンを通して本事業との連携に関心があると回答した関

係者は 99%。尚、本会議を通して全国体育大学連合の大学スポ

ーツ推進宣言においてデュアルキャリアに関する宣言が盛り

込まれた。 

・情報ポータルサイトの開設 

・アスリートキャリア・トーク・ジャパン 2016 の開催：1 回

（250 名） 

 

【戦略的二国間スポーツ国際貢献事業（スポーツ・フォー・

トゥモロー）】 

 「スポーツ・フォー・トゥモロー」（SFT）プログラムの円

滑な推進のための事務局機能と国際協力事業の企画立案を実

施。 

（１）効果的な SFT コンソーシアム運営支援 

会員間における事業のマッチングの斡旋、データベース

の活用、広報、各種会議の開催という事務局業務を通じて、

コンソーシアム会員数の増加、会員団体の国際協力事業の

件数の増加へ繋がり、最終的に裨益者増に貢献。 

・コンソーシアム会員の拡充 

 平成 27年度は 127 団体の会員を獲得。 

 H25 H26 H27 累計 

会員団体

（団体） 
- 53 127 180 

認定事業

（件） 
- 6 96 102 

認定事業裨

者数（人） 
- 2,971 57,886 60,857 

 ※認定事業稗益者数は H28.3.31 時点の見込み。 

・会員のコンソーシアム活用促進 

 会員団体が情報交換を行える機会の創出を図ると共に、会

員間における事業のマッチングを実現。 

・SFT 会員向けデータベースの活用 

 SFT 会員向けデータベースを 11月に稼動。168 会員、1,400

を超える事業数を登録。 

・広報、会員及び関係者への情報発信 

 国内メディア向けプレスリリース：33 件 

海外メディア向けプレスリリース：8件 

 ニュースレターの配信：3件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【戦略的二国間スポーツ国

際貢献事業：（スポーツ・フ

ォー・トゥモロー）】 

 さらなる会員の拡大・活

動の活性化、実績の効果的

な発信のため、会員と事務

局、会員間の情報共有の機

会を増やす。また、JSC 主体

のプロジェクトを通じて会

員が連携することでよりイ

ンパクトのある活動を実施

し裨益者数を増やす。 
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 SFT 公式 Facebook の活用：いいね 558 件 ※3/24 時点 

・SFT コンソーシアム運営委員会の開催 

 運営委員会：7回 

 全体会議：1回 

 会員交流会：1回 

 

（２）学校体育カリキュラムの国際展開 

・特定非営利活動法人ハート・オブ・ゴールドへの再委託に

より、カンボジアにおいて、中学校を対象とした学校体育

指導要領作成を通した体育科教育支援を実施。 

 

（３）スポーツイベント開催支援 

・公益社団法人日本プロサッカーリーグへの再委託により、

ネパールにおいて、子ども達を対象とするスポーツイベン

トを実施。 

・公益財団法人日本サッカー協会への再委託により、中央ア

ジアサッカー連盟の本部が所在するウズベキスタンタシュ

ケントにおいて、中央アジア 3 ヶ国及び日本の U16 代表に

よる国際大会を開催。 

 

（４）新たなスポーツ国際貢献モデルの検討 

・公益社団法人青年海外協力協会への再委託により、マラウ

イにおいて、日本特有のスポーツ文化である「運動会」を

用いたイベント開催支援を実施。 

・特定非営利活動法人ジャパンスポーツコミュニケーション

ズへの再委託により、インドにおいて、日本特有のスポー

ツ文化である「運動会」並びに「ラジオ体操」を用いたイ

ベント開催支援を実施。 

 

（５）その他の主な活動 

・オセアニア地域から各国内オリンピック委員会スタッフ等

を招へいし、オリンピックを始めとする国際大会でのチー

ムビルディングについての情報提供、意見交換を実施。 

・世界スカウトジャンボリーにおいてブース展開し、ワーク

ショップを実施。 

・障がい者スポーツプロジェクト「パラリンピック・ムーブ

メント促進のための体験型スポーツイベント〜パラスポー

ツクエスト〜」の実施。 

・ASEAN 地域の NPC を中心とした障がい者スポーツ促進のため

の研修プログラムの導入オリエンテーションの実施。 

 

・SFT プログラムの国際公約：100 カ国、1,000 万人以上 
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 戦略的二国間スポーツ国際貢献事業おける実績 

 H25 H26 H27 累計 

裨益国

（ヶ国） 
- 21 66 69 

裨益者数

（人） 
- 4,005 42,689 46,694 

※当該事業に加えて外務省実施の事業や認定事業により 
獲得した裨益者数が国際公約に対する実績として計上 
される。 

※裨益国数は、一部重複あり。 

 ※稗益者数は H28.3.31 時点。 

 
４．その他参考情報  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（２） 登山指導者の養成及び登山に関する情報の提供 

業務に関連する政策・施

策 
・政策目標 11 スポーツの振興 
  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 

  

当該項目の重要度、難易

度 
「スポーツ基本計画」に定めるライフステージに応じたスポーツ活

動の推進に資するもので、重要度が高い。 
関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

登山指導者養成

研修会の受講者

数（人） 

150 人以上 337 363 364 374    予算額（千円） 102,303 80,868 78,220   

伝達講習の受講

者数（人） 
－ 5,500 7,819 5,955 7,671    決算額（千円） 158,430 81,393 78,921   

一般登山者向け

公開講座の参加

者数（人） 

4,000 人以上 － 7,280 9,373 2,555    経常費用（千円） 102,543 82,286 79,690   

一般登山者向け

冊子の配布部数

（部） 

200,000 部

以上 
－ 200,000 300,000 300,000    経常利益（千円） △2,100 △5,133 △3,869   

救助活動従事者

養成研修会の受

講者数（人） 

40 人以上 51 54 51 48    行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － －   

         従事人員数（人） 2.9 3.0 3.0   
※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 
※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （２）登山事故を

未然に防止し、

健全な登山の

発展を図るた

め、高い資質を

有する登山指

（２）登山指導者の

養成及び登山に関

する情報の提供 

① 登山指導者等

の養成 

大学山岳部や

（２）登山指導者の

養成及び登山に

関する情報の提

供 

① 登山指導者等

の養成 

〈主な定量的指

標〉 

・研修会の受講者

数  

 

 

■登山指導者の養成のための研修会実施状況 
（1）登山指導者養成研修会等の開催 

（目標：受講者数年間 150 人以上） 
次の研修会を開催し、登山指導者を養成。 

  ・大学生登山リーダー養成コース 
  ・中高年安全登山指導者養成コース 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 国際機関が認定する国際

山岳ガイドの資格を有する

など、国内外の第一線で活

躍する講師を迎えて登山指

評定 C 
＜評定に至った理由＞ 
登山指導者養成研修会については、中期計画

どおり開催されており、受講者数も達成目標を

上回っている。救助活動従事者養成研修会も計

画どおり開催し、目標以上の人数が受講してい
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導者の養成を

行う。これらの

指導者と共に

安全に配慮し

ながら登山す

ることを促進

するとともに、

指導者にはそ

の属する組織

等の構成員へ、

技術・知識を伝

達・指導させ

る。また、指導

者 に よ る 伝

達・指導状況に

ついて調査を

行い把握し、山

岳遭難事故の

抑止に寄与す

べく、指導者養

成の改善を図

る。 

さらに、登山

者が自らの知

識を向上させ

て登山するこ

とができるよ

う、安全な登山

のための情報

を提供する。 

また、登山事

故が起きた場

合の被害の軽

減を図るため、

救助活動に従

事する者が、よ

り安全・確実に

救助作業に従

事するために

必要な技術・知

識の向上を図

中高年登山者の

指導者等の資質

の向上を図るた

めの研修会を開

催する。これら

の指導者と共に

安全に配慮しな

がら登山するこ

とを促進すると

ともに、指導者

にはその属する

組織等の構成員

へ技術・知識を

伝達・指導させ

る。また、山岳

遭難事故の抑止

に寄与すべく、

指導者による伝

達・指導状況に

ついて調査を行

い把握し、状況

に応じて伝達講

習等の見直しを

行う。なお、登

山に関する調査

研究の成果を研

修会等に活用す

る。 

・登山指導者養

成研修会の開催 

年間１５０人以

上を養成 

② 安全な登山の

ための情報の提

供 

登山スタイル

の多様化による

事故を防止する

ため、登山者が、

自ら知識を向上

させて登山する

大学山岳部や

中高年登山者の

指導者等の資質

の向上を図るた

めの研修会を開

催する。これら

の指導者と共に

安全に配慮しな

がら登山するこ

とを促進すると

ともに、指導者

にはその属する

組織等の構成員

へ技術・知識を

伝達・指導させ

る。また、山岳

遭難事故の抑止

に寄与すべく、

指導者による伝

達・指導状況に

ついて調査を行

い把握し、状況

に応じて伝達講

習等の見直しを

行う。なお、登

山に関する調査

研究の成果を研

修会等に活用す

る。 

・登山指導者養

成研修会の開催 

年間１５０人以

上を養成 

② 安全な登山の

ための情報の提

供 

登山スタイル 

の多様化による

事故を防止する

ため、登山者が、

自ら知識を向上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・伝達講習の受講

者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・公開講座の参加

者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

・冊子の配布部数 

  ・山岳遭難救助従事者コース 
  ・研修会指導者コース 

区分 H25 H26 H27 
コース数（コース） 4 4 4 
回数（回） 12 12 12 
開催日数（日） 50 51 50 
受講者数（人） 363 364 374 

（2）研修・講習内容の改善 
御嶽山の噴火など、一部で火山活動が活発化していること

から、研修会・講習会要項に「登山する前には気象庁発表の

最新火山情報を入手すること」を加え、その重要性を伝えて

いる。 
 
■指導者による伝達・指導状況 
（1）アンケート調査による状況把握 
 平成 26 年度に研修を受講した参加者（212 名）に対して

アンケート調査を実施し、参加者が所属する組織内外への技

術・知識の伝達状況を把握。 
区分 H25 H26 H27 

対象者（人） 217 236 212 
回答率（％） 66 64 58 
伝達講習受講者数

（人） 
7,819 5,955  7,671 

（2）伝達講習等の見直し状況 
 組織内への伝達講習は、研修参加者が所属する組織内のメ

ンバーに研修内容を伝えていることが確認でき、十分な成果

が見られる。 
なお、平成 26 年度からアンケートの配布・回収方法を改

善しメール等を利用して回収率の向上に努めている。 
 
■一般登山者向けの情報提供状況 
（1）公開講座の開催（目標：参加者数年間 4,000 人以上） 
 平成 25 年度から、公益財団法人日本山岳ガイド協会と連

携して公開講座を開催。 
区分 H25 H26 H27 

開催回数（回） 11 12 11 
参加者数（人） 7,280 9,373 2,555 
平成 26 年度までは、日本山岳ガイド協会等が共催する集

客力のある「夏山フェスタ」と同時開催されていたが、平成

27 年度は先方主催者の都合により別日程で開催されたこと

から目標を大きく下回った。 
（2）冊子の配布（目標：配布部数年間 200,000 部以上） 

導者養成研修会を開催し、

目標数を上回る大学山岳部

や中高年登山者の指導者を

養成するとともに、救助活

動従事者に対しても知識・

技術向上のための研修会を

開催し、目標人数以上を養

成した。 
また、平成 26 年度の研修

受講者に対してアンケート

調査を実施したところ、所

属する組織内での技術・知

識の伝達は十分に行われて

いることが確認できた。 
 安全な登山のための情報

提供としては、全国 11 会場

で公開講座を開催するとと

もに、一般登山者向け「安

全登山ハンドブック」を関

係機関に配布した。 
 平成 27年度は国内に限ら

ず、韓国の関係機関に対し

ても、登山事故の防止や安

全登山の普及に関する情報

提供を行った。 
 
これらを踏まえて、Ｂと

評価する。 
 
＜課題と対応＞ 
「山の日」の制定、登山

人口の増といった社会背景

の変化により、安全な登山

のための取組がより重要な

ものとなっている。 
研修修了者による技術・

知識の伝達については、今

後は組織外の一般登山愛好

家への伝達講習も活発に行

っていくよう、協力を要請

する。 

る。 
一方で、一般登山者向け公開講座はやむを得

ない事情があったものの、参加者数が昨年から

大幅に減少し、目標値も下回った。なお、一般

登山者向け冊子の配布数は達成目標を上回っ

ている。 
 以上のことから、ある程度我が国の登山指導

の充実・発展に寄与していると認められるもの

の、一般登山者向けの啓発事業で目標に大きく

届かない項目があったことから、「Ｃ」評定と

する。 
 
＜今後の課題＞ 
毎年遭難者数が過去最高を記録しており、よ

り一層、一般登山者向けの安全登山に関する情

報提供が求められている。その中で公開講座の

参加者数が大幅に減ってしまったことは大き

な課題であり、同時開催するイベントの主催団

体等と密接に連携を図るとともに、独自開催の

講座の効果的な告知、開催方法・場所等に関し

て、見直し・改善を期待する。 
登山者が自ら知識を向上させて登山するこ

とができるよう、一般登山者向け冊子も随時配

布先を見直すとともに、一般登山者への周知の

状況を把握することも期待する。 
また、登山者のニーズを的確に捉え事業の見

直しを随時図ることを期待する。 
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る研修会を行

い、その研修会

を通じ、消防や

警察等の職域

間の連携が十

分に図れるよ

う支援する。 

・登山指導者養

成研修会等の

開催 年間１

５０人以上を

養成 

・一般登山者向

け公開講座の

開催 年間４, 

０００人以上

を対象 

・一般登山者向

け冊子の配布   

年 間 ２ ０ ０ , 

０００部以上

を配布 

・救助活動従事

者養成研修会

の開催 年間

４０人以上を

養成 

 

ことができるよ

う、公開講座の

開催や冊子の配

布等を通じて安

全な登山のため

の情報を広く提

供する。 

・一般登山者向

け公開講座の開

催 年間４，０

００人以上を対

象 

・一般登山者向

け冊子の配布   

年間２００，０

００部以上を配

布 

③ 救助活動従

事者の養成等 

救助活動に従

事する者が、よ

り安全・確実に

救助作業に従事

するために必要

な技術・知識の

向上を図る研修

会を行い、その

研修会を通じ、

消防や警察等の

職域間の連携が

十分に図れるよ

う支援する。 

・救助活動従事

者養成研修会の

開催 年間４０

人以上を養成 

させて登山する

ことができるよ

う、国内外の関

係機関と連携

し、公開講座の

開催や冊子の配

布等を通じて安

全な登山のため

の情報を広く提

供する。 

・一般登山者向

け公開講座の開

催 年間４，０

００人以上を対

象 

・一般登山者向

け冊子の配布   

年間２００，０

００部以上を配

布 

③ 救助活動従事

者の養成等 

救助活動に従

事する者が、よ

り安全・確実に

救助作業に従事

するために必要

な技術・知識の

向上を図る研修

会を行い、その

研修会を通じ、

消防や警察等の

職域間の連携が

十分に図れるよ

う支援する。 

・救助活動従 

事者養成研修会

の開催 年間４

０人以上を養成 

 

 

 

 

 

・研修会の受講者

数 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の指標〉 

・登山事故防止と

安全登山のため

の情報提供の状

況 

 

 

＜評価の視点＞ 

各種研修や情報提

供が安全登山に寄

与するものである

か。 

平成 25 年度から、公益財団法人日本山岳ガイド協会と連

携して安全な登山のための冊子を配布。 
区分 H25 H26 H27 

配布数（部） 200,000 300,000 300,000 
 
■救助活動従事者養成研修会の開催状況 
（目標：受講者数年間 40 人以上） 

 警察・消防・自衛隊・民間救助組織において山岳遭難救助

に携わる者を対象に研修会を開催。受講者はそれぞれの所属

先で救助活動に従事。 
区分 H25 H26 H27 

回数（回） 1 1 1 
受講者数（人） 54 51 48 

 
■国内外の関係機関との連携状況 
・大韓民国国立公園管理公団北漢山生態探訪研修院との協

約書に基づき、登山事故防止と安全登山の普及のための情

報提供等を実施。 
・平成 27 年 5 月 10 日～15 日の間、団長外 5 名が大韓民

国国立公園管理公団北漢山生態探訪研修院を訪問し、登山

学校講師との北寒山及び雪岳山合同登攀や登山関係施設

視察、情報交換等を通じて、日韓両国の健全な登山活動の

発展に寄与できるよう相互理解を深めた。また、本交流事

業とは別に、北漢山生態探訪研修院から登山研修所主催の

講師研修会で遭難救助技術について研修を深めたいとの

強い要望があったため、平成 27 年 9 月 29 日～10 月 4 日

の期間、韓国登山学校長外 5 名を招聘した。 

安全登山の情報を提供し

ている公開講座は、参加者

数年間 4,000 人以上の目標

を大きく下回ったため、今

後は、本公開講座の開催を

より広く周知するととも

に、開催会場（回数）の確

保と一回当たりの参加者数

を増やし、目標を達成する

必要がある。 

 
４．その他参考情報  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（３） 事業の成果を活かしたスポーツに関する情報提供 

業務に関連する政策・施

策 
・政策目標 11 スポーツの振興 
  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 

  

当該項目の重要度、難易

度 
「スポーツ基本計画」に定めるライフステージに応じたスポーツ活

動の推進及び地域スポーツ環境の整備に資するもので、重要度が高

い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間

最終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

講習会等の開

催件数（回） 
4 6 6 6 6    予算額（千円） 64,118 70,784 82,835   

         決算額（千円） 92,800 92,439 118,623   
         経常費用（千円） 92,800 93,200 142,933   
         経常利益（千円） 24,276 68,119 48,360   
         行政サービス実施コ

スト（千円） 
― ― ―   

         従事人員数（人） 3.0 3.0 4.5   
※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 
※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （３）これまでの

国際大会など

の開催実績か

ら得られたノ

ウハウ等を活

用し、スポーツ

ターフの維持

管理等の情報

の提供を行う

ことにより、地

域のスポーツ

施設の環境整

（３）事業の成果を

活かしたスポー

ツに関する情報

提供 

① 施設維持管

理情報等の提

供 

スポーツの

普及・振興に資

するため、スポ

ーツターフの

維持管理方法

（３）事業の成果を

活かしたスポーツ

に関する情報提供 

① 施設維持管

理情報等の提

供 

ア スポーツ

の普及・振興に

資するため、次

に掲げる研修

会等を開催し、

スポーツター

〈主な定量的指

標〉 

・講習会等の開催

件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

■講習会等の開催状況 

（１）関係団体と連携した講習会等の開催 

・（公財）日本体育施設協会との共催事業 

H25 H26 H27 

6 回 6 回 6 回 

※H27 年度実績内訳 

全国体育施設研究協議大会 1回（参加者 345 名） 

水泳指導管理士養成講習会 1回（受講者 79名） 

体育施設管理士養成講習会 2回（受講者 175 名、139 名） 

トレーニング指導士養成講習会 1回（受講者 95名） 

体育施設運営士養成講習会 1回（受講者 136 名） 

（２）各種スポーツ教室の開催 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
施設維持管理情報等の提供

については、主催講習会等 2

回・共催講習会等 6 回、スポ

ーツ教室 2 種類を実施し、施

設管理運営に関する情報提供

及びスポーツの普及振興に努

めた結果、参加者から高い満

足度を得ることができた。 

また、ホームページを通じ

て一般向けに情報を提供する

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
施設の維持管理等に関する研修会を

２回主催している他、（公財）日本体育

施設協会との共催により、全国体育施設

研究協議会などを６回開催しており、

JSC が有する施設維持管理情報等の提

供に取り組んでいることが認められる。 
また、研究・支援活動の成果の還元に

ついては、JISS におけるトップアスリ

ートに対するスポーツ医・科学支援活動

や研究活動の成果が人々の日常のスポ
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備などを支援

する。 

また、国際競

技力の向上に

係るスポーツ

医・科学の研

究・支援活動の

成果をスポー

ツ事故・外傷・

障害等の防止

等に活用し、

人々の日常の

スポーツ活動

に広く還元す

る。 

 

等、これまでの

施設管理運営

から得た維持

管理方法に関

する情報提供

を行い、地域の

スポーツ施設

等の環境整備

を支援すると

ともに、関係団

体と連携して

講習会等を開

催し、指導者養

成や生涯スポ

ーツの振興を

図る。 

講習会等の

開催 年４回

程度 

② 研究・支援活

動の成果の還

元 

国際競技力

の向上に係る

スポーツ医・科

学の研究・支援

活動の成果を

ス ポ ー ツ 事

故・外傷・障害

等の防止等に

活用するため、

ホームページ

等を通じて情

報提供するこ

とにより、人々

の日常のスポ

ーツ活動に広

く還元する。 

 

フの維持管理

方法等、これま

での施設管理

運営から得た

維持管理方法

に関する情報

提供を行い、地

域のスポーツ

施設等の環境

整備を支援す

る 

・主要スタジア

ム情報交換

会 

  ・スポーツター

フ維持管理

研修会 

イ 関係団体

と連携して次

に掲げる講習

会等を開催し、

指導者養成や

生涯スポーツ

の振興を図る。 

・全国体育施設

研究協議大

会 

  ・水泳指導管理

士養成講習

会 

  ・体育施設管理

士養成講習

会 

  ・トレーニング

指導士養成

講習会 

  ・体育施設運営

士養成講習

会 

  ・各種スポーツ

教室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 H25 H26 H27 

代々木競技場 

水泳教室 

在籍者数（人） 1,947 2,539 2,498 

参加者数（人） 17,997 21,577 23,108 

代々木競技場 

フットサル教室 

在籍者数（人） 694 640 653 

参加者数（人） 13,685 14,720  18,074 

 

■スポーツ博物館・図書館を活用した情報提供 

区分 H25 H26 H27 

博物館入場者数（人） 27,968 3,939  - 

図書館入場者数（人） 852 27 17 

博物館資料貸出数 

(上段:件、下段:点) 

13 19 9 

89 539 122 

※陸上競技場建替のため、スポーツ博物館は平成 26 年 5 月 7 日か

ら休館、また図書館は平成 27 年 12 月から平成 28年 1 月まで一

時休館、それ以降は事前予約の上、閲覧・複写サービスを実施 

 

■スポーツミュージアム連携・啓発事業 

  2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、

当館や国内のスポーツ博物館が所蔵する貴重なスポーツ資料を

広く国内外の人々に伝える取組として、文化庁文化振興補助金

（31,809 千円）を活用し、実行委員会を組織して、以下の事業

を実施。 

（１）日本のオリンピック歴史を伝える地域と連携した巡回展事業 

 ・当館の所蔵資料を活用したオリンピックレガシーに対する国民

の関心の醸成及び全国各地の巡回展施設との協働による地域の

活性化・地域貢献の推進を図るため、巡回展を実施 

・将来のスポーツミュージアムの在り方についての理解の推進を

図るため、シンポジウムを実施。 

区分 会場 
開催期間 入場者数

（人） 

和歌山会場 フォルテワジマ 9/5～10/27  7,832 

宮城会場 東北歴史博物館 1/23～3/13  8,212 

シンポジウム 東京国際フォーラム 10/10    87 

  

（２）国内外のスポーツミュージアム情報収集事業 

・国内外のスポーツ博物館との連携を図るため、国内外のスポー

ツ博物館の実地調査及び国内のスポーツ資料を所蔵している機

関へのアンケート調査を通して、スポーツ資料等に関する情報収

集を実施。 

区分 調査機関数 

実地調査 9 機関（国外 5、国内 4） 

ことにより、スポーツ医・科

学の研究・支援活動の成果を

日常のスポーツ活動へ還元す

ることができた。 

その他、スポーツミュージ

アム連携・啓発事業では、地

域の博物館と連携した巡回展

やアンケート調査の情報提供

等を通じて、スポーツ文化を

広く国民に発信し、スポーツ

に対する興味や関心を持って

いただく機会を提供した。 

 
これらを踏まえて、Ｂと評

価する。 
 
 

＜課題と対応＞ 
国立競技場の運営ノウハウ

等を活かし、国内主要スタジ

アムへの施設の管理運営等に

関する情報提供を行い、地域

のスポーツ施設の環境整備を

支援していく必要がある。 
また、スポーツ資料を有効

活用するため、引き続き地域

と連携した巡回展等により情

報を発信していく。 
 
 
 

ーツ活動に広く還元されるよう、ホーム

ページを活用して効果的な内容に重点

化して取り組んでおり、アクセス件数

が、昨年度と同水準であることは評価す

ることができる。 
以上のことから、中期計画どおり、施

設管理運営やスポーツ医・科学の研究支

援活動の成果を、講習会やホームページ

等を通じて情報提供は適切と認められ、

「B」評定とする。 
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ウ 秩父宮記

念スポーツ博

物館が所蔵す

る資料を、全国

各地の大学・博

物館・公共機関

等に貸出し、ス

ポ ー ツ の 普

及・振興を図

る。 

 

② 研究・支援

活動の成果の

還元 

サポートや

研究成果をわ

かりやすくま

と め た 資 料

や、アスリー

トのための栄

養管理に関す

るレシピをホ

ームページに

掲載する等、

研究・支援の

成果などの一

般に向けた情

報提供を積極

的に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈その他の指標〉 

・施設管理運営か

ら得た維持管理

方法に関する情

報提供の状況 

 

 

アンケート調査 507 機関 

・実地調査の結果、各館の資料の収蔵、収集状況や館の運営にか

かる課題の把握により、スポーツ博物館同士が連携し、課題解決

のための情報ネットワークの構築が必要であることが判明。 

・アンケートの調査の結果、回収数は 301 機関（59.3％）であり、

301 機関のうち、スポーツ資料を所蔵していると答えたのは、全

体の 77.4％に当たる 233 機関、うちオリンピック資料を所蔵し

ている機関は全体の51.2％に当たる154機関であることが判明。 

 

このアンケート調査からオリンピック・パラリンピック・国体の

資料の所在や傾向についてその一部を把握することが可能となっ

たこと、また目録・リスト化出来ている機関の少なさが明らかとな

り、未回答や不明と回答してきた機関の割合が多いことから資料の

管理方法について課題を抱えている機関が多いことが判明。 

 

（３）オリンピック資料を後世へ伝える人材育成事業 

 ・スポーツ博物館が収蔵するオリンピック資料を活用し、日本の

オリンピックに関する歴史や実物資料を後世に確実に伝えてい

ける人材育成を目的として、博物館職員もしくは大学教官の指導

のもと、学生によるオリンピック資料のデジタルアーカイブ化を

実施。とりわけ、スポーツ博物館設置に向けて、スポーツを学際

的に研究する体制が整備されている中京大学へ協力を依頼。 

場所 作業日数（日） 
参加学生数

（人） 

資料目録数

（件） 

中京大学 23 26  13,100 

綾瀬倉庫 29 7 4,349 

計 52 33 17,449 

 ・スポーツ博物館が収蔵するオリンピック資料を研究等に活用す

るため、資料の 3Ｄデジタル化を実施。凹凸が見えるようにする

ためにはかなりの高度な技術が必要であることが判明したため、

専門業者に作業を委託。 

3Ｄデジタル化データ数  31 点 

 

■施設の維持管理方法に関する情報提供 

国内主要スタジアムの施設管理・運営担当者を対象に、芝生の管

理方法や施設の管理運営の方策等を検討する研修会等を開催。 

（１）主要スタジアム情報交換会 

（平成 28年 1月 21～22 日／会場：エコパスタジアム） 

参加者：40施設 131 名 

内 容：基調講演 

『ラグビーワールドカップの魅力について』 

分科会（スポーツターフ部門・管理運営部門） 
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・スポーツ医・科

学の研究・支援

活動の成果の情

報提供の状況 

 

 

＜評価の視点＞ 

地域のスポーツ施

設の環境整備を支

援したか。 

人々の日常のスポ

ーツ活動に広く還

元したか。 

満足度：「参考になった」「大変参考になった」 

合わせて 90.5％ 

（２）スポーツターフ維持管理研修会 

（平成 27年 7月 2日／会場：Shonan BMW スタジアム平塚） 

参加者:20 施設 44 名 

内 容：事例発表・講演 

満足度：「満足」「やや満足」合わせて 90.6％ 

 

■ホームページ等を活用した成果の普及状況【再掲】 

ホームページを活用し、研究・支援の成果を一般の方にもわかり

やすく提供。 

区分 
件数（件） 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

「アスリートのわいわいレシピ」

アクセス数（件） 

（アスリートのための食事メニュ

ー） 

35,158 33,740 26,685 

「サポートのたね」アクセス数

（件） 

（サポートに役立つ研究成果） 

5,958 11,179 9,181 

「ニュースレター」配布数（部） 

（ＪＩＳＳの活動内容を伝えるニ

ュースレター） 

4,114 2,321 2,489 

※「アスリートのわいわいレシピ」：月 1回更新 

※「サポートのたね」：平成 27年度は 1回更新 

※「ニュースレター」：年 1回発行 

  

 
４．その他参考情報  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（４） 学校安全支援業務 

業務に関連する政策・施

策 
・政策目標 2 確かな学力の向上、豊かな心と健やかな体の育成と

信頼される学校づくり 
  施策目標 2-4 健やかな体の育成及び学校安全の推進 
・政策目標 11 スポーツの振興 
  施策目標 11-1 子供の体力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 
閣議決定「学校安全の推進に関する計画」に定める学校安全計画・

安全点検、及び「スポーツ基本計画」に定める子供のスポーツ機会

の充実（安全性の向上）に資するもので、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

情報提供に関

する学校関係

者からのプラ

ス評価（％） 

80％以上 － 98.9 99.15 99.03    予算額（千円） 521,083 742,073 891,385   

ホームページ

掲載数（件） 
70 件程度 － 83 87 86    決算額（千円） 504,471 763,940 909,871   

         経常費用（千円） 558,557 564,627 649,593   
         経常利益（千円） △9,987 △24,124 △19,740   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － －   

         従事人員数 12.9 13.1 12.8   
※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 
※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 主担当部署 
 （４）「学校安全

の推進に関す

る計画」（平成

２４年４月２

７日閣議決定）

（４）学校安全支援

業務 

「学校安全の

推進に関する計

画」（平成２４年

（４）学校安全支援

業務 

学校における

事故防止のため

の取組みを効果

〈主な定量的指

標〉 

・情報提供に関す

る学校関係者か

らのプラス評価 

■情報提供の達成状況 

・学校関係者等に対して、学校災害防止調査研究や「教材

カード」等の取組みが児童生徒等の事故防止の観点から有

意義な情報提供であったかについて、アンケート調査を実

施。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
災害事例等の整理・分析

については、「学校の管理下

の災害」を発刊し、学校関

評定 Ｂ 
＜評価に至った理由＞ 
 災害事例等の整理・分析については、「学校

の管理下の災害」を発刊し、学校関係者に提

供するとともに、ホームページに掲載し、安
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及び「スポーツ

基本計画」（平

成２４年３月

３０日文部科

学大臣決定）に

基づき、災害共

済給付事業の

実施によって

得られる災害

事 例 等 を 整

理・分析し、学

校関係者等に

分かりやすく

提供すること

により、学校に

おける事故防

止のための取

組を支援する。 

 

４月２７日閣議

決定）及び「ス

ポーツ基本計

画」（平成２４年

３月３０日文部

科学大臣決定）

に基づき、災害

共済給付事業か

ら得られる災害

事例等を、学校

における事故防

止対策に活用で

きるよう整理・

分析し、学校関

係者等に分かり

やすく提供す

る。 

実施に当たっ

ては、学校関係

者等のニーズを

的確に把握する

とともに、国、

関係団体、研究

機関及び専門家

等との連携・協

力並びにセンタ

ー内のスポーツ

医・科学分野の

資源の活用を図

る。 

① 災害事例等

の整理・分析 

災害共済給

付事業から得

られる災害事

例及び実地調

査等により収

集した情報を

整理・分析し、

「災害統計調

的に支援するた

め、災害共済給

付事業の実施に

よって得られる

災害事例等を整

理・分析し、学

校関係者等に分

かりやすく提供

する。 

実施に当たっ

ては、関係団体

及び外部有識者

で構成する「学

校安全推進会

議」及び「学校

安全業務運営会

議」を開催する

など、学校安全

の関係機関等と

の連携・協力を

通じて、意見・

要望等を把握す

ることにより、

事業を円滑かつ

効果的に実施す

る。 

① 災害事例

等の整理・分

析 

災害共済給

付事業から得

られる災害事

例及び実地調

査等により収

集した情報を

整理・分析し、

「学校の管理

下の災害」を

作成し、学校

における事故

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学校災害防止に

関する情報のホ

ームページ掲載

数 

 

 

 

 

 

〈その他の指標〉 

・災害共済給付事

業から得られる

災害事例等の整

理、分析、提供

状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査対象：都道府県教育委員会・医師会・学校関係団体等 

回答数：205 団体 

調査結果 

    ・「大変有意義である」という回答の割合 

：80.98％ 

    ・「有意義である」という回答の割合  

：18.05％ 

    プラス評価の合計が 99.03％となり、目標の「80％
以上」を達成。 

 

・教材カードをタイムリーに掲載（5 月に熱中症予防、9 月

に組体操について掲載）する等、ホームページに掲載する

学校災害防止のための有用な情報等の新規又は更新件数

は、86 件となり、目標の年 70 件を達成。 

 区分 Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ 
ホームページ

掲載数 
83 87 86 

 

 

■関係団体連携 

関係団体との諸会議を通じて、学校関係者等への事故防止

情報の提供と活用方策について意見交換を行い、意見・要望

を把握した。 

会議名 構成 
委員数 

団体数 

学校安全 

推進会議 

・日本医師会等医療関係団体 

・全日本中学校長会等学校関

係団体 

・外部有識者 

15 名 

学校安全業務 

運営会議 

・各都道府県医師会等の医療

関係団体 

・教育委員会、小・中・高等

学校長会、幼稚園協会、保育

協会、PTA 連合会等の学校関

係団体 

23 都道府

県 

277 団体 

(平成 27
年・28 年

の 2 年間

で全国一

巡予定) 

学校安全部 

連絡協議会 

・各都道府県教育委員会及び

指定都市教育委員会 
65 団体 

学校安全情報 ・教育委員会、安全担当教員 13 名 

係者に提供するとともに、

ホームページに掲載し、安

全教育の資料として広く活

用されるよう公表した。 

調査・研究の推進につい

ては、体育活動中の事故に

よる死亡等の重大事故を防

止するため、「スポーツ事故

防止対策推進事業」を実施

した。外部有識者で構成す

る「スポーツ事故防止対策

協議会」を設置し、災害共

済給付から得られる事故事

例の分析、現地調査の実施、

スポーツ事故防止対策推進

会議（セミナー）開催によ

り、都道府県教育委員会及

び関係団体との研究協議と

情報共有を行った。 

学校関係者等への情報提

供については、スポーツ事

故防止ハンドブック・ＤＶ

Ｄ等を配布するとともに広

報誌「学校安全ナビ」で定

期的に周知した。 

教材カードを毎月掲載す

る等、学校災害防止のため

の有用な情報等を 86 件ホ

ームページに掲載し、目標

の 70 件を上回った。 

 その結果、情報提供に対

する学校関係者等の満足度

は 99.03％であった。 

 
これらを踏まえて、Ｂと

評価する。 
 
＜課題と対応＞ 
 全国の都道府県教育委員

会、医療関係団体及び学校

全教育の資料として広く活用されるよう公表

している。 
 調査・研究の推進については、「スポーツ事

故防止対策推進事業」を実施し、外部有識者

や関係機関との連携により、その時々の課題

を踏まえた研究課題を設定・実施している。 
 学校関係者等への情報提供については、「ス

ポーツ事故防止対策推進事業」の成果や教材

カード等の学校災害防止のための有用な情報

を定期的にホームページに掲載し、また、説

明会や諸会議、広報誌等により、災害共済給

付システムの利用及び統計情報の活用方法に

ついて広報に努めるなどの取組の結果、学校

関係者からは目標値を上回る９９．０３％の

プラス評価を得ている。 
 以上により、中期計画どおり、災害共済給

付事業から得られる災害事例等を、学校にお

ける事故防止対策に活用できるよう整理・分

析し、学校関係者等にわかりやすく提供して

いると認められるため「Ｂ」評定とする。 
 
 
 
＜今後の課題＞ 
調査研究や学校関係者への情報提供にあた

り、大学や研究機関、専門機関、その他関係

団体等との連携を図り、助言等を受けながら、

学校管理下の災害減少という目的を意識した

取組を行うとともに、提供した内容について

の学校現場における利用状況を踏まえた更な

る活用促進を図ることを期待する。 
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査」及び「死

亡・障害事例

集」を毎年度

作成する。 

② 調査・研究

の推進 

学校災害防

止のための調

査・研究につ

いては、体育

活動中の事故

及び通学中の

事故などその

時々の課題並

びに学校関係

者のニーズ等

を踏まえ、研

究課題を設定

する。 

実施に当た

っ ては 、医

学・歯学、教

育、学校安全

等の外部有識

者 を含 めた

「学校災害防

止調査研究委

員会」の体制

充実、関係機

関との連携強

化及び内部体

制の充実を図

る。 

③ 学校関係者

等への情報提 

供 

学校災害防

止のための有

用な情報及び

調査・研究成

防止対策に活

用できるよう

周知する。 

② 調査・研

究の推進 

「学校災害

防止調査研究

委員会」に調

査・研究課題

に応じた専門

部 会 を 設置

し、学校にお

ける事故防止

対策の実践に

有用な調査・

研究を重点的

に推進する。 

・調査・研

究課題は、

学校安全推

進会議の意

見や学校関

係者のニー

ズ 等 を 鑑

み、「学校災

害防止調査

研 究 委 員

会」におい

て、体育活

動中の事故

な ど そ の

時々の課題

並びに災害

事故データ

の分析手法

等 に つ い

て、外部有

識者の意見

等 を 踏 ま

え、決定す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スポーツ事故防

止対策推進事業

の成果普及・展

開 

 

 

 

 

 

の提供に関す

る協力者会議 

及び養護教諭等 

（東京・大阪で開催） 

【学校安全推進会議等での主な意見】 

・スポーツ指導者に対し、最低限必要と思われる事故

防止情報を周知し、安全に対する知識をつけてから

スポーツ指導にあたらせることが必要。そのため、

ＪＳＣの持つ事故防止のデータをさらに活用すべ

き。 

・センターが保有する災害事故データは、できれば事

故の間接的な背景要因まで把握できるようなシステ

ム改善に取り組んでほしい。 

・ハンドブック、映像教材（DVD）は分かりやすくまと

められており、各研修会等を通じて積極的に周知・

活用すべき。 

 

■「学校の管理下の災害」の作成 

平成 26 年度に災害共済給付業務で得られたデータを整

理・分析し、「学校の管理下の災害 平成 27 年版」を発刊

した。安全教育の資料として学校関係者に提供するととも

に、広く活用されるよう、ホームページに掲載した。 

 

■学校災害防止のための調査研究 

１ 調査研究委員会の設置 

 災害共済給付業務の実施を通じて得られた災害事例等を分

析し、学校における事故防止に資する調査研究を行うため、

「学校災害防止調査研究委員会」を設置。（2 回開催） 

調査研究課題として、「スポーツ事故防止対策推進事業の

実施」及び「災害共済給付データの活用」を選定。 

 

２ スポーツ事故防止対策推進事業の実施 

 「スポーツ事故防止対策推進事業」においては、体育活動

中における重大な事故事例の発生の背景や要因、再発防止の

ために留意すべき点や方策を調査研究。 

（１）研究体制の充実 

スポーツ事故防止対策推進の実施にあたり、以下の取組

により研究体制を充実。 

〔関係機関との連携強化〕 

・外部有識者 26 名（医療関係者、法曹関係者、大学教授

等）、内部委員 2 名で構成する「スポーツ事故防止対策

協議会」を設置。（2 回開催） 

関係団体との諸会議におい

て把握した意見・要望を踏

まえ、次年度は、学校安全

の関係団体との連携を更に

強化し、関係団体が開催す

る大会や研修会などで直接

事故防止情報を発信すると

ともに、大学や研究機関等

と連携して、災害事故デー

タの分析手法・活用方策の

調査・研究を行う。 
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果 等に つい

て、ホームペ

ージ、広報誌

等を活用する

ことにより、

学校関係者等

に分かりやす

く提供する。

また、学校関

係者等が自ら

のニーズに応

じて収集・分

析できる災害

共済給付シス

テムの利用及

び統計情報の

活用方法につ

いて広報に努

め、オンライ

ン機能を活用

した統計情報

の利用拡大を

図る。 

・学校関係者

等に対して、

情報提供に関

するアンケー

ト 調査 を行

い、８０％以

上から「有意

義であった」

などプラスの

評価を得る。 

・ホームペー

ジに掲載する

学校災害防止

のための有用

な情報等の新

規又は更新件

数 年７０件

る。 

なお、効果

的・効率的に実

施するため、セ

ンター内のスポ

ーツ医・科学分

野の資源を活用

するとともに、

外部資金の獲得

に努める。 

③ 学校関係

者等への情報

提供 

ア 学校に

おける事故

防止対策に

有効に活用

できるよう、

学校関係者

等のニーズ

に即した実

用的な情報

を提供する。 

・教育委員会、

安全担当教員

及び養護教諭

等で構成する

『学校安全情

報の提供に関

する協力者会

議』の開催等

により、学校

現場の視点を

情報提供のあ

り方に反映せ

る。 

・平成２６年

度に文部科学

省より受託し

た「スポーツ

 

 

 

 

 

 

 

 

・繰り返し事故の起きているプールでの事故と障害見舞

金の給付件数が多い歯・口の障害を調査研究課題に設

定し、プールでの事故については、水泳指導者、医療

関係者で構成する専門部会で、歯・口の障害について

は、歯科医、大学教授で構成する専門部会で専門的な

議論を進めた。（水泳事故専門部会：3 回開催、歯と口

専門部会：3 回開催） 

〔内部体制の充実〕 

・国立スポーツ科学センター研究部門と連携し、スポー

ツ医科学の知見を活用。 

（２）研究の実施状況・成果 

・体育活動における死亡・障害事故の分析（平成 10 年度

～平成 26 年度） 

障害見舞金・死亡見舞金給付事例 計 2,270 件 

・スポーツ事故事例等の現地調査の実施 

全国 4 ヶ所のスポーツ事故等の事例について、スポ

ーツ事故防止対策協議会の委員が現地調査を行うと

ともに、再発防止等について関係者と連絡・協議し

た。 

・スポーツ事故防止対策推進会議（セミナー）の開催 

全国 6 会場（仙台、福井、さいたま、札幌、浦添、広

島 合計 1,139 名参加）でセミナーを開催し、スポー

ツ事故防止に関する調査、研究・分析の成果等を発表

し、教育委員会・学校等と、必要な取組や相互連携に

ついて情報の共有を図った。なお、開催にあたっては、

セミナー開催地の教育委員会等から後援を得るととも

に、学校等への開催案内や会場運営などの連携・協力

を得て効果的に実施した。 

 【アンケート集計結果】 

・事故の動向、情報が把握できた 96.7％ 

・事故防止の新たな知見等の情報が得られた 96.0％ 

（３）成果の普及 

・スポーツ事故防止 DVD 及び成果報告書等について、ホ

ームページに掲載するとともに全国の学校等に配布し

た。（詳細は、後述「学校関係者等への情報提供」参照。） 

 

 

３ 災害共済給付データの活用 

 災害共済給付データの更なる活用について、大学や研究機

関等と連携して、外部有識者による災害共済給付データの内
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程度 

 

事故防止対策

推進事業」の

成果を分かり

やすく提供す

る。 

・災害実地調

査の実施学校

における事故

後の再発防止

策の取組み事

例 等 を 収集

し、ホームペ

ージ等により

提供する。 

・教職員を対

象とした研修

会、給付制度

説明会及び災

害実地調査等

において、事

故防止情報を

学校関係者へ

提供する。 

イ 学校が自

らの安全対策

のニーズに応

じて収集・分

析できる災害

共済給付シス

テムの利用及

び統計情報の

活用を促進す

るため、学校

現場でのシス

テムによるデ

ータ活用事例

を収集し、ホ

ームページ等

に掲載する。 

ウ 食中毒

容の把握と分析手法の調査・研究を実施。 

（１）研究体制の充実 

〔関係機関との連携強化〕 

・外部有識者 8 名（医療関係者、データ分析、統計分野

有識者、大学教授等）、内部委員 3 名で構成する「学校

災害防止調査研究委員会専門部会」を設置。（3 回開催） 

〔内部体制の充実〕 

・国立スポーツ科学センター研究部門等と連携し、スポ

ーツ医科学等の知見を活用。 

（２）研究の実施状況・成果 

 災害共済給付データにおける災害発生状況の記述内容の

より詳細な整理分析など、短期的、中期的、長期的な観点

から災害共済給付データの活用課題をまとめた。 

 

■学校関係者等への情報提供 

１ スポーツ事故防止対策推進事業の成果の普及 

ホームページに掲載するとともに全国の学校等に配布し

た。 

スポーツ事故防止ハンドブックについて、公益財団法人

日本中学校体育連盟・公益財団法人全国高等学校体育連

盟・公益財団法人日本高等学校野球連盟を通じて、体育活

動における活用を促進するため、体育的部活動指導者へ配

布を行った。 

成果物 概要 

配布先 

及び 

配布数 

平
成
２
６
年
度
成
果
物
の
増
刷 

スポーツ事

故防止ハン

ドブック 

A6 判（ポケットサイズ） 

24 ページ 

対象：教員 

用途：保健体育授業、

部活動指導時及び運動

会当日等に緊急対応で

きるよう、持ち運び可

能な冊子（内容：突然

死・頭頚部外傷・熱中

症・歯の外傷・眼の外

傷） 

・中学校、高

等学校体育

的部活動指

導者 
・セミナー参

加者等 
約 233,000

部 
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が発生した

学校給食調

理場へ衛生

管理専門家

を派遣し、実

態調査を実

施し、拭取り

検査データ

を含め、実態

調査報告書

を作成する。 

・学校関係

者等に対し

て、情報提

供に関する

アンケート

調 査 を 行

い、８０％

以 上 か ら

「有意義で

あった」な

どプラスの

評 価 を 得

る。 

・ホームペ

ージに掲載

する学校災

害防止のた

めの有用な

情報等の新

規又は更新

件数 年７

０件程度 

平
成
２
６
年
度
成
果
物
の
増
刷 

スポーツ事

故防止ＤＶ

Ｄ「その時

あなたは」 

運命の 5 分間 その時

あなたは ～突然死を

防ぐために～(9 分 51

秒) 

体育活動による頭部・

頚部の外傷 ～発生時

の対応～（5分 57秒） 

対象：教員・生徒・保

護者等 

用途：保健体育授業や

部活動指導時に上映 

・全国の中学

校 

・セミナー参

加者 

約 14,000 部 

平
成
２
７
年
度
成
果
物 

スポーツ事

故防止ＤＶ

Ｄ「水泳・

歯と口の事

故防止」 

水泳の事故防止～プー

ルへの飛び込み事故を

中心に～(8 分 17 秒) 

スポーツ活動中の歯・

口のけがの防止と応急

処置（6分 43秒） 

対象：教員・生徒・保

護者等 

用途：保健体育授業や

部活動指導時に上映 

・教育委員会

等 

（各 5部） 

約 9,100 部 

成果報告書 

A4 判 190 ページ 

スポーツ事故防止対策

推進事業の成果報告 

・教育委員会

等 

約 1,900 部 

２ 学校事故事例検索データベース 

障害・死亡事例 5,559 件 

（平成 17 年度～平成 26 年度給付分） 

ホームページに掲載 

３ 教材カード  

毎月掲載 

学校関係者等のニーズに即した実用的かつタイムリーな

情報（熱中症予防等）を学校現場に提供 

ホームページに掲載 

（対象は幼稚園・保育所向け、小学生向け、中学生向け、

高校生向け、教職員向け等） 

４ 災害実地調査の実施学校における事故後の再発防止策の

取組事例等（転落・落下事故防止等） 

学校事故防止に関する説明会での紹介及びホームページ
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への掲載 48 件 

５ 広報誌「学校安全ナビ」 

統計情報や地域情報、その他学校安全に関わる情報等を

掲載 

4 回発行 （6 月・9 月・11 月・3 月） 

全国の学校や関係団体に配布（約 80,000 ヵ所）するとと

もに、ホームページに掲載 

６ 災害実地調査・説明会等での情報提供 

・災害実地調査（Ⅰ－５－（１）参照）  

・給付制度説明会等（Ⅰ－５－（２）参照） 

・学校事故防止に関する説明会（115 回開催 11,248 名

参加） 

・諸会議に参加した医療関係団体等からの講習会等へ講

師の派遣依頼や資料の提供依頼に対して、事故防止情

報を提供した。 

・学校関係者等の要望に対応して、組体操での事故など

の情報提供を行った。 

・全国の学校給食担当者を対象として食中毒防止に関す

る講習会を開催した。 

    食中毒防止に関する実技講習会 3 回（参加者 82 名） 

７ 統計情報の利用促進 

災害共済給付システムの利用及び統計情報の活用を促

進するため、学校現場でのシステムによるデータ活用事

例を学校事故防止に関する説明会、ホームページ、広報

誌「学校安全ナビ」、関係団体との諸会議にて紹介した。 

８ ホームページ（学校安全 Web）の活用方策 

学校安全業務運営会議等の意見を踏まえ、学校安全 Web

に掲載している事故防止情報等の活用促進のため、PR チ

ラシを作成し、JSC 主催の説明会や関係団体が開催する研

修会、スポーツ事故防止対策推進事業セミナーなど、あ

らゆる機会で学校関係者等に配付し周知した。 

 

 
４．その他参考情報  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（５） 広報の充実 

業務に関連する政策・施

策 
   

当該項目の重要度、難易

度 
新国立競技場の整備、2020 年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会開催等を踏まえた業務の拡大を踏まえ、さらなる国民の理

解促進及び業務の透明性の確保が必要であり、重要度が高い。 

関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

ニュースリ

リース発信

本数（本） 

－ 24 36 83 103    予算額（千円） 86,923 78,645 84,780   

facebook 掲

載件数（件） 
－ 125 148 160 145    決算額（千円） 72,626 77,420 78,021   

ホームペー

ジアクセス

数（万件） 

－ 1,974 2,287 2,108 1,945    経常費用（千円） 72,626 77,420 78,021   

         経常利益（千円） △1,867 △4,990 △3,918   
         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － －   

         従事人員数（人） 4.5 5.0 5.83   
※従事人員数について、人事異動等により年間を通じて変動があるため、各月人数の平均（小数点以下第１位まで）記載 
※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （５）国民の理解

促進及び業務

の透明性の確

保の観点から、

ホームページ

等における情

報発信を行う

とともに、多様

（５）広報の充実 

国民の理解促

進及び業務の透

明性の確保の観

点から、ホーム

ページ等におけ

る情報発信を行

うとともに、マ

（５）広報の充実 

スポーツを通

した社会貢献・

開発のための取

組を進める組織

であるとの認識

のもと、以下の

取組により、セ

〈主な定量的指

標〉 
 
 
 
 
 
 

■マスメディアへの情報発信、報道対応及び関係強化 

（１）会見等によるマスメディアへの情報発信 

  情報のバリューに応じ、会見、ブリーフィング及びニュ

ースリリースの配布などきめ細かな手法により情報を提

供、記事掲載化を促進。主な事項は以下のとおり。 
①会見による情報発信 

  ・国立競技場将来構想有識者会議記者会見（H27.7 月） 

  ・安藤忠雄氏記者会見（H27.7 月） 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
記者会見、ブリーフィン

グ等、及び主要メディア論

説委員等との意見交換を行

い JSC の事業について理解

促進を図り、戦略的・積極

的な広報活動を展開した。

評定 C 
＜評定に至った理由＞ 
広報については、検証委員会の報告書におい

て、情報の発信に関する問題点として、「国民

理解の醸成不足」「積極的とは言えない情報発

信」「不十分な情報発信体制」が指摘されてい

る。 
従前の整備計画が白紙撤回になって以降は、
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な媒体を通じ

た広報活動を

実施する。 

 

スメディアやソ

ーシャルメディ

ア等の多様な媒

体やイベント等

を通じた広報活

動を実施し、セ

ンター及び事業

の認知・理解を

促進する。 

特に新国立競

技場整備を着実

に推進するた

め、平成２７年

度末までに専門

的知識を持った

担当及びスポー

クスマンを明確

化した広報体制

を整備する。平

成２８年度以降

にわたって、新

たな広報体制の

下、国家的プロ

ジェクトとして

幅広く国民の理

解を得るため、

定例的なマスメ

ディア向けブリ

ーフィングの実

施、ホームペー

ジを通じた適時

適切な情報発信

など、プロセス

の透明性確保に

向けた国民への

情報発信の充実

を図る。 

ンター及び各事

業の認知向上、

理解促進のため

の広報活動を戦

略的かつ積極的

に展開する。 

・良好なメディ

アリレーション

による報道対応

の強化 

・法人全体の広

報と各事業の広

報の連携による

広報活動の強化 

・ブランディン

グへの取組 

・社内広報活動

の充実 

・Web サイトに

よる情報発信と

SNS の活用 

・２０２０年東

京オリンピッ

ク・パラリンピ

ック競技大会、

２０１９年ラグ

ビーワールドカ

ップ日本開催を

見据えた、関係

団体の広報活動

との連携 

特に新国立競

技場整備を着実

に推進するた

め、平成２７年

度末までに専門

的知識を持った

担当及びスポー

クスマンを明確

化した広報体制

を整備する。新

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ニュースリリー

ス発信本数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ホームページア

クセス数 
 
 
 
 

・新理事長就任会見（H27.10 月） 

・新国立整備事業の優先交渉権者選定（H27.12 月） 

 ②ブリーフィング等による情報発信 

  ・西が丘地区におけるハイパフォーマンス・スポーツの

取組 

  ・西が丘地区における国際競技力向上のための事業 

  ・西が丘地区の体制強化 

  ・スポーツキャリアサポート推進戦略 

  ・新国立競技場整備事業に関する定例ブリーフィング等

（10回） 

  ・会計監査指摘 
 ③その他（公開、囲み取材など） 

  ・ナショナルタレント発掘・育成(NTID)プログラム「種

目最適型プログラム」「合同トライアル」 

  ・Mama Athletes Network(MAN) ワークショップ 

  ・JISS スポーツ科学会議 

  ・アスリート育成パスウェイ国際会議 

  ・フォーラム「ATHLETE CAREER TALKS JAPAN 2016」 

  ・セミナー「学校でのスポーツ事故を防ぐために」 

（２）マスメディアへのニュースリリース発信本数 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

36 本 83 本 103 本 

（３）マスメディアからの取材対応 

  問合せ内容に応じた的確なキャスティングによる対面

取材、及び正確な回答（電話取材など）を実施。 

（４）スポーツ系論説委員等との関係構築 

主要新聞社・テレビ局の論説委員との意見交換会（2月）、

及び担当記者などマスメディアとの意見交換会（11 月）

を実施。 

 

■ホームページ、ソーシャルメディア等による広報活動 

（１）ホームページを活用した情報発信 

新国立競技場整備事業や学校事故防止に関する情報な

どの発信を行うとともに、定期的な更新を通して積極的に

情報を発信。 

・ホームページアクセス件数 

Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

2,287 万件 2,108 万件 1,945 万件 

（注）26 年度と比べると 163 万件低下しているが、①26

年 5 月に開催した「SAYANARA 国立競技場」のアクセス

数が膨大であったこと、②国立競技場の休業に伴いイ

また、ニュースリリース、

ホームページ及び facebook

による情報発信を展開し

た。 

 イベント等を通じた広報

では、「SPORTS JAPAN アンバ

サダー」の活用、新国立競

技場整備事業や各事業の活

動を積極的に情報発信する

ことにより、JSC 各事業の理

解促進を図ることができ

た。 

 会見、ブリーフィング等

の実施及びニュースリリー

スの発信、また、アンバサ

ダーを活用した広報活動を

展開することにより、JSC ブ

ランドの向上に努めた。 

認知度は国立競技場など

の施設、スポーツ振興くじ

事業などでは高く、法人名

称の認知度は約 17％向上し

た。 

風通しの良い組織風土を

形成するため、社内報「JSC

ニュース」を月 1回発信。 

新国立競技場整備事業に

おいては、新国立競技場担

当理事が窓口となり、専門

的な知識を有する総括役、

企画調整役が連携し、適時

適切に情報発信ができるよ

う広報体制の整備を図っ

た。また、定例的にブリー

フィングを開催するなど情

報発信を強化、国民の理解

促進及びプロセスの透明性

の確保・充実を図った。 

これらを踏まえて、Bと評

価する。 

 

この指摘を踏まえ、専門的知識を持った担当者

を配置し、広報体制の整備を図るとともに、毎

月１回のブリーフィング、主要メディアの論説

委員との意見交換など、情報発信の取組が着実

に行われていることが認められる。 
以上のことから、従前の整備計画が白紙撤回

になって以降、情報発信の取組は着実に行われ

ていると認められるが、経緯検証委員会の報告

書を踏まえ、引き続き広報の充実に取り組む必

要があることから、「Ｃ」評定とする。 
 
 
＜今後の課題＞ 
今後も引き続き、適時適切な情報提供を行

い、国民への情報発信の充実に努め、新国立競

技場の整備事業をはじめとした JSC の事業に

ついて、国民の理解促進及び業務の透明性の確

保に努めることを期待する。 
また、JSC が実施する事業の認知度につい

て、新国立競技場以外の事業の認知度が低下し

ていることを踏まえ、効果的な広報戦略を検討

し、認知度の向上に努めることを期待する。 
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たな広報体制の

下、国家的プロ

ジェクトとして

幅広く国民の理

解を得るため、

定例的なマスメ

ディア向けブリ

ーフィングの実

施、ホームペー

ジを通じた適時

適切な情報発信

など、プロセス

の透明性確保に

向けた国民への

情報発信の充実

を図る。 

 

 

 
 
・facebook 掲載件

数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ベント等の開催がなくなったことによる。 

（２）ソーシャルメディア等を活用した情報発信 

facebook を活用し、ナショナルタレント発掘・育成

(NTID)や女性競技種目戦略的強化プログラムなど、JSC

が行う事業の情報についてタイムリーに発信。 

 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 

掲載件数 148 件 160 件 145 件 

閲覧件数 349,083 件 1,195,190 件 925,130 件 

              ※閲覧件数：H28.5 月末現在 

■イベント等を通じた広報活動の実施 

（１）アンバサダーを活用した広報活動 

「SPORTS JAPAN」の理念を広く伝える役割を担う JSC 

SPORTS JAPANアンバサダーを新たに2名任命（合計13名）。 

地域タレント発掘事業開校式等で JSC 代表として出席、

また、フットサル、水泳及びスキー教室などにおいて「み

んながスポーツで笑顔になれる、そんなニッポンをつくろ

う。」という SPORTS JAPAN の理念を訴求。全国各地で幅広

い層を対象に広報活動を実施。 

・地域タレント発掘事業開校式等（福岡県、和歌山県） 

 ・SAYONARA 国立競技場 FINAL "FOR THE FUTURE" MEMORIAL 

GOODS DESIGN AWARD 2015 審査委員会 

 ・toto 助成金交付式（東京都） 

 ・北澤豪レディースフットサルクリニック（東京都） 

 ・柴田亜衣水泳教室（群馬県） 

 ・鶴岡剣太郎 スノーボード教室（秋田県） 

・大日方邦子スキー教室（岩手県） 
（２）上記以外の主な広報活動 

 JSC が実施する事業について、マスメディア向け説明会

及びニュースリリース等で発信し理解促進を図り、積極的

な情報発信を展開。 

①国立競技場関係 

 ・SAYONARA 国立競技場“FOR THE FUTURE” 「MEMORIAL 

GOODS デザイナー with カリモク家具」販売開始 

 ・国立競技場記念作品等設置等アドバイザリー会議 

 ・広報紙「国立競技場」の発行 

②秩父宮記念スポーツ博物館関係 

・秩父宮記念スポーツ博物館巡回展 

③西が丘地区（JISS・NTC・開発事業）関係 

 ・ナショナルタレント発掘・育成（NTID）プログラム 

・女性アスリートの育成、支援プロジェクト 

・地域タレント発掘・育成事業との連携・協働体制 

＜課題と対応＞ 

新たな事業の展開や、ス

テークホルダーとの接点の

増加が想定され、レピュテ

－ション（評判）・マネジメ

ントのさらなる向上が必要

であり、広報体制と対応力

の強化が求められる。 

あわせて、内部統制の一

環として、危機管理におけ

る広報体制と基盤づくりが

必要となる。 

新国立競技場整備事業に

関しては、国家的プロジェ

クトとして幅広く国民の理

解を得るため、引き続き定

例的なマスメディア向けブ

リーフィングを実施するな

ど、情報発信の充実を図る。 

社会から法人に対する理

解促進、好意好感の更なる

獲得に向け引き続きマスメ

ディアを通じた情報発信、

法人ロゴマークの統一と表

示の徹底などにより、ブラ

ンド向上に資する各種広報

活動を展開する。 

また、風通しの良い組織

風土の形成及び社内コミュ

ニケーション促進のため社

内広報活動の充実を図る。 
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・認知度 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ジュニア・ターゲットスポーツの育成・強化 

・女性ジュニアアスリート指導者講習会 

・DiTs セミナー開催報告 

・大阪大学との包括連携協定 

 ・大阪体育大学との包括連携協定 

④SFT 事業への広報支援 

 ・戦略的二国間スポーツ国際貢献事業の取り組みに関する

プレスセミナー 

 

■社内広報活動の充実 

  風通しの良い組織風土を形成するため、各事業の活動情

報等について、社内 Web サイトを活用し「JSC ニュース」

として役職員向けに月 1回発行。 

  また、理事長をはじめ役員の声を定期的に発信。 

 

■認知度調査 

各事業等の認知・理解度を測り、広報活動の方向性に資

するべく、毎年定点による調査を実施。法人名称の認知度

は、前年度より向上した。国立競技場などの施設、スポー

ツ振興くじ事業において認知率は高い水準を維持してい

るが、前年度と比較して認知度が下がっている施設・事業

が多い。なお、新国立競技場に対する建設の認知度は向上

している。 

《法人名称の認知度》         （単位：％） 

法人名称 H25 H26 H27 

独立行政法人日本スポーツ振興センター

（JAPAN SPORT COUNSIL 通称：JSC） 
19.8 13.2 29.9 

 

《施設・事業の認知度》         （単位：％） 

施設／事業名 H25 H26 H27 

スポーツ振興くじ toto・BIG 88.5 81.6 71.8 

国立競技場（国立霞ヶ丘競技場） 91.7 85.0 70.6 

国立代々木競技場（第一体育館・第二

体育館） 
81.5 81.6 70.3 

新国立競技場の建設 46.9 48.9 65.1 

秩父宮ラグビー場 52.7 51.7 49.5 

スポーツ振興くじの助成 39.0 28.5 29.9 

スポーツ振興基金 33.3 24.1 25.8 
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〈評価の視点〉 
国民の理解促進及

び業務の透明性の

確保に資する広報

を実施したか。 
 
 
 
 
 
 

味の素フィールド西が丘（西が丘サッ

カー場） 
25.7 29.5 27.6 

味の素ナショナルトレーニングセンタ

ー（味トレ） 
19.0 24.0 21.7 

国立スポーツ科学センター（JISS） 38.7 20.7 20.2 

秩父宮記念スポーツ博物館・図書館 11.3 14.0 15.1 

災害共済給付・学校安全支援 13.9 13.1 13.7 

国立登山研修所 4.9 5.3 7.1 

 

■新国立競技場整備事業関係（H27.10 月以降） 

H27.10 月以降、新国立競技場担当理事が窓口となり、

専門的な知識を有する総括役、企画調整役が連携し、適時

適切に情報発信できるよう体制の整備・強化を図った。ま

た、広報室と新国立競技場設置本部の連携を強化し、優先

交渉権者の選定結果に関する記者会見を開催するととも

に、毎月１回、マスメディア向けに定例ブリーフィングを

開催し、情報発信を行った。さらに、ホームページを通じ

て、新国立競技場整備事業に関する優先交渉権者の選定結

果及び内容並びに審査委員会の資料等を公表するなど、プ

ロセスの透明性の確保・充実を図った。 

≪マスメディア向け会見、ブリーフィング等実施回数≫ 

15 回（出席マスメディア：約 540 名） 

①会見 

・優先交渉権者（事業者）選定結果に関する記者会見 
②ブリーフィング 

・優先交渉権者選定までの進行にする説明会 
・新国立競技場整備事業定例ブリーフィング（3 回） 
・ウェブサイトに公開した技術提案書 
③その他（囲み取材等） 

・国立競技場敷地内の公開 
・アスリート、競技団体等との意見交換会（7 回） 
・技術提案等審査委員会における事業者ヒアリングの実施 
 

 
４．その他参考情報  
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様式１－１－４－１ 中期目標管理法人 年度評価 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項）様式 
 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ―６－（６） 関係団体等との連携 

業務に関連する政策・施

策 
・政策目標 11 スポーツの振興 
  施策目標 11-2 生涯スポーツ社会の実現 
  施策目標 11-3 我が国の国際競技力の向上 

  

当該項目の重要度、難易

度 
「スポーツ基本計画」に定める関係者の連携・協働に資するもので、

重要度が高い。 
関連する政策評価・行政事業

レビュー 
行政事業レビューシート番号 0320 

 
２．主要な経年データ 
 ①主要なアウトプット（アウトカム）情報   ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

指標等 達成目標 基準値 
（前中期目標期間最

終年度値等） 

２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度   ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 

         予算額（千円） 66,066 48,985 68,999   
         決算額（千円） 85,439 75,845 71,145   
         経常費用（千円） 85,439 75,845 71,145   
         経常利益（千円） △1,726 △3,530 △2,514   
         行政サービス実

施コスト（千円） 
－ － －   

         従事人員数（人） 0.0 0.0 0.0   
※従事人員数について、各事業の取組の一環として実施しており専任の職員がいないため０となっている。 
※予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中期目標 中期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 （６）スポーツ及

び児童生徒の

健康の保持増

進を図る中核

的専門機関と

して、関係機関

との連携・協働

及び関係機関

相互の連携・協

働を推進する

枠組みの構築

を図る。 

（６）関係団体等と

の連携 

スポーツ及び

児童生徒の健康

の保持増進を図

る中核的専門機

関として、公益

財団法人日本体

育協会、ＪＯＣ、

公益財団法人日

本障害者スポー

ツ協会、公益財

団法人日本アン

（６）関係団体等と

の連携 

スポーツ関係

団体及び関係機

関との連携・協

働及び関係機関

相互の連携・協

働を推進するた

め、以下をはじ

めとした取組を

実施する。 

・地方公共団体

等との連携

〈主な定量的指

標〉 

なし 

 

<その他の指標> 

・関係機関との連

携協働の取組の

状況 

・関係機関相互の

連携・協働を推

進する枠組みの

構築の状況 

 

■関係機関との連携に関する検討及び構築状況 

（１）競技力向上に関する国内外の連携 

 ①国際機関への加盟 

 ・国際コーチング・エクセレンス評議会（ICCE）の Aカテ

ゴリに昨年度に引き続き加盟登録 

  コーチ教育・養成に関する国際情勢等の情報の収集・提

供を通して、国内のコーチ教育・養成に関係する諸機関（日

体協、JOC、大学、JPSA 等）の連携・協働を促進するため。 

 ②ハイパフォーマンス事業に関する連携会議の開催 

 ・「ICCE 国内連携会議」を開催（11月） 

  日体協、JOC、JPSA との 4者にて開催し、ICCE からの情

報提供、意見交換を行い、コーチ育成に関する評価等につ

いて情報共有を実施。 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 「国際コーチング・エク

セレンス評議会」（ICCE）へ

の加盟や「ICCE 国内連携会

議」の開催、「ワールドクラ

ス・パスウェイ・ネットワ

ーク」の運営等により、国

際競技力向上に関する諸機

関（日体協、JOC、JPSA、JADA、

NF、大学、地方公共団体等）

の連携・協働を促進するこ

とができた。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
国際機関への加盟やハイパフォーマンス事

業に関する連携推進会議の開催、地域のタレン

ト発掘・育成事業との連携等により、関係機関

との連携協働及び関係機関相互の連携・協働を

推進する枠組みの構築を図っている。また、関

係機関が協働するプラットフォームの構築に

取り組んでいる。 
JAPAN SPORT NETWORK については、自治体と

の協働によりセミナーを開催するなど、関係機

関との連携・協働する取り組みが進められてお

り適切であると認められる。 
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チ・ドーピング

機構等のスポー

ツ関係団体及び

地方公共団体、

大学等の関係機

関との連携・協

働及び関係機関

相互の連携・協

働を推進する枠

組みの構築を図

る。 

ネットワー

ク で あ る

｢JAPAN SPORT 

NETWORK」の

推進による、

地方公共団

体・JSC 相互

の強みを活

かしたスポ

ーツによる

地域活性化

等の取組の

推進 

・国際競技力向

上に関する

人材・ノウハ

ウ 等 の 開

発・活用に向

けた枠組み

の構築・推進 

・体育の日の行

事の円滑な開

催 

 

 

〈評価の視点〉 

中核的門機関とし

ての役割を果たす

ことに資するもの

か。 

 

 

 ③「スポーツ国際開発共同学位プログラム」の設置準備 

  筑波大学、鹿屋体育大学との連携による「スポーツ国際

開発共同学位プログラム」の設置に向け、運営委員会に参

加。また、延べ 10 名の大学院生を受け入れ、正式稼動に

向けて課題を整理。 

※JADA の連携については、Ⅰ－４参照。 

 

（２）地方公共団体との連携 

 ①JAPAN SPORT NETWORK 

  地方自治体と連携した取組を実施。 

 ・参加自治体数：580 団体（平成 28年 3月末現在） 

         平成 27 年度は 6団体増 

 H25 H26 H27 

JSN 参加自治体数

（累計） 

550 574 580 

 ・第 3回 JAPAN SPORT NETWORK セミナー開催 

  東京、愛知、岩手の 3 会場（61 自治体及び民間事業者

等 30関係団体から 155 名が参加） 

各会場にて先進的な取組みを行う自治体の職員による

事例を発表頂いた。 

  ・｢｢山の日｣制定記念シンポジウム みんなで｢山の日｣を考

えよう！｣開催 

森林保全・整備等について独自の取組を行っている栃木

県と共催。JSC・栃木県それぞれの強みを活かして運営

に係わる諸業務（会場選定、講師選定・調整、広報等）

について協働。136 名が参加。 

 ・事例調査 

自治体活動の底上げに向けて、先進的な取組を行ってい

る鳥取・愛媛県に対し訪問ヒアリングを実施し、ニュー

スレターによる情報共有を行った。 

鳥取県：障がい者スポーツ 

愛媛県：広島県と連携した自転車施策（地域活性化） 

 ・メール等による情報提供：27件 

 ・寄付金付自動販売機設置台数：17自治体 30台 

・アンケート調査実施（満足度、ニーズ等） 

170 自治体 172 名が回答（参加自治体の約 3 割）。アン

ケート回答者のうち 143 名（8割以上）が、ニュースレ

ターについて「大変参考になった」「参考になった」（4

段階評価中上位 2段階）と回答。 

 

 

 

 「JAPAN SPORT NETWORK」

では、セミナーとシンポジ

ウムの開催にあたり、自治

体との協働（運営、事例発

表）により、内容を充実さ

せることができた。セミナ

ーは、3会場平均で参加者の

9割以上が「大変満足」また

は「満足」（4 段階評価中上

位 2 段階）と回答。また、

情報提供（ニュースレター）

は、アンケート回答者 172

名中 143 名（8割以上）が「大

変参考になった」「参考にな

った」（4 段階評価中上位 2

段階）と回答。 

 体育の日中央記念行事

は、天候に恵まれたことに

より、多くの参加者を受け

入れ、主催団体連携の下、

各プログラムとも予定どお

り実施し、スポーツの周

知・普及に貢献した。 

 新たに２大学と包括連連

携協定書を締結し、互いの

強みを活かして連携するこ

とでスポーツ振興等による

社会貢献を進めるための枠

組みの構築を図った。 
 
これらを踏まえて、Bと評

価する。 
 
＜課題と対応＞ 
スポーツ基本計画を踏ま

え、関係団体との連携の拡

大を図るとともに、連携を

活かした取組みを実施して

いくことが必要である。 

また、国内外の関係機関との連携促進につい

ては、新たに 4大学の包括連携協定を締結して

おり、連携が確実に推進されていることが認め

られ評価できる。 

以上のことから、中期計画どおり、関係団体

との連携が図られていると認められるため、

「B」評定とする。 

 
 
＜今後の課題＞ 
今後は、「JAPAN SPORT NETWORK」に加盟する地

方公共団体等がインセンティブを得られるよ

うな取り組みが図られ、より一層の関係団体と

の連携が拡大されることを期待する。 
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 ②地域タレント発掘・育成事業との連携 

 将来性の豊かなジュニアアスリートを発掘 ・育成して

いくための育成システムを支援することを目的に、地域タ

レント発掘・育成事業や競技団体などとの連携・協働のプ

ラットフォームである「ワールドクラス・パスウェイ・ネ

ットワーク」を運営。 
・平成 28 年 3 月末現在の参加団体：A カテゴリ 14、B カ

テゴリ 10 

※A カテゴリ：タレント発掘・育成事業を実施している団

体 Bカテゴリ：タレント発掘・育成事業を企画、実施

しようとしている団体 

 

（３）体育の日中央記念行事の開催 

 平成 26年度に引き続き、文部科学省、日体協、JOC、JPC、

日本レクリエーション協会等と連携し、「体育の日中央記念

行事 スポーツ祭り 2015」を実施。ブラインドサッカー、ウ

ィルチェアーラグビーの普及・体験コーナーを新設したほ

か、ラグビーワールドカップ 2015 で大活躍をした日本ラグ

ビー応援コーナー（展示）を設置した。 

・日時：平成 27 年 10 月 12 日 

・会場：JISS・NTC 他 

・来場者数・報道露出獲得数：下表参照 

 H25 H26 H27 

来場者数（人） 15,200 12,000 14,000 
報道露出獲得数（件） 169 73 151 
※平成 26年度は、台風 19 号の接近に伴い、参加辞退者が

発生。 

 

（４）大学との連携 

 平成 27年度に新たに 3件 4大学の包括連携協定を締結。 

 ・大阪大学（平成 27年 5月 21 日締結） 

 ・奈良先端科学技術大学院大学/鹿屋体育大学 

（平成 27年 6月 12 日締結） 

 ・大阪体育大学（平成 28 年 3 月 1 日締結） 

 H26 H27 

連携大学数（累計） 3 7 
①包括連携協定による取組 

 ・ナショナルタレント発掘・育成プログラムを実施し、 

学生等が参加（筑波大学：46名、日本体育大学 34 名） 

・参加者のうち 2名が合格し、各競技団体の育成プログラ

ムに進んだ。 
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・インターン受入れ（筑波大学：15 名） 

 
４．その他参考情報  
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